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労働■雇用分野における障害者権利条約への  

対応の在り方に関する研究会開催委細（藁）  

1．趣 旨   

平成18年1：三月に国連総会において採択された障害者権利条約については、我が国  

は昨年9月28日に署名したところであり、今後、早期の条約締結に向けた検討を進  

める必要がある。   

労働・雇用分野に関しても、昨年12月19日付けの労働政策審議会意見書「今後の  

障害者雇用施策の充実強化について」において提言されているように、同条約には「職  

場における合理的配慮の提供」というこれまで我が国にない概念が盛り込まれている  

こと等を踏まえた上で、障害者雇用促進法制においてどのような措置を講ずべきかに  

ついて、考え方の整理を早急に開始する必要がある。   

このため、労使、障害者関係団体等の関係者から成る研究会を設け、障害者権利条  

約の締結に向けた環境整備を図るため、職場における合理的配慮その他の対応の在り  

方について検討を行うこととする。  

2．研究会の運営  

（1）研究会は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長が、学識経験者の  

参集を求め、開催する。  

（2）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。  

（3）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対  

策課において行う。  

3．参集者  

別紙のとおり  

4．開催時胡＿  

平成20年4月～  

5．僻  
（1）障害者権利条約（労働・雇用分野）への対応の在り方について  

（2）その他  
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匿廻 

．審議会等会合の公開に関する指針  

この指針は、厚生労働省所管の審議会等及び懇談会等行政運営上の会合（以下「審議  
会等会合」という。）の運営に関し、透明な行政運営の確保を図るため、審議会等会合の  
公開について、下記のとおり定めるものである。  

記   

1本指針の対象  

（り 審議会等  

国家行政組織法第8条に基づき設置される審議会等とする。  

（2）懇談会等行政運営上の会合．  

行政運営上の参考に資するため、大臣等の決裁を経て、大臣等が行政機関職員以   
外の有識者等の参集を求める会合であって、「審議会等の整理合理化に関する基本的   
計画（平成11年4月27日 間議決定）」の対象となっているものとする。   

2 審議会等の公開  

（1）審議会等会合の委員の公開   

ア 審議会等会合の委員、臨時委員、特別委員、専門委員の氏名、職業については、  
当該審議会等会合において別段の取扱いをすべきこととしている場合を除き、公  

開するものとする。   

イ 審議会等会合の委員等の任免を行った場合には、当該審議会等会合の事務を行  
う部局は、速やかに、委員名簿1部を官房総務課情報公開文書室に提出するもの  
とする。大臣官房総務課情報公開文書量は、それを審議会台帳に登録し、一般の  
閲覧に供するものとする。  

【2）審議会等会合の活動状況の公開   

ア 審議会等会合の開催予定に関する日時、開催場所等については、当該審議会等  
会合において別段の取扱いとすべきこととしている、又は審議会等会合の運営に  
支障がある等の特段の事由がある場合を除き、決定後速やかに公開するものとす  
る。  

なお、特段の事情により、会議を公開してきた審議会等会合がそれを非公開と  
する場合にあっては、開催予定とと－もに非公開である旨及びその理由を公開する  
ものとする。   

イ一審議会等会合を開催する場合には、当該審議会等会今の事鶉を行う部局は∴あ  
らかじめ開催予定を記載した書類1部を大臣官房総務課情報公開文書量に、岳類  
1部及び電子ファイルを官房総務課広報皇に提出するものとする。大臣官房総務  
課情報公開文書圭は、書類を審議会台帳に登録し、大臣官房総務課広報室は、開  
催予定を厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供するものとする。   



（3）審議会等会合の会議、議事録の公開   

ア 審議会等会合の会議、議事録の公開   

（ア）審議会等会合のうち諮問、答申を行うものについては、会議及び議事要旨  
又は議事録を公開する。傍聴人の制限等の会議の公開の方法については、各  
審議会等会合の決定によるものとする。   

（イ）審議会等会合のうち（ア）以外の会合（審議会等に置かれる分科会、部会  
及び懇談会等行政運営上の会合）については、少なくとも議事要旨を公開す  
る。特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合にあっては、その  
理由を明示するものとする。   

（ウ）審議会等会合の事務の一部が行政処分、不服審査、試験等を行う場合にあ  
って1は、会議、議事録及び議事要旨を非公開とすることができる。   

イ 審議会等会合の議事録等の公開の方法  

審議会等会合の事務を行う部局は、議事録又は議事要旨を公開するときは、1   
部を大臣官房総務課情報公開文書主に、1部及び電子ファイルを官房総務課広報   
室に提出するものとする。大臣官房総務課広報室は、■書類を厚生労働省ホームペ  
ージ上に載せ、一般の閲覧に供するものとする。  

（4）審議会等会合の諮問、答申・意見等及び提出資料の公開   
ア 審議会等会合の諮問、答申t意見等及び提出書類については、当該審議会等会   

合において別段の取扱いをすべきこととしている、又は公開することにより、公  
正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある、若しくは特定の者に不当   
な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合を除き、公開するものとする。   

イ 審議会等会合の事務を行う部局は、諮問、答申・意見等を公開するときにあっ   
ては速やかに、議事録又は議事要旨とともに、1部を大臣官房総務課情報公開文   
書真に、1部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出するものとする。大臣   
官房総務課広報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、一般の閲覧に供  
するものとする。  

提出資料を公開するときにあっては当該提出資料（それが脛大な場合にあって   

は、閲覧に供することができる場所を記載した書類。以下同じ。）1部を大臣官房   
総務課情報公開文書量に、1部及び電子ファイルを官房総務課広報室に提出する   
ものとする。大臣官房総務課広報室は、書類を厚生労働省ホームページ上に載せ、  
一般の閲覧に供するものとする。  
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審議会等会合の公開に関する考え方   

1 対象   

「審議会等会合の公開に関する指針」（以下「指針」という。）1（2）の懇談会   

等行政運営上の会合については、局長以上の決済を経て参集した会合を対象と   

する。   

2 審議会等会合の会議の公開  

r指針」2（3）ア（イ）に該当する審議会等会合については、以下に該当する場   
合を除き公開することとし、審議会等の開催の都度判断するものとする。  

① 個人に関する情報を保護する必要がある。   

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部から   
の圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見の交換又は意思決   
定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるお   
それがある。   

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、   
不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。   

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすお   
それがある。  
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障害者権利条約をめぐる状況等  

⊥＿套．約採択の経緯  

0 2001年12月の「障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的   

な国際条約」決議が国連総会でコンセンサス採択されたことを受け、2002年にニ   

ューヨーク国連本部において本条約について検討するための障害者権利条約アド   

ホック委員会第1回会合が開催され、本条約案の検討が行われ、2006年8月の第8   

回アドホック委員会で基本合意された。   

○ その後、2006年12月13日、第61回国連総会本会議において採択され、我が国   

は、2007年9月28日（金）に閣議決定の上、署名を行ったところである。  

今後、政府としては、条約の締結（批准）に向けて、国内法制の整備等を進める   

必要がある。  

2 条約の概要  

○ 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、   

障害者の自立、非差別、社会への参加等を一般原則として規定するほか、アクセシ   

ビリティー、家族、教育、労働等様々な分野において、 障害者の権利を保護・促進   

する規定を設けている。また、条約の実施状況を監視する国際モニタリングにおい   

て、本条約独自の委員会を設置することも規定している。   

○ 雇用分野については、公共・民間部門での雇用促進等のほか、   

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、  

雇用の継続、昇進並びに灸全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止  

（1（a））、  

② 公正・良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済につい  

ての権利保護（1（b））  ③働（1（i））   
等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進すること   

とされている。  

○ 雇用分野を含め、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、締結国は、その完   

全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いる   

こと等により、措置をとるこ●ととされており、必ずしも条約で規定されたとおりの   
措置を即時に講ずることまで義務付けているものではないが、国内法制の整備の可   

否又は是非について整理した上で、現時点で対応可能な事項については速やかに法   

的整備を図る必要がある。  
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＜今後の障害者雇用施策の充実強化について一障害者の雇用機会の  

拡大に向けて…（平成19年12月19日労働政策審議会意見書）＞  

（6）障害者権利条約の締結に向けた検討  

本年9月28日に、「障害者の権利に関する条約」について我が国は署名した   

ところであり、今後、条約の締結に向けて、国内法制の整備等が求められている。  

この条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な   

国際条約であり、障害者の自立、非差別、社会への参加等の一般原則のほか、教   

育、労働等様々な分野において、障害者の権利を保護・促進する規定を設けてい   

る。  

雇用・労働分野については、公共・民間部門での障害者雇用の促進等のほか、   

① あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用  

の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止、   

② 職場において合理的配慮が提供されることの確保   

等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進するこ   

ととされている。  

これらについて、時事考雇用促遅法制においてど瑚ゝに   

ついては、特に、②の職場における合理的配慮の提供というこれまで我が国に峠  

ない概念が盛り込まれており、十分な議論が必要であることから、労使、障害者  

団体等を含めて、働  

くことが適当である。  
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＜障害者の権利に関する条約仮訳（抜粋）＞   

第二条 定義  

「障害を理由とする差別」とは、障害を理由とするあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、   

社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識   

し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害を理由とする差別   

には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。   

「合理的配慮⊥とは、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを   

確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、   

均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。  

第二十七条 労働及び雇用  

1 締約国は、障害者が他の者と平等に労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に   

対して開放され、障害者を受け入れ、及び障害者にとって利用可能な労働市場及び労働環境において、障害  

者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次の   

ことのための適当な措置（立法によるものを含む。）碑（雇用の過  

程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されることを保障し、及び促進する。   

（a）瑚こ安全力、  

つ健康的な作業条件を含む。）に閲し、障害を理由とする差別を禁止すること。   

（b）他の者と平等に、公正かつ良好な労働条件（例えば、均等な機会及び同一価値の労働についての同一報  

酬）、安全かつ健康的な作業条件（例えば、嫌がらせからの保護）及び苦情に対する救済についての障害  

者の権利を保護すること。   

（c）障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使することができることを確保すること。   

（d）障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓  

練を効果的に利用することを可能とすること。   

（e）労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を求め、こ  

れに就き、これを継続し、及びその職業に復帰する際の支援を促進すること。   

（f）自営活動の機会、起業能力、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。   

（g）公的部門において障害者を雇用すること。   

（h）適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。）を通じて、  

民間部門における障害者の雇用を促進すること。   

（㈱こ提供されることを確保すること。   

（j）開かれた労働市場において障害者が実務経験を取得することを促進すること。   

（k）障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。   

2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者と平等に強制労働から保護さ  

れることを確保する。  
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資料4－1  

我が国における「合理的配慮」のあり方について（論点整理）  

1 はじめに  

0 2006年12：月に国連で採択された障害者の権利に関する条約（以下「権利条約」   

という。）については、2007年9月に我が国として署名したことを踏まえ、その   

締結に向けて、国内法制の整備を図る必要があるところである。  

権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な   

国際条約であり、アクセシビリテイ、家族、教育、労働等様々な分野において、   

講ずべき事項を規定している。  

○ このうち、労働・雇用に関しては、第27条において、  

（p あらゆる形態の雇用に係るすべての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用  

の継続、昇進並びに安全・健康的な作業条件を含む。）に関する差別の禁止、   

② 公正・良好な労働条件、安全・健康的な作業条件及び苦情に対する救済につ  

いての権利保護、  

（a 職場において合理的配慮が提供されることの確保   

等のための適当な措置をとることにより障害者の権利の実現を保障・促進するこ   

ととされている。  

○ これらについては、経済的、社会的及び文化的権利として、締約国は、その完   

全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用い   

ること等により、措置をとることとされているが、現行の雇用関係法令上、明確   

に位置付けられていない事項が含まれていると考えられる。  

このうち、特に、③の「合理的配慮」についてはこれまでの我が国にない概念   

であり、これを既に国内法制に取り込んでいる各国の状況を参考に、どのような  

その際、我が国の国内法制に組み込むこと  措置を講ずることが考えられるのか、   

についてどのような課題があるのか、整理することとする。  

2 障害を理由とする差別の禁止と「合理的配慮」との関係  
0 権利条約は、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び   

基本的自由を享有し 、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及   

び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失   

した又は過度の負担を課さないもの」（第2条）と定義し、職場における合理的   

配慮の提供を締約国に求めている（第27条）。  

、ノ・一方、権利条約は、「障害を理由とする差別」とけ「障害を理由とするあらゆる  

［哀別、排除二丈は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他   

〝）あらゆる分野において、他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を認識し、   

字有し、又は行使することを′害し、又は妨げる目的又は効果を有するヰ）の」であ  
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り、合理的配慮の否定もこれに含まれると定義しているところである（第2条）。   

このため、障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮との関係をどのように理  

解し、国内法において位置付けるか問題になる。  

○ アメリカでは、「障害をもつアメリカ人法」（以下「ADA法」という。）において、   

採用から解雇に至るまでの雇用の全局面における障害に基づく差別を禁止して   

いる。その適用対象は、「障害」をもち、かつ、当該職務に対して「適格性」を   

有する人とされているが、ここで、「適格性」を有する人とは、職務の“本質的   

機能”の遂行を、“合理的配慮が提供されたならば”、あるいはなくとも（ただし、   

配慮することが使用者にとって過度の負担となる場合を除く）できる人、とされ   

ている。   

果た、㈱負担となることを証明することな   

く灘わ   

ないことも差別になるとされている。  

すなわち、「合理的配慮」概念は、差別禁止の一基準であると同時に、その拒否   

を差別と位置付けることにより、使用者に対する義務としての側面を有している。   

○ フランスでは、平等取扱いを促進するために障害者に対してなされる「適切な   

措置」の拒否は差別になるとされており、使用者は、過度の負担が生じる場合を   

除き、具体的な状況に応じて障害者に資格に応じた雇用や職業訓練が提供される   

よう「適切な措置」を講ずることとされている。   

○ ドイツでは、「合理的配慮」に相当するものとして、重度障害者は、障害およ   

び仕事に対する影響を考慮したうえで、雇用主に対して、企業施設、機械、装置   

や職場、労働環境等を含めた作業場の設置・整備など、・一定の事項を請求する権   

利を有するが、当該請求を履行することが、雇用主にとって過大であり、極端な   

出費を強いることになる等の場合には請求権はないものとされている。  

○ 以上から、「合理的配慮」について、その位置付けについて、   

①慨権と   

するか否か、二晒するか、   

②慨は、その拒否によ  

り差別が生じていることを違法とするか、  

といった点が検討課題として考えられる。   

①については、アメリカ及びフランスにおいても、合理的配慮の拒否を差別と  

して禁止することにより、実質的には使用者に合理的配慮を行うことを義務付け  

ていることになるので、各国に大きな相違はないと考えられる。  

②については、フランス及びドイツでは、合理的配慮の拒否そのものを違法と  
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している法制度になっているが、実際の紛争においては、差別又は不利益待遇の  

禁止を理由とした損害賠償請求等の形で争われている。   

いずれの国でも、実質的には合理的配慮の拒否により何らかの差別が生じてい  

ることに対して救済を図っている点では相違がないと考えられるが、我が国にお  

いて、どのような法律構成とするかについては、検討が必要である。  

3 障害を理由とする差別   

○ 前述のとおり、各国の制度をみると、「合理的配慮」は、障害を理由とした差   

別の禁止と密接に関連しており、差別禁止は、権利条約に規定された大きな柱で   

あることから、まず、障害を理由とした差別の禁止について、整理を行う。   

（1）障害を理由とする差別の禁止   

○ アメリカにおいては、いち早く1990年に「障害を、もつアメリカ人法」  

（Americans with Disabilities Act。以下「ADA法」という。）が制定されて  

いる。  

フランスにおいても1990年に「障害及び健康状態を理由とする差別を禁止  

する法律」が、ドイツにおいても2001年に「社会法典第9編『障害者のリハビ  

リテーション及び参画』」等が制定される等、差別禁止規定が整備されてきたと  

ころであり、さらに、均等待遇に関する2000年のEUの指令を受けて国内法の  

改正が行われている。  

○ 我が国においては、障害者基本法において、「障害者に対して、障害を理由と   

して、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」（第3   

条第3項）ことを規定しているが、担保措置は明記されておらず、雇用面での   

障害を理由とした差別の禁止について、具体的に担保されているとは言い難い。  

このため、権利条約の趣旨を踏まえ、我が国においても、担保措置や具体的   

な基準も含めた法的整備を図ることについて、検討する必要がある。  

その際、以下の点に留意する必要がある。   

①「障害を理由とする」差別   

「障害を理由とする」差別とは、障害の有無を理由とした差別を指すのか、又  

は障害全般（障害の種類、程度等も含まれる）を理由とした差別を指すのか（例  
えば、募集・採用の際に、障害があることを理由に採用拒否することを指すのか、  

軽度障害者は採用するが重度障害者の採用を拒否することも含むのか）という問  

越がある。アメリカ、フランス及びドイ  ツにおいては、障害の有無のみならず障  

害の種類や程度を理由と  した差別についても禁止していることを  まえれば、我  

が匡ーにおいても、後者の考え方を採るこ  とが考えられる。  
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②間接差別   

権利条約は、障害者が他の者と平等に人権・基本的自由を享有・行使すること  

を妨げる効果を有するものを差別と定義しており、また、アメリカ、フランス及  

びドイツにおいても、間接差別も禁止しているところである。   

募集条件、勤務条件等において、外見上は中立的でも、障害者にとって相当の  

不利益（不都合）を与え、かつ職務とは関連のない条件を設定するなど「合理性」  

のない条件等を設定し、実質的に障害者を差別することは、このような間接差別  

に該当すると考えられるが、何をもって「合理性」があるとするか（例えば、職  

場等での勤務が必要な職種・業務について、自力で通勤できることを募集条件と  

することが「合理性」があるか否か）については、整理が必要である。  

③差別と職務能力との関係   

また、②の間接差別には該当しないが、障害があるために、知識面、技術面、  

身体面（移動その他の生活活動等）、コミュニケーション面等の一部の能力が十分  

でない場合に、当該能力に基づき職務能力を評価した結果として、勤務条件や賃  

金を異ならせることも、実質的に障害者の権利（特に採用）を実現する観点から、  

差別に当たるとの意見も聞かれるところである。   

アメリカにおいては、職務能力、職務経験、資格の有無等により昇進等に差異  

が生じることは、差別に当たらない（なお、合理的配慮の提供により職務能力が  

向上する場合には、配慮をせずに差別することは許されない）。また、フランスに  

おいては、労働医によって確認された労働不適性に基づく取扱いの差異は、客観  

的かつ必要なものである限り、差別には当たらない。ドイツにおいても、職業上  

の要請に基づく異なる取り扱い等については一定の条件のもとで認められている。   

我が国においても、職務能力と採用基準、勤務条件、賃金等との関連性が各国  

ほど明確でない面があるとはいえ、職務囁力がこれらの重要な判断要素であるこ  

脾と  

しての差異が生ずることをまでも否定することは適当でないと考えられる。  

④「あらゆる形態」の雇用   

権利条約では、「あらゆる形態の雇用」に係る差別を対象として規定していると  

ころである。これには、むしろ福祉的観点からサービス提供の是非、内容等が定  

められる授産施設等は含まれないと考えられるが、塵遡 

王主星監⊇吐生される就労継緯支援㌧（一A型） 
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業主への適用関係等についても、検討が必要と考えられる。  

（2）差別が禁止される「障害者」の範囲   

○ アメリカでは、「障害」を持ち、当該職務に対する「適格性」を有する者が対  

象である。すなわち、障害の種類・対象を限定していない。  

－ 4 －   



○ フランスでは、「障害及び健康状態」を理由とする差別が、差別禁止の一般原   

則において禁止されている（労働法典L．122－45条）。差別禁止原則における「適   

切な措置」の対象となる障害者の範囲は、雇用義務制度の対象者（戦争遺族を   

除く。）と重なり、障害者権利自立委員会により障害労働者認定を受けた者、障   

害により労働・稼得能力が3分の2以上減少していることを条件として障害年   

金を受給している者等に限定されている（障害の種類での限定はない）。なお、   

障害労働者認定は任意の制度であるのに対して（障害を持っていても雇用義務   

制度の枠外で雇用されることが可能）、差別禁止原則は、認定の有無に関わらず   

適用される。  

○ ドイツでは、差別禁止の対象となる障害者の範囲は、重度障害者（労働能力   

喪失程度が50％以上の障害のある者）及び重度障害者と同等にみなされる障害   

者（労働能力喪失程度30％以上の障害がある者を含む）に限定される。  

○ 以上のように、差別禁止の対象となる障害者の範囲は各国において異なり、   

フランス及びドイツにおいては、雇用率制度と連動させているが、アメリカに   

おいては広範に設定されているところであり、我が国において、差別禁止の対  

象となる障害者の範囲をどのよ  うに設定するのか、検討する必要がある。   

（3）事業主の範囲   

○ アメリカにおいては、差別が禁止される事業主の範囲を、週20時間以上働く   

15人以上の従業員を雇用している者等に限定されている。  

一方、フランス及びドイツにおいては全ての使用者を対象としているところ  

であり、差別を禁止する事業主の範囲についても、併せて検討する必要がある。  

（4）差別が禁止される事項   

○ 権利条約においては、雇用に係るすべての事項を対象としており、特に、「募   

集、採用及び雇用の条件1「雇用の継続」「昇進」「安全・健康的な作業条件」が  

含まれる旨を明記しているところである（第27条第1項（a））。  

○ 雇用面での差別禁止事項としては、アメリカにおいては、「応募手続、採用、   

昇進、解雇、報酬、職業訓練およびその他の雇用上の規定、条件および特権」   

が対象となっている（AI）A法第102条（とl）） 

フランスiこおいては、「募集手続や企業での研修・職業訓練からの排除、懲   

戒、解雇」「報酬・職業訓練・再就職・配属・職業資格・職階・昇進・異動・契   

約更新における直接的あるいは間接的な差別的取扱い」が禁止の対象となって   

いる（ガイ動法典1ハ122w′15▲′1条）′、加えて、健康状態や障′吉を理由とする採用拒  
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否、懲戒、解雇、健康状態や障害に依拠する条件を募集や研修・職業訓練の申   

込みに付することは、刑法典において、刑罰の対象となっている。  

ドイツにおいては、「職業活動の機会を得るための条件、労働条件、職業相   

談・職業教育の機会、職業団体等への参加」等が対象となり（一般均等待遇法）、   

また、解雇については、障害を理由とした解雇を禁止している（解雇保護法）。   

○ 各国の状況を踏まえ、差別禁止事項として以下の事項については検討を行う   

必要があると思われる。  

① 募集（応募）手続、採用  

② 賃金その他の労働条件  

③ 昇進、配置  

④ 職業訓練（教育）  

⑤ 解雇、契約更新（雇止め）  

○ また、御享（上記①～⑤（乃うち、斜字   

で記載した事項）叫酢割こよって異なり得るもの   
であり、慎重な検討が必要ではないかと考えられる。特に、以下の点について   

は、我が国の制度、慣習等に照らして様々な問題が生じ得ると考えられる。   

（D募集及び採用   

○ アメリカにおいては採用そのものも差別禁止事項であり、違反した場合に  

は損害賠償請求の対象となる。  

フランスにおいては、まず、労働法典において「募集手続」からの排除が  

差別に該当するとして禁止されている。 他方、採用拒否は、労働法典では差  

別禁止事項に挙げられていないが、刑法典において罰則が科されることとな  

っている（拘禁刑・罰金）。  

ドイツにおいても、「職業活動の機会を得るための条件」（採用条件も含ま  

れる）についての不利益待遇が禁止され、違反した場合には損害賠償請求の  

対象となる。  

○ 我が国では、採用に関しては事業主に広範な裁量があると考えられており、   

例えば、性別による差別禁止（雇用機会均等法第5条）や年齢による差別禁   

止（雇用対策法第10条）についても、「募集・採用の機会」について差別を   

禁止しているところである（これらは、応募条件からの排除など募集・採用   

の機会を均等に確保すべきことを規定しているが、採用そのものの差別的取   

扱いまでを禁止しているわけではない）。  

また、採用については、具体的紛争において差別の存在が認められたとし   

ても、他の応募者がいる中で、当該障害者を採用すべきとまでは（少なくと   

も行政・司法機関等は）直ちに判断できないため、担保措置についても難し   

い面がある。  
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②賃金、安全衛生その他の労働条件   

○ アメリカ、フランス及びドイツにおいては、いずれも賃金について、障害  

を理由とした差別を禁止しているところである。  

○ 我が国では、職務内容と賃金との関係が明確でなく、年齢、家族構成等様々   

な要素から賃金が決められており（そもそも賃金は労使間で決定すべきとの   

み規定され、賃金額の決定要素は規定がない）、実際に障害を理由とした差   

別であるか否かをどのように判断するか大きな課題である。  

○ 差別の有無は合理的配慮判断と関連し、シロクロを単純につけられるもの   

ではない中で、どのように差別禁止を担保するかについては、さらに検討す   

る必要がある。  

○ 賃金以外の労働条件についても、例えば、男女雇用機会均等法においては、   

退職の勧奨や解雇についても差別禁止が規定されており、労働条件のうちど   

の範囲についての差別を禁止するかについても、さらに検討する必要がある。  

4 「合理的配慮」義務  

（り 具体的内容  

0 1で述べたとおり、アメリカ、フランス及びドイツにおいても、法令上の規  

定の仕方に相違はあっても、実質的に事業主に対して合理的配慮を行うことを  

義務付けているところであり、我が国においても、何らかの形で、事業主が障  

害者である労働者（又は応募者）に対して「合理的配慮」を行うようにしてい  

くことが考えられる。ここでは、その内容が必ずしも明らかでない「合理的配  

慮」について、 具体的にどのような配慮が求められるのか、考察する。  

0 権利条約においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべて   

の人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ   

適当な変更及び調整」であ／〕て、「特定の場合において必要とされるもの」かつ   

「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされている（第2条）。  

○ アメリカにおいては、八一）A法上明確な定義はなく、（D施設を容易に利用・使   

用できるようにすること、②職務の再編成、パートタイム化、勤務スケジュー   

ルの変更、．配岸転換、機裾・装置の人手等、 試験等の適切な調整、朗読者・通   

訳の提供その他の類似の配慮を例示している。  

○ フランスにおいては、ガ働法卓虹上「適切な措置」として、0）労働環境の整備   

一機械や設備を障害者が利片い一拍巨なものにする、作業場所や就労場所の整備（障  
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害労働者が必要とする個別の介助や設備を含む）、就労場所へのアクセス保障、   

②労働条件への配慮一労働時間の調整（障害者を介護する家族等にも認められ   

る）が定められている。   

○ ドイツにおいては、社会法典上「合理的配慮」として、重度障害者が雇用主   

に対して以下のことを請求する権利を有することとされている。   

①自らの能力と知識を最大限に活用し、一層発達させることのできる仕事   

②職業的進歩を促すための職業教育が企業内措置として実施されるよう特別に  

配慮する。   

③職業教育の企業外措置に参加できるように妥当な範囲で便宜を図る。   

④企業施設、機械、装置ならびに職場、労働環境、職務編成及び労働時間の構  
成を含む障害に応じた作業場の設置と整備   

⑤必要な技術的作業補助を職場に装備   

○ このように、「合理的配慮」の内容は、各国とも法令上必ずしも明確でなく、   

また国によって相違が見られるため、各国の公約数的な内容を抽出することは   

容易ではない。このため、ここでは、特に事例の蓄積が進み、EEOC（雇用機会   

均等委員会）によるガイドラインが整備されているアメリカにおける「合理的   

配慮」の具体的内容を参考に 、その外縁をイメージすることとしたい。   

○アメリカにおいては、EEOCのガイドラインや裁判例において、以下のような   
内容が示されている。  

1）施設・情報へのアクセシビリティ等  

スロープ、点字標識の設置、トイレ、給水器へのアクセスの確保 等  

・視覚障害者に対するパソコン装置の整備、拡大印刷等の整備、点字や音声  

によるメッセージの送付、聴覚障害者に対する電子メールによる情報提供  

（通常は放送による情報提供が行われている場合） 等。   

2）職務の再編成   

本質的職務を遂行できるよう職務の内容を変更すること、周辺的職務を取り  

除くこと（他の従業員への分配等）等。   

3）勤務地の変更   

職務に関するものであれば、会社の既存のルールに反するものであっても合理  

的配慮となる。テレワークも含まれるが、通常は指揮命令を受けている職務につ  

いて指揮命令を受けない形での在宅勤務を認めることまでは一般的には含まれ   

ない。   

4）労働時間の変更・休暇の付与   

定期的に治療が必要な者等に対して必要（休暇については車椅子等の修理、介  

¶ 8 －   



助大の訓練、手話・点字の訓練等の理由も可〔EEOC16〕）。スケジュールの柔軟化、  

合理的な期間の無給休暇の付与は通常「過度の負担」とはならないが、超長期か  

つ復帰目途の立たない休暇や、通常フルタイムの職場での無期限的なパート労働  

等は「過度の負担」となり得る。   

5）空席の職位への配置転換   

現在の職位では配慮できない場合又は配慮をしても職務遂行できない場合に、  

他の職位への配置転換を検討する必要がある（空席があれば賃金・身分等が同等  

な職位が望ましい）。   

空席がある場合には、障害者を候補者とするだけでは足りないが、“極めて高  

度の適格性”をもつ他の候補者を差し置いて配置することまでは求められない  

（過度の負担となり得る）。   

年功序列制度がある中で、それに反する配置転換までは、「合理的な」配慮と   
しては求められない。   

6）企業内外における教育訓練・試験   

訓練教材や試験を調整・変更することも合理的配慮に当たる。教育訓練（企  

業の内外を問わない）や試験を行う際に、手話、通訳者、点字、拡大文字、音  

声案内等の方法を障害者に提供しなければならない。   

了）援助者・介助者の配置   

資格をもつ朗読者や通訳を提供することも求められるが、どの程度提供（配  

置）するかについては過度の負担との関係で定めることになる。   

0 これらの配慮事項のうち、我が国に導入した場合に、我が国の制度、慣習等  

にかんがみて、今後検討を深めていく必要があると考えられるものと  して、以  

卜のような事項が挙げられる。  

【職務の再編成】   

“本質的職務”を遂行できるよう職務の内容を変更したり、“周辺的職務”  

について他の従業員に分配すること等は、障害者に対する配慮として望ましい  

ものと考えられるが、一方で、我が国においては、職務の “本質的”部分と“周  

辺的”部分との切り分けが困難であって、どこまでが「合理的配慮」に該当す  

るかが明らかでない場合が多いことに留意する必要がある。〕  

【勤務時間の変更】   

集団的な業務遂行が一般的な我が国において、当該職場の制度・ルールにな  

い勤務方法の調整（在宅勤務、テレワーク、短時間労働）をどこまで求めるか。，   

【配置転換二】   

我が国では、「職位」に係る職務内容が必ずしも明確でなく、圭た、年功序  

列的かつキャリア形成を重視した配置が一般的に行われている中で、他に“高  
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度の適格性”を有する候補者がいない場合には当該障害者を配置すべきことま  

で「合理的配慮」に含めるべきか。   

【援助者・介助者の配置】   

朗読者、手話・指文字等の介助者やジョブコーチの配置まで求められるのか。  

これが配慮に含まれるとすれば、逆に、「介助者なしで、～の業務を遂行できる  

こと」を採用・勤務の条件として設定することは、合理的配慮を欠いた結果と  

しての募集手続上の差別に該当するとも考えられる。   

このような援助者の配置について、  

① 基本的に「合理的配慮」に含まれるが、「過度の負担」となる場合には置か   

なくてもよい、  

② “本質的（中核的）職務の遂行”には、援助者なしに遂行できることが必   

須である場合には、そもそも援助者を置くことは「合理的配慮」に含まれな  

い、  

の両様の考え方がある。②の立場に立つ場合には、「合理的配慮」の要件として、  

“本質的職務”“適格性”といった考え方を検討する必要があると思われる。   

【募集手続】   

応募者の障害の種類、程度等に応じて、アクセシビリティを確保したり、試  

験方法を調整することは合理的配慮に含まれると解されるが、さらに、「評価過  

程の調整」を含めるべきか、という論点がある。  

【企業内苦情処理】  

○ アメリカにおいては、合理的配慮の内容とはされていない一方、EEOCにおい   

ては差別の判断に当たって企業内苦情処理手続を設けることを重視しており、   

実務上重要なものと理解されている。  

○ どのような配慮が「合理的」であるかは個々のケースごとに様々であり、障   

害者にとって、配慮内容ができる限り「効果的」なものとなるよう、我が国に   

おいても、企業内において苦情処理手続（相談を含む）が整備されることを推   

進することが考えられる。  

（2）過度の負担   

○ アメリカにおいては、「過度の負担」とは、配慮が事業体に過度の負担を課す  

かどうかを決定する際に考慮される以下の要素に照らし、著しい困難または支  

出を必要とする行為とされている。   

（i）この法律の下で要求される配慮の性質およびコスト。   

（追）合理的配慮の規定が適用される施設の総財源、その施設で雇用されている  

被用者の数、経費（expenses）および財源への影響または、配慮がなされた  
ならば、当該施設の運営に与える影響。   

（昆）適用事業体の総財源、被用者の数という点からいた適用事業体の事業規模、  
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施設の数・種類・立地。  

（わ）事業体の労働力の構成、構造、機能を含む適用事業体の事業の性質または   

事業、適用事業体における当該施設の地理的孤立性、管理、財政上の関係。  

○ フランスにおいては、「過度の負担」が生じるか否かの判断においては、使用   

者が負担する費用の全部または一部を補填する様々の助成が考慮され、こうし   

た助成を考慮してもなお、適切な措置の費用が、企業の負担能力を超えている   

場合にのみ、「過度の負担」が生じているとされる。  

○ ドイツにおいては、①雇用主にとって課題であり、極端な出費を強いること   

になる等の場合に、過度な負担と認められることとされている。  

○ なお、「過度の負担」とは、配慮に係る金銭的負担（例えば施設・設備の改修   

等）のみならず、勤務時間や職務内容の変更などの雇用管理上の負担等も含ま   

れる概念である。  

・O 「過度の負担」について、 アメリカのように企業規模をその判断要素として   

いる場合があるが、我が国においても、大企業と中小企業では対応能力に差異   

がある中で、企業規模の差異をどのようにとらえるか。  

○ どのような配慮が「過度の負担」と言えるかについては、個々の事例によっ   

て異なり、詳細な基準を設けることは困難であり、アメリカのように、判断基   

準を明確にするとともに、事例の蓄積を行っていくことが考えられる。  

○ なお、「合理的配慮」のうち、特に作業施設・設備の整備や援助者の配置等、   

経費を要する事項については、フランスにおいては、法律上、企業に提供され   

る様々な助成・支援を考慮した上で、求められる配慮に係る負担が過重か否か   

を判断することとされている。納付金の支払先である Agef、igh（非営利民間組   

織：aSSOCiation priv6e）からの助成措置は、制度的に「合理的配慮」と関連   

づけられている。  

我が国の納付金制度iこ基づく助成金は障害者雇用のための設備整備等に対  

と助成・支  して奨励的に行うものであり仮にフランスのように「過度の負担」  

現行の納付金制度のあり方について見直すことも必  援と関連／うけるとすると、  

要である。  

5 権利保護（紛争解決手続）のあり方  

（1）私法上の効果・救済  

（⊃ アメリカにおいては、障害を理由とした差別に対して、損ノ肯賠償、採用、複  

職、バックペイ等の請求が可能であるリ ブランスにおいては、直接的・間接的  
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な差別的取扱いはすべて無効となり、解雇無効の訴え（復職又は復職を望まな  

い場合における解約保証金や損害賠償の請求）や損害賠償請求を行うこともで  

きる。ドイツにおいても、損害賠償請求が可能となる。  

（2）公法上の効果・救済等   

○ アメリカにおいては、裁判所に提訴する前にEEOC（雇用機会均等委員会）へ  

の申立てをすることとされている。EEOCは、事業主に対し、調査を経て協議・   

調整・説得を行うほか、180日（＝EEOCが排他的管轄権）経過後も解決しない  

場合、EEOCが自ら原告となって提訴するか、被害者に訴権付与通知を送達する  

こととされている。  

○ フランスにおいては、独立行政機関である HALDE（高等差別禁止平等機関）   

が、提訴を受けて、調停や和解金支払いの提案・勧告を行う。刑法典に定めの   

ある差別違反（採用拒否、懲戒、解雇及び健康状態や障害に依拠する条件を募   

集や研修・職業訓練の申込みに付すること）は、刑罰（3年の拘禁刑及び45，000   

ユーロの罰金）の対象となる。  

○ ドイツでは、独立行政機関である雇用斡旋事務所による仲裁手続等のほか、   

企業内の重度障害者代表が、義務違反の有無を監視し、解決に向けた交渉を事   

業主と行う。  

○ 事業主が講ずべき「合理的配慮」については、ハローワーク等の行政機関が   

助言、指導等をするとともに、具体的な差別事案に対しては、個々の事業主や   

障害者の状況に応じて、事業主が講ずべき合理的配慮がどの程度かを慎重に検   

討しながら差別の有無を判断する必要があるとともに、何らかの差別があった   

場合にどのような措置を講ずべきか、双方の立場を踏まえて判断することが望   

ましいと考えられる。具体的にどのような機関がこのような調整的な紛争処理   

手続を担うべきかについては、さらに検討する必要がある。  

（3）ガイドラインの策定   

○ 実際に紛争が生じた場合に、最終的に民事裁判で確定するまで、相当長期間  

を要するおそれがあり、具体的紛争となる前に、事業主、障害者双方にとって、  

どのような配慮が必要が明らかにしておくことが望ましい。このため、合理的  

配慮が必要な状況や配慮の内容、過度の負担に該当するか否か等についてのガ  

イドラインを策定するとともに、それらを含め、差別が争われた事例について  

収集し、その概要をまとめることが望ましいと考えられる。  
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アメリカにおける「合理的配慮」について  

日本学術振興会 長谷川妹子  

1．「合理的配慮」の概要   

障害者に対する「合理的配慮」の提供義務は、障害を理由とする差別を禁止  

した連邦法である「障害をもつアメリカ人法」（AmericanswithDisabilitiesAct、  

以下ADA）のなかに規定されている1。以下では、（1）背景として、（i）ADA制定  

以前に存在していた宗教差別の場面での合理的な配慮の提供義務について解説  

し、次に（五）ADA制定に至る経緯を紹介する。  

（1）背景  

（i）宗教差別における合理的配慮   

アメリカにおいて、差別禁止の観点から「合理的配慮」概念が用いられたの  

は、宗教差別の場面が最初である。1964年に制定された公民権法第7編（Title  

Ⅶof the CivilRights Act of1964）は、人種、皮膚の色、宗教、性または  

出身国を理由とする雇用の全局面における差別を禁止していた。しかしながら、  

宗教差別について、労働者の宗教上の戒律（例えば安息日（Sabbath））が使用  

者の方針・基準と衝突する場合にどのように対処すべきかが問題となり、1972  

年改正の際に採用されたのが、「合理的配慮」概念であった。すなわち、使用者  

にとって、過度の負担（undue hardship）となることを証明することなく、被  

用者の宗教上の戒律・慣行に対し、「合理的な配慮」を提供（reasonable  

accommodate）しないことが、違法な宗教差別に当たると規定した（42U．S．C．A．  

2000e－（j））。この宗教差別における合理的な配慮の考え方が、ADAの合理的配慮  

規定にも重要な示唆を与えたことは確かであるといえる。ただし、宗教差別に  

おける使用者の合理的配慮義務は高度のものではないと解されており、ADAにお  

ける合理的配慮義務とは義務の範囲や継続性、配慮の内容、過度の負担の基準  

など、様々な面において異なる。  

（辻）ADA制定にいたる背景   

障害を理由とする雇用差別の禁止がはじめて定められたのは、リハビリテー  

ション法（RehabilitationAct）の1973年改正である。同改正法は、障害を理  

由とする雇用差別の禁止およびアファーマテイブ・アクションの提供の義務付  

1ADAの正式名称は、「障害を理由とする差別に対する明確かつ包括的な禁止を  
確立する法律」（AnAct to establish a clear and comprehensive prohibition  

of discrimination on the basis of disability）である。  
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けを定めるものであった。しかしながら、その規制対象が、連邦政府、および  

連邦政府と一定金額以上の契約を結ぶ民間企業等に限定されていたため、一般  

の民間企業にも及ぶ包括的な障害者差別禁止法の制定が望まれていた。   

ADA制定にいたる第一歩は、1988年4月に共和党と民主党の上院議員らによ  

って共同提案の形で提出された「1988年のADA」法案である。その後、法案の  

再提出や、委員会での議論、公聴会の開催を経て、1990年7月26日にADAの制  

定に至った。制定過程における議論では、障害者が置かれている状況（学歴、  

収入、生活水準）について調査を受け、学歴や収入の面で障害者が障害をもた  

ない人よりも不利な立場にあることが明らかにされている。 また、障害がある  

ことと能力がないこととが同視され、さらに善意という見せ掛けによってうわ  

べを繕うことにより、障害者を差別・排除するような政策・慣行の差別的性質  

が隠されてきたとの主張がなされた。結果として、障害者の社会への参加が妨  

げられ、障害者は社会福祉プログラムに依存するようになり、そのためのコス  

トが毎年数十億ドル以上に達していることが指摘されている。国際競争が激化  

するなかでアメリカが発展していくためには、障害者の活用が重要となるとし、  

仕事へのアクセスを阻んでいる差別を禁止するADAが制定された。合理的配慮  

の必要性については、上院および下院の委員会における障害者らの証言により、  

利用可能な合理的配慮を提供されないことが差別の一類型として挙げられてい  

た。  

（2）制度の概要   

以下では、ADAの基本的枠組みを概説し、「合理的配慮」の理解に必要な範囲  

でADAのなかの個々の規定について解説する。なおADAは、第1編において雇  

用差別を禁止するが、これだけでなく、公共サービス（公共交通など）（第2編）  

や、民間事業体によって運営される公共性のある施設およびサービス（商業施  

設や交通サービス等）（第3編）における差別を禁止し、また、聴覚障害者およ  

び言語障害者のためのテレコミュニケーション等に関する規定（第4編）も置  

いている。以下では特に断らない限り、雇用差別を禁止したADA第1編を単に  

ADAと表記する。  

（i）障害をもつアメリカ人法（ADA）の基本的枠組み   

ADAは、公民権法第7編とリハビリテーション法をモデルとして作られており、  

採用から解雇に至るまでの雇用の全局面における障害に基づく差別を禁止して  

いる。 また救済の手続き・内容も公民権法第7編とほぼ同様である。   

規制対象は、適用事業体（covered entity）と呼ばれ、使用者、雇用斡旋機  

関、労働団体、労使合同委員会（jointlaborrmanagement corrunittee）が含ま  
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れる（ADA§101（2））。このうちの使用者とは、州際通商に影響を与える産業に  

従事し、当年あるいは前年に週20時間以上働く15人以上2の従業員を雇用して  

いるものをさす（ADA§101（5）（A））3。   

適用（保護）対象は、「障害（disability）」をもち、かつ、当該職務に対し  

て「適格性＿lを有する人であり、そのような適格性を有する障害者に対し、障  

害を理由として「差別」することが禁止される。「障害」の定義および「適格性」  

の基準は、他の差別禁止法にはないADAに特徴的な規定である。また、「適格性」  

の判断に当たっては、「合理的配慮」の提供が検討されなければならない。   

ADAの差別禁止の構造は以下のようにまとめられる。  

①「障害」、すなわち  

一つあるいはそれ以上の主要な生活活動（one or more majorlife  

activities）を  

実質的に制限する（substantiallylimits）  

身体的あるいは精神的損傷（a physicalor mentalimpairment）  

をもつ人であって、かつ  

②「適格性」を有する人、すなわち  

職務の本質的機能（essentialfunctions of the job）の遂行を  

合理的配慮が提供されたならば、あるいはなくとも  

（ただし、配慮することが使用者にとって過度の負担（undue hardship）とな  

る場合を除く）  

できる人に対し、  

③障害を理由に「差別」してはならない。   

以下では、ADAの適用対象を理解するため、障害の定義と適格性の要件につい  

て検討する。  

（辻）「障害」の定義   

「障害」の定義について、ADAは、「一つあるいはそれ以上の主要な生活活動  

を実質的に制限する身体的あるいは精神的損傷」と定める（ADA§3（2）（A））。さ  

21992年7月の施行当初は25人以上の従業員を雇用する使用者が規制範囲とさ  

れていたが、1994年7月以降は15人以上の従業員を雇用する使用者に対して効  

力が及ぶようになり、公民権法第7編の規定と同一のものとなった。  

3なお、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国が完全に所有する法人、インディアン  

部族、あるいは真正な私的会員制クラブは使用者に含まれない（ADA§  

101（5）（B））。  
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らに、「過去にそのような損傷の経歴を有していること」（ADA§3（2）（B））およ  

び「そのような損傷があるとみなされていること」（ADA§3（2）（C））も障害に含  

まれる4。   

雇用機会均等委員会（EqualEmploymentOpportunityCommission、以下EEOC）  

の発行する「ADA第1編についての解釈ガイダンス」（InterpretiveGuidanceon  

TitleIof the Americans with Disabilities Act）によれば、「主要な生活  

活動」とは、「一般人における平均的個人がほとんどあるいはまったく困難を感  

じずに実行できる基本的活動」であり、具体的には「自分の身の回りの世話、  

手作業、歩くこと、見ること、聞くこと、話すこと、呼吸すること、学ぶこと、  

および働くことという活動が含まれ、それに限定されない」（§1630．2（i））。実  

質的な制限かどうかは、①損傷の性質および重度、②損傷の存続期間または予  

測存続期間、③損傷の永続的・長期的影響、損傷から生じる予想される永続的・  

長期的影響によって判断される（§1630．2（j））。   

このようにADAでは、これが「障害」に当たるという詳細な損傷のリストを  

置くのではなく、その人の損傷がその人の主要な生活活動を実質的に制限する  

のかどうかという点から、障害の有無を判断するというアプローチを採用して  

いる5。  

（出）「適格性」の判断   

ADAの定義による障害を抱えていれば、誰でもADAの保護対象となるわけでは  

ない。このような障害をもち、かつ当該職務に対する「適格性」を有すること  

が要求される。この「適格性を有する人（qualifiedindividualwith a  

disability）」とは、職務の本質的機能（essentialfunctionsofthe job）6の  

遂行を「合理的配慮」があれば、あるいはなくとも、できる人をいう（ADA§  

101（8））。したがって、合理的配慮をしてもなお、当該職務の本質的機能を遂行  

できない人は、障害者であってもADAの保護対象とはならない。   

適格性の有無は、第一に、当該職務が要求する、障害によっては影響を受け  

ない選定基準をその人が満たしているかによって判断される。第二に、「合理的  

配慮」についても考慮したうえで、職務の本質的機能の遂行が可能かどうかに  

ついて、判断される。なお、職務にとって周辺的な（marginal）業務を遂行でき  

ないことは、適格性の判断に影響しない。  

4この障害の定義は、第1編の雇用の分野だけでなくADA全体に通用する定義で  

ある。  
5 しかしながら、最近の裁判例は障害の範囲を狭く解釈する傾向にある。  
6職務にとって本質的な機能が遂行できればよいのであって、周辺的な  

（marginal）業務を遂行できないことは適格性の判断に影響しない。  
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職務のどの部分が本質的機能に当たるかは、使用者の判断が尊重され、求人  

広告や採用面按の前に書面での職務説明がある場合、これらの書面が職務の本  

質的機能を示す証拠とみなされる（皿A§101（8））。  

（3）障害者雇用対策における位置付け   

アメリカは、障害を理由とする雇用差別を禁止することにより、障害者の雇  

用の促進を図っている。ADAは差別禁止の枠組みのなかに、「合理的配慮」概念  

をもちこみ、障害者が職務遂行上必要とする場合に、合理的配慮をしないこと  

がADAの禁止する差別に当たるというアプローチを採用した。以下、ADAの禁止  

する差別について、「合理的配慮」との関連に着目して解説する。   

ADAの差別禁止は、「応募手続、採用、昇進、解雇、報酬、職業訓練およびそ  

の他の雇用上の規定、条件および特権」に及ぶ（ADA§102（a））。使用者は、雇  

用の全局面において、適格性を有する障害者に対し、障害を理由として7差別し  

てはならない。ADAは、意図的な差別（直接差別）だけでなく、障害に対し差別  

的な効果を1bつ基準や管理方法を用いること（間接差別）についても禁止して  

いる（ADA§102（b）（3）（A）等）8。障害者を実際に排除したり排除する傾向のある  

職務基準を用いることは、それが職務に関連しかつ業務上の必要性に合致して  

いない限り許されない（ADA§102（b）（6））。職務基準や試験方法が障害者にとっ  

て不利な効果をもつ場合には、合理的配慮を提供することにより、その不利な  

効果を取り除くことが求められる。   

「合理的配慮」との関係では、以下の規定が置かれている。合理的配慮の提  

供が当該使用者にとって過度の負担となることを証明することなく、応募者ま  

たは従業員である、適格性を有する障害者の既知の身体的または精神的制限に  

対して合理的配慮を行わないこと、あるいは、合理的配慮をしなければならな  

いという理由で、そのような応募者又は従業員に雇用機会を与えないことも差  

別となる（ADA§102（b）（5）（A），（B））。合理的配慮義務は、雇用されている従業  

員のみならず、応募過程においても適用される。使用者の配慮義務は、既知の  

障害に対してのみ生じるため、配慮が必要であることは障害者自身が知らせる  

責任を負う。  

7当該従業員の身体的・精神的損傷が、生活活動を実質的に制限するものである  

限り、その損傷の種類や程度を理由として差別することも許されない。  

8当該適格性を有する従業員あるいは応募者の関係者が障害者であるというこ  

とを理由として、平等な雇用機会を与えないことも差別となる（ADA§  

102（b）（4））。例えば当該従業員の子供が障害者であり、その世話のために時間  

がかかるかもしれないというような使用者側の考慮から、当該従業員の雇用機  

会が排除されることを防ぐことが意図されている。  
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職業能力、職務経験、資格の有無等により昇進等に差異が生じることは、差  

別に当たらないが、合理的配慮の提供により職務能力が向上するような場合に  

は合理的配慮の提供が義務付けられ、配慮をせずに差別することは許されない。  

2．「合理的配慮」の具体的内容  

（1）合理的配慮  

（i）連邦法（ADA）レベル   

ADA§101（9）は、「『合理的配慮』という用語は以下のものを含む」とし、「（A）  
従業員が使用する既存の施設を障害者が容易に利用でき、かつ使用できるよう  

にすること。（B）職務の再編成、パートタイム化または勤務スケジュールの変  

更、空席の職位への配置転換、機器や装置の入手・変更、試験・訓練教材・方  

針の適切な調整・変更、資格をもつ朗読者または通訳の提供、および障害者へ  

の他の類似の配慮。」と定めている。このように、ADAの条文上は「合理的配慮」  

についての定義は置かれていない。配慮の例が列挙されているだけである。  

（立）EEOCによる施行規則および解釈ガイダンス   

ー連の雇用差別禁止法について各種のガイドラインを作成するEEOCが、ADA  

の内容についても様々なガイドラインを作成している。裁判所は、EEOCの作成  

するガイドラインに原則として拘束されないが9、使用者や障害者に対する実務  

上の影響は大きい。   

以下では、「ADAの平等雇用規定を実施するための施行規則（以下、EEOC施行  

規則）」（Part1630RegulationstoImplementtheEqualEmploymentProvisions  

the Americans with Disabilities Act）、「ADA第1編についての解釈ガイダン  

ス（以下、解釈ガイダンス）」（InterpretiveGuidanceonTitleIoftheAmericans  

withDisabilitiesAct）、および「ADAにおける合理的配慮および過度の負担に  

っいての実施ガイダンス（以下、実施ガイダンス）」（Enforcement Guidance：  

Reas。nable Accommodation and Undue Hardship）を参考に、ADAが要求する合  

理的配慮について検討する10。   

EEOC施行規則によれば、合理的配慮という用語は以下の意味をもつとして、  

9実際に、連邦最高裁もEEOCの作成するガイドラインとは異なる判決を下し、  
これを受けてEEOCがガイドラインを修正するという動きもみられている。  
10このほか、「中小企業と合理的配慮」（SmallEmployment and Reasonable  

Acc。rnmOdation）、「合理的配慮としての在宅勤務・テレワーク」（Work ad  
H。me／Teleworkas aReasonable Accommodation）など、合理的配慮に閲し様々  
なガイドラインが作成されている。  
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3類型が示されている。第1が応募プロセスにおける調整・変更である。これ  

は募集・採用段階において、障害者が適格性を有するポジションへのアクセス  

を可能とする措置を意味する。第2が、労働環境や仕事のやり方・状況につい  

ての調整・変更である。これは、適格性を有する障害者がその職務の本質的機  

能を遂行できるようにする措置を意味する。第3が障害をもつ従業員が障害を  

持たない従業員と同等の利益および得点を享受することを可能にする変更・調  

整である11。このように、合理的配慮は、①募集・採用烏那皆に関するもの、②従  

業員の労働環境・仕事の方法に関するもの、③障害をもたない人との同等の立  

場を確保するもの、というように三段階に分けて検討することができる。   

個々の具体的な合理的配慮については、以下の説明がなされている。  

【施設・情報へのアクセシビリテイ】   

従業員が利用する施設を障害者のアクセスが容易になるようにし、また、利  

用できるようにしなければならない。これには、従業員が職務遂行をする区域  

だけでなく、従業員が他の目的のために利用する非就業区域（休憩室、食堂、  

トレーニング室、洗面所など）にも及ぶ。   

従業員が利用する情報へのアクセスについても、障害者と障害をもたない人  

が同等の状況に置かれなければならない。たとえば、視覚障害者に対しては、  

パソコン装置の整備や拡大印刷等の設備、点字または音声によるメッセージの  

送付等が合理的配慮として要求される。また、通常放送による情報提供が行わ  

れている場合には、聴覚障害者に対しては電子メール等による情報提供が行わ  

れなければならない12。  

【職務の再編成】   

職務の再編成とは、障害者が本質的職務を遂行できるように職務の内容を変  

更すること、および障害者が遂行できない周辺的職務を取り除くことをさす。  

周辺的な職務を他の従業員に分配することは合理的配慮といえるが、本質的な  

職務を免除することや新たな職位を設けることは合理的配慮とはいえない。  

【勤務地の変更】   

勤務地の変更もそれが職務に関するものである限り、合理的配慮として要求  

され、たとえ会社の既存のルールに反するものであっても合理的配慮として求  

められることがある13。テレワークに関しても、基本的に合理的配慮に含まれ、  

個々の事例ごとに合理例が判断される。  

【労働時間の変更・休暇の付与】  

11EEOC施行規則1630．2（0）（1）。  

12実施ガイダンス、Question14。  

13実施ガイダンス、Question33。  
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勤務割（work schedule）の変更は、定期的に治療を受ける必要のある人など  

に対して必要となる。本質的職務を遂行する時間が固定されているような職位  

において、勤務割の変更が要求された場合には、業務上その変更が大きな混乱  

をもたらすか、それゆえ過度の負担となるかどうかが検討されなければならな  

い。   

休暇の付与も合理的配慮となるが、休暇の期間については特に規定がない。  

【空席の職位への配置転換】   

現在の職位において障害をもつ従業員に合理的配慮をできない場合、または  

合理的配慮をしてもなお職務の本質的機能を遂行することができない場合、当  

該従業員が適格性を有する他の職位への配置転換を検討することが求められる。  

配置転換先は、賃金・身分等に関して同等な職位であることが望ましいが、同  

等な職位に空席がない場合、低い等級の職位への配置転換をすることができる。  

この場合、従前の高い賃金を維持する必要はない。   

配置転換はあくまで空席の職位がある場合に検討される必要があるため、新  

たに職位を設けたり、既に働いている従業員を他に追いやって空席を設ける必  

要はない。また、応募者は、希望する職位について職務の本質的機能を遂行で  

きることが求められるのであって、配置転換を検討する必要はない。  

【試験・訓練教材の調整・変更】   

試験や訓練教材を調整したり変更することも合理的配慮となる。試験・教材  

についても、手話、通訳者、点字、拡大文字、音声案内等の方法を障害者に提  

供しなければならない14。この義務は企業内外の教育訓練に及ぶ。したがって、  

社外で訓練を行う場合にも、訓練方法の調整する義務を負うし、さらに訓練場  

所へのアクセスを確保する義務も負う。  

【援助者・介助者の配置】   

資格をもつ朗読者や通訳を提供することも合理的配慮として求められるが、  

義務の範囲については、過度の負担との関係で定まる。  

【合理的配慮には含まれないもの】   

使用者は、職場で必要となる範囲を超えて、「個人的な」ベネフィットを提供  

する必要はない（車椅子、メガネ、義足など）。  

（2）過度の負担  

（i）連邦法（ADA）レベル  

14実施ガイダンス、Question15。  
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過度の負担（Undue Hardship）については、ADA§101（10）に定めがある。そ  

れによると、「（A）一般に：「過度の負担」とは、（B）に示された要素に照らし、  

著しい困難または支出（significant difficulty or expense）を必要とする行  

為をいう。」とされ、「（B）考慮すべき要素：配慮が事業体に過度の負担を課す  

かどうかを決定する際に考慮される要素。」として以下の4点が挙げられている。  

すなわち、r‘（i）この法律の下で要求される配慮の性質およびコスト。（止）合理  

的配慮の規定が適用される施設の総財源、その施設で雇用されている被用者の  

数、経費（expenses）および財源への影響または、配慮がなされたならば、当  

該施設の運営に与える影響。（揖）適用事業体の総財源、被用者の数という点か  

らいた適用事業体の事業規模、施設の数・種類・立地。（如）事業体の労働力の  

構成、構造、．機能を含む適用事業体の事業の性質または事業、適用事業体にお  
ける当該施設の地理的孤立性、管理、財政上の関係。」である。  

（3）合理的配慮に関する裁判例   

ADAが、どのような措置・対応を合理的配慮として求めているのか、またどの  

程度の要求が過度の負担となるのかを理解するために、合理的配慮について争  

われた裁判例を示す。  

【アクセシビリティへの配慮】  

・Marcano－Rivera v．PuebloInt’1，Inc．，232F．3d245（1st Cir．2000）   

使用者は、．車椅子用のスロープをつけたり点字標識をつけるなどして職場へ  

のアクセスを可能としなければならないし、トイレや給水機へのアクセスも確  

保しなければならない。  

・Vande Zande v．Wisconsin Dep’t of Admin．，44F．3d538（7th Cir．1995）   

車椅子の従業員のためにランチルームのシンクを低くすることは、そのため  

にかかる高いコストやトイレにある低いシンクがあることを考慮すると、使用  

者に対して過度の負担を課すことになる（使用者勝訴）。  

【職務の再編成】  

・Alexander v．The NorthlandInn，321F．3d723（8th Cir．2003）15   

職務の再編成が、職務内容の核となる部分を変更したり、他の従業員に大き  

な負担を負わせることにならないならば、使用者は障害者ができない職務を他  

の従業員に割り当てなければならない。本件では、職務の本質的機能について  

15原告は、ホテルの清掃業務をするスタッフの監督的役割を果していたが、原  

告の職務はそれらのスタッフの監督と同時に清掃の手伝いをすることも含まれ  

る。したがって、腰および首の損傷により床の清掃ができないことは、職務の  

本質的機能を遂行できないことになり、そのような本質的機能を他のスタッフ  

に割り当てることはADAの要求するところではない。  
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まで、他の従業員に割り当てる義務は使用者にないとして、使用者勝訴の原審  
を認容。  

【労働スケジュールの変更16】  

・Ward v．Massachusetts Health ResearchInstitute，209F．3d29（1st Cir．  

2000）   

障害者の治療や休息の必要に応じて労働スケジュールを柔軟化すること、ま  

たは、合理的な期間の無給休暇を認めることは、ほとんどの場合過度の負担と  

はならない。（使用者勝訴の原審を差戻し）  

・Walsh v．United ParcelService，201F．3d718（6th Cir．2000）   

極めて長期（18ケ月）の休暇を超えてなお休暇を認めることは過度の負担と  

なる（使用者勝訴）。  

・Terrellv．USAir，132F．3d621（11th Cir．1998）   

通常パートタイム労働を認めていない場合は、無期限的にパートタイム労働  

を障害をもつ従業員に認めることは過度の負担となりうる。（使用者勝訴）  

・Vande Zande v．Wisconsin，（7th Cir．1995）   

ほとんどの職務は監督下においてチームで行われるため、生産性を下げずに  

自宅で勤務する事は一般的に困難である。指揮命令を受けない在宅勤務を認め  

ることは一般に合理的配慮としては要求されない（否定）。  

・Humphreyv．MemorialHospitalsAssociation，239F．3dl128（9thCir．2001）   

テレワークを障害をもつ従業員に認めることが過度の負担となるかどうかは、  

従業員の仕事の性質によって決まる（使用者勝訴の原審を破棄・差戻し）。  

【配転・再配置】  

・Smith v．Midland Brake，Inc．，180F．3dl154（10th Cir．1999）   

同等の職位に空席があり、かつ他の配慮が不適切な場合、その空席を障害を  

もつ従業員に競わせるだけでは足りない。先任権が関与しない限り、障害をも  

つ従業員が空席に再配置されるべきである。  

・Burchett v．Target Corp．，340F．3d510（8th Cir．2003）  

16無給の休暇を合理的な範囲で認めることも、合理的配慮であると考えられて  
いるが、これに関連する連邦法として、1993年に制定された家族および医療休  
暇法（Family and MedicalLeave Act、以下FMLA）がある。FMLAは、従業員本  
人の傷病の治療、従業員の近親者の傷病等に対する看護、または従業員の出産・  
育児等に対し、無給休暇を付与することを使用者に義務付けるものである。FMLA  
に基づく無給休暇が認められるためには、勤続期間や労働時間などの要件を満  
たす必要があり、またその期間も1年間に12週間までと定められている。他方、  
ADAの合理的配慮としての休暇が認められる場合には、それらの要件を満たす必  
要はなく、休暇の期間の定めもない。  
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再配置は「最終手段」であって、従業員が働き続けられる場合にのみ講じる  

必要がある。  

・Jay v．Intermet Wagner，Inc．，233F．3dlO14（7th Cir．2000）  

合理的配慮として「新しい」職位を設ける必要はない。（使用者勝訴の原審を維  

持）  

・Hansen v．Hendetson，233F．3d521（7th Cir．2000）．  

現職者を他に追いやって職位を空けることまでは合理的配慮義務として要求さ  

れない。（使用者勝訴の原審を維持）。  

・Lucas v．W．W．Grainger，Inc．，257F．3d1249（7th Cir．2001）   

空席の職位は、障害者が以前就いていた職務と同様・同等のものでなければ  

ならない。高い賃金が支払われる職位に就かせる必要や、以前とはまったく異  

なる内容の職務に就かせる義務はない。（使用者勝訴の原審を維持）  

・Williams v．UnitedIns．Co．of America，253F．3d280（7th Cir．2001）   

従前の職務が障害ゆえに遂行できなくなり、他の職位への配置転換を検討す  

るに当たり、．より適格性を有する他の従業員を差し置いてまで、障害をもつ従  

業員をその職位に配置する必要はない。（使用者勝訴の原審を維持）  

・EEOC v，Humiston－Keeling，Inc．，227F．3dlO24（7th Cir，2000）   

他の候補者が極めて高度の適格性をもつ場合には、最低限の適格性を有する  

障害者を再配置することは過度の負担になりうる。  

・U．S．Airways，Inc．Ⅴ．Barnett，122S．Ct．1516（2002）   

先任権に反する場合は、たいていの場合過度の負担となりうる。  

3．御室・手続   

アメリカにおいて雇用差別禁止法に基づいて救済を求める場合、まず行政  

（EEOC）上の手続きを経なければならない。したがって、 膿Aに基づく救済の請  

求も、行政上の救済を尽くしたうえで、裁判所での救済を求めることになる。   

（i）司法上の救済枠組み   

司法上の救済については、公民権法第7編の手続きと同じ枠組みが用いられ  

ている。 （3）で示したように、EEOCから訴権付与通知を得た差別の被害者は、  

裁判所に訴えを提起することができる。提訴は、訴権付与通知が送達されてか  

ら原則として90日以内になされなければならない。裁判所での主張は、EEOC等  

での行政上の審査には拘束されず、新たに開始される。差別の「合理的根拠」  

としてEEOC等で認定された事項が、証拠として認められるかどうかは、認定の  

性質および当事者の参加の程度によって決まる。  
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陪審による審理を受ける権利は、金銭的な損害賠償を認めている場合に限ら  

れ、その場合、どちらの当事者からも陪審審理を求めることができる。   

司法上の救済は、被害者の被った身体、財産その他の損失（精神的損害）を  

填補するために支払われる補償的損害賠償（compensatory damages）と、懲罰  

的損害賠償（punitive damages）、採用、復職、バックペイ等がある。補償的損  

害賠償は、被害者の被った身体、財産その他の損失（精神的損害）を填補する  

ために支払われるもので、懲罰的損害賠償は、違反者に積極的な悪意または従  

業員の権利の甚だしい軽視があったことを原告が証明した場合にのみ与えられ  

る17。なお、損害賠償が認められるのは意図的な差別（直接差別）のみであり、  

差別的インパクト（間接差別）ゆえの違反に対しては損害賠償は否定されてい  

る。  

（ii）差別事件の立証ルール   

アメリカでは、公民権法第7編に関する裁判例のなかで、差別の立証方法と  

して、以下のルールが形成されている。   

差別意思を示す直接証拠が存在しない場合、様々な間接証拠から差別意思を  

推認することが必要となるが、この立証方法について、連邦最高裁は二つの最  

高裁判例18を通し、原告と被告に証明の機会と責任を分配する3段階のルールを  

確立した。   

第1段階として原告（労働者）が、法が差別を禁止する事由（人種、性など）  

に基づいて、 異なる不利な扱いをされたことを証明しなければならない（これ  

を「一応の証明」（prema facie case）という）。第2段階として被告（使用者）  

が、その反証として、適法で非差別的な理由があることを提示する責任を負う。  

第3段階として再び原告が、被告の述べた理由は差別的な動機を隠すための口  

実であることを証明する機会を与えられる。このような原告と被告に証明責任  

を分配するルールは、差別意思の推定以外の場面でも利用されるようになり、  

ADA事件のなかでも類似の3段階ルールが利用されている。  

（iii）合理的配慮が争われた事件での立証ルール   

合理的配慮について争われた連邦最高裁判所（U．S．Airways，Inc．Ⅴ．  

Barnett）が、両当事者の立証責任について、以下の判断をおこなっている。   

原告（労働者）が、合理的配慮を提供されたならば職務の本質的機能を遂行  

でき、かつ、そのために必要な配慮が合理的であるならば、原告は「適格性」  

17ただし、違反者が政府機関である場合には懲罰的損害賠償は認められない。  

18McDonnellDouglas Corp．Ⅴ．Green，411U．S．792（1973），Texas Dept．of  

Corrununity Affairs v．Burdine，450U．S．248（1981）．  
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を有するということになる。したがって、原告は、その配慮がなされたならば  

職務遂行ができることを示し、その配慮は、一見したところでは合理的である  

ということを証明しなければならない。原告がこの証明に成功した場合、責任  

は被告（使用者）に移り、提案されている配慮は過度の負担になることを被告  

が証明しなければならない。   

このほか、連邦最高裁は、「合理的配慮が職場の中立ルールに反していたり、  

障害をもたない人よりも障害者を優遇するようなものであっても、単にその事  

だけをもって当該配慮が合理的ではないということになるわけではない」こと、  

とはいえ「『l合理的』という言葉は、『効果的』という言葉と同義ではないし、  

同僚従業員への影響のゆえに当該配慮が合理的ではないと判断される場合もあ  

る。確かにADAは職場に障害者が参画することを促進する積極的な行為を要求  

するものであるが、それらは多大な合理性を超えた行為までをも要求するわけ  

ではない」ことを述べている。  

（2）公法上の効果の有無・内容（罰則／助言・指導・勧告／公表／命令 等）  

特になし。  

（3）行政機関等による救済手続（相談／助言・指導／斡旋・調停・仲裁／調  

査 等）   

雇用差別の救済を求める場合、差別の被害者は裁判所に提訴する前にEEOCへ  

の申立（charge）をしなければならない。申立期限は差別行為のあった目から  

原則として180 日以内と定められている。申立の際には、①差別の申立人と差  

別をした人・企業の名前、②差別行為の性質についての概要（採用、解雇、ハ  

ラスメントなど）、③差別の種類（人種m性、出身国、宗教、年齢、障害）19、  

④当該差別がなされた時間と場所を記載しなければならない。   

申立を受けたEEOCは、申立人が訴えている相手方（使用者など）に通知を行  

い、申立について調査（investigation）し、ADA違反であるということを信じ  

るに足る合理的根拠（reasonable cause）があるかどうかを判断する。差別に  

ついてのそのような根拠がある場合、EEOC は、協議（conference）、調整  

（conciliation）および説得（persuasion）を通して差別的実務を排除するよ  

う努めなければならない。   

調査や調整を行っている間の180日間はEEOCが排他的管轄権を有し、その手  

続きによっては差別が解決されない場合、EEOC自らが原告となって訴訟を提起  

19EEOCへの差別の申立は、ADAに基づくものだけでなく、公民権法第7編に基  

づく申立や年齢差別禁止法（Age Discriminationin Employment Act）に基づ  

く申立等がある。  
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することができる。180日を経過してもEEOCが提訴しない場合、EEOCは被害者  

に訴権付与通知（Notice of Right to Sue）を送達する。被害者はこの訴権付  

与通知を得ることによってはじめて司法上の救済手続きを開始することができ  

る。  

（4）その他（企業内での苦情処理義務 等）   

使用者の義務として定められている訳ではないが、合理的配慮を提供する際  

の使用者と障害者との協議がEEOCによって重視されている。   

障害の程度や状態、職務内容は多種・多様であるため、具体的な場面におい  

て、どのような配慮をすることが適切であるかが、単純に決まるわけではない。  

そのため、配慮の内容を決定し実施するプロセスにおいては、使用者と障害者  

が話し合ってお互いの情報を共有することが重要になる。EEOCは、この過程を  

「インフォーマルな相互関与プロセス」と呼び、適切な合理的配慮を提供する  

ための重要なツールと位置づけている。このプロセスにおいては、まず職務の  

本質的機能が何であるかが決定され、その機能を遂行する上で妨げとなる障壁  

（特定の任務や労働環境等）が検討される。次に、その障壁を取り除くことの  

できる配慮の候補がいくつか 確認され、それらを有効性および平等機会の観点  

から評価し実際に供与する配慮が決定される。   

解決に至らず裁判になった場合に、このようなプロセスを経て誠実に対応し  

たかどうかは、裁判で重視されるわけでは必ずしもない。しかし、実際の問題  

として使用者は裁判で不利になることのないよう、誠実に対応することが多い  

といわれている。  

4．その他   

ADA制定以降の障害者雇用の促進効果については、様々なところで研究されて  

いるが、積極的な効果はみられていないというのがだいたいの統一的な見解で  

ある。すなわち、ADAの制定前後の雇用率および賃金について調査した結果、賃  

金については大きな変化はみられていないものの、障害をもつ労働者の雇用率  

が障害をもたない労働者の雇用率に比べて低下したことが報告されている  

（Acemoglu＆Angrist2000：921－924）。   

しかし、障害者の雇用率の低下が、ADAの制定によるものなのか、あるいは、  

障害者給付等の他の要因によるものなのかは、必ずしも明らかとなっていない。  

また、雇用水準の低下はADAの影響によるものだとの主張のなかでも、合理的  

便宜にかかるコストが原因であるとする論者（DeLeire2000）や、採用時の差別  

の立証が困難であることが原因であるとする論者（Jolls2000）など、共通の理  

解があるわけではない。  

－14 －   



資料4－3  

フランスにおける「合理的配慮」について  

東京大学大学院  永野仁美  

1．「合理的配慮」の概要  

（1）背景   

フランスでは、1990年7月12日の法律により障害および健康状態を理由と  

する差別禁止原則が制定された。しかし、同法の定める差別禁止原則は、雇用  

および労働における平等取扱の一般的枠組みを設定する 2000／78／EC指令の要  

請を完全には満たしていなかった。そのため、障害者施策全般を大改正した2005  

年法の中で、新たに「合理的配慮（am6nagementraisonnable）」という概念が  

導入されることとなった（2000／78／EC指令の国内法化）1。EC指令の仏語版で  

は、am6nagementraisonnableという用語が使用されたが、国内法化にあたり、  

コンセイエ・デタの決定によって「適切な措置（m6sures appropri6es）」とい  

う言葉が使用されることとなった。  

（2）制度の概要  

A 差別禁止原則   

障害に関する差別禁止原則は、雇用における差別禁止原則を定める一般規定  

（労働法典I」、122－45条）で定められている（）   

同条が禁止するのは、健康状態や障害を理由2とする、募集手続あるいは企業  

での研修・職業訓練からの排除  （6tre6cart6ed’uneproc6durederecrutement  

ou del’acc．きs a un stage ou a une p6riode de formation en entreprise）、  

懲戒、解雇、そして、報酬・職業訓練・再就職・配属・職業資格・職階・昇進・  

異動・契約更新における直接的あるいは間接的な差別的取扱いである。   

なお、健康状態や障害を理由とする採用の拒否（refuser d’embaucher）、懲  

戒、解雇、および、健康状態や障害に依拠する条件を募集や研修・職業訓練の  

申込みに付することは、刑罰の対象となる（刑法典225－1条・225－2条）。「採用  

拒否」は、労働法典では救済されない（労働法典が禁止するのは「募集手続き  

からの排除」：）が、刑法典により罰則が加えられる。   

差別禁止原則の適月引こ関して企業規模を限にする規定はなく、すべてけ）使用  

凱こ適用される。  

1ProJet（1（－lolpOurl■6gEIlit6des（1roils亡さt（lesch；lnCeS、1af）artlClr）ationptl；1CltOyPnnPt6（lespersollneS  

hEln（1icap6es，N（）］し83S6nat．ArtlCle9．  
＝昔※両種類や程度にノ〕いての限定㍑ない   



B 差別概念の修正   

上記の一般規定に対し、障害を理由とする差別には、特別規定が置かれてい  

る（労働法典L．122－45－4条）。   

まず、労働医によって確認された労働不適性（inaDtitude）に基づく取扱いの  

差異は、客観的かつ適切で必要なものである限り、差別にはあたらないとされ  

る（労働法典L．122－45・4条1項）3。この医学的不適性に基づく採用の拒否や解  

雇の場合は、刑法典225－2条の適用もない（刑法典225－3条）。   

次に、平等取扱いを促進するために障害者に対してなされる「適切な措置」  

も、差別には該当しないとされる（労働法典L．122－45－4条2項）。逆に、「適切  

な措置」の拒否は、差別に該当し、過度の負担が生じる場合を除き、具体的な  

状況に応じて障害者に資格に応じた雇用あるいは職業訓練が提供されるよう  

「適切な措置」を講ずることは、使用者の義務とされている（同L．323－9－1条1  

項）。  

C．「適切な措置」の対象者   

「適切な措置」の対象となる者は、雇用義務制度の対象となる労働者の一部  

で、具体的には以下の者である（労働法典L．323－9－1条1工頁）：  

一障害者権利自立委員会により障害認定を受けた労働者4；  

－10％以上の恒久的労働不能（incapacit6）を引き起こした労災あるいは職業病  

の被害者で、→般制度あるいはその他の義務的制度から年金を受給している者；  

一障害により労働・稼得能力が3分の2以上減少していることを条件として障  

害年金（pensiond’invalidit6）を受給している者；  

一障害軍人年金の受給者である旧軍人あるいはそれに類する者；  

－ボランティア消防士の社会的保護に関する1991年12月 31日の法律  

（no91－1389）で定められた条件により支給される障害年金あるいは障害手当の  

受給者；  

一障害者手帳の保有者；  

一成人障害者手当（AAH）の受給者。  

2．「合理的配慮」の具体的内容  

3例えば、障害のみを理由とする解雇は無効であるが、他の適法な理由に上る解雇は可能である。労働法  

典の定める「解決策の探求」（同じポストでの雇用維持、他のポストでの雇用維持、企業内の他の事業所や  
他のグループ企業への酉己置）を行い、手続きが十分に果たされていれば、企業内のすべてのポストに対す  

る不適性を理由とする解雇は可能である。  

l申巨・、＼■、＼＼、1ご・・l小一イヒ・＝＝ll・＼111〕1・■一帖トトIl・川I汁－－1人7l．－、二二lて～小石・1日吊  

4労働法典L＿323・10条は、身体的、知的あるいは精神的機能、感覚器官〝）機能の悪化により雇用を猫得し  
維持する可能性が現実に減退しているすべての者は、本節の意味での障害制動者に当たる、と定義してい  

る。   



（1）「適切な措置」の具休的内容   

「適切な措置」として、労働法典は、以下のものを挙げる。  

1つめは、労働環境を適応（adaptatjon）させることである。これには、機械  

や設備を障害者が使用可能なものにすること、作業場所や就労場所の整備（障  

害労働者に必要な個別の介助や設備を含む）、作業場所へのアクセスの保障が含  

まれる（労働法典L．323¶9－1条2項）。これらにかかる費用は、助成（aide）（後  

述）の対象となる。   

次に、労働条件への配慮として、労働時間の調整がある。障害労働者は、そ  

の要求に応じて、個別に労働時間を調整してもらうことができる。この調整は、  

障害者を介護する家族や近親者にも同様に認められる（労働法典L．212寸1－1  

条）。   

なお、フランスには、「適切な措置」の具体的内容を定めるデクレ等は存在し  

ない。「適切な措置」の内容は、何か規格があるものではなく、障害者ごとに個  

別に検討されるべきという考え方が背後にあるためである5。しかしながら、事  

例の蓄積は、なされつつある（例えば、フランス障害者評議会（CFHE）が2006  

年11月にまとめたDynamiserl’emploidespersonneshandicap6es《Mesures  

appropri6es：ウdesouvertureseurop6ennes。資料参照）。  

参考：この他、雇用義務の対象者については、解雇予告期間を2倍にする配慮  

が法によりなされている。同規定の適用により、解雇予告期間が3ケ月以上と  

なることはないとされているが、労働法規、労使協約・協定、あるいは、慣行  

により、3ケ月以上の解雇予告期間が定められている場合には、3ケ月を超える  

ことも可能（労働法典L．323－7条）。  

（2）過度の負担か否かの判断   

使用者は、「過度の負担」が生じる場合に限り、「適切な措置」を講じること  

を拒否することができる。フランスでは、「過度の負担」が生じるか否かの判断  

においては、使用者が負担する費用の全部または一部を補填する様々の助成  

（aide）Gが考慮される（労働法典L．323サ1条）。したがって、こうした助成を  

考慮してもなお、適切な措置の費用が、企業の負担能力を超えている場合にの  

み、r‾過度の負担」が生じているとされる。財政的支援には、例えば、適切な措  

置として法が挙げる機械や設備の適応、労働ポストの調整、障害労働者が必要  

とする個別の設備や支援、労働の場へのアクセス等に関連するものがある。   

なお、助成の原資は、雇用義務制度における納付金であるが、助成は、雇用  

義務を負わない企業（従業員数20幸一未満）に対しても提供される。1助成は、企  

5Dvnamiserl、emploldespel・sOnneSha11（llC；lr）eeS（仙l（、Sul・eSapPl・Ol）ri6（1S）〉desouvel、t11reS  

europeeIlneS．CFHE，Novembre2006．p．18．  

（iニ〃助成H、i二として′Åge句）hトニ↓・一〕て／亡さ一手しろ   



業の法的形態や企業規模等に関わらず提供される7。  

（＊）「過度の負担」か否かの判定において考慮すべき要素を具体的に挙げたものは、Age丘phホームペー  

ジ上でも労働省のホームページ上でも見つけることができず。フランスの場合、企業の負担が「過度」か  

否かよりも、企業の負担に対し如何に「助成」するかに主眼が置かれている。  

参考：Age丘phによる助成  

一移動に対する助成；移動に際する障害を補うことで障害者の職業的参入を容易にする。  

一職業訓練に対する助成；障害者が、仕事を行うために必要な知識や能力を獲得できるようにする。  

－雇用維持に対する助成；障害が生じたあるいは悪化した被用者および障害自営業者の雇用を維持する。  

一雇用に対する助成；重度障害被用者の雇用により生じる費用について企業を助成する。2006年1月1日  

以降、従来の障害労働者所得保障制度に代替。→障害労働者に対する最低賃金保障  

一技術的・人的援助；個別の技術的・人的援助によって、障害者が職業を行う上での障害を補うことがで  

きるようにする。  

－雇用政策実施に対する助成；企業が、障害労働者の雇用を人的資源の管理の中に組み込み、活動計画を  

遂行するのを助成する。  

【参入手当；永続性のある雇用で障害者を採用するよう企業に奨励する。  

一職業能力取得契約に対する助成；障害者が、職業能力取得契約で企業にアクセスすることを容易にする。  

一見習いに対する助成；若年障害者（30歳未満）の見習いの企業へのアクセスを容易にする。  

一職業能力評価に対する助成；障害者の能力を判定し、職業計画の検討を可能にする。  

一チューターに対する助成；障害被用者のポストへの溶け込み、あるいは、職業訓練中の研修への従事を  

準備、保障するために、企業内外のチューターの力を借りる。  

－労働の場のアクセシビリティ確保のための助成；ポストや労働に際し使用する諸手段を改善、あるいは、  

被用者またはチームの労働編成を調整することで、障害者の状況を補う。  

3，実効性確保（権利救済）措置・手続   

「適切な措置」の拒否は、障害を理由とする差別にあたり、訴えの対象とな  

る8。  

（1）私法上の効果   

労働法典L．122－45条に違反する措置または行為、すなわち、健康状態や障害  

を理由とする、募集手続あるいは企業での研修・職業訓練からの排除、不利益  

取扱い、解雇、そして、報酬・職業訓練・再就職・配属・職業資格・職階・昇  

進・異動・契約更新における直接的あるいは間接的な差別的取扱いは、すべて  

l・・－■：、・・・・㌧＝・・！・い．－i・；・・、・・・・・・・・！▲・ ‥・  
お差別に関する訴訟の提起に引き続いてなされた被用者の解雇は、解雇が、現実かつ重大な理由をもたず、  

実際のところ、訴訟活動を理由として使用者がとった措置である場合には、無効となる（労働法典  

L．122－45－2条）。   



無効とされる。したがって、例えば、解雇無効を求めて労働裁判所へ提起する  

ことが可能である9。また、差別により生じた損害について、損害賠償請求を行  

うこともできる。   

なお、民事訴訟の場合には、差別被害者の側の立証責任の軽減が定められて  

いる（2001年11月16日の法律10によって導入）。この立証責任の軽減により、  

原告（被差別者）側は、直接差別あるいは間接差別の存在を推認させる事実を  

提示すれば良く、被告側が、当該措置は差別とは関係のない客観的な事実によ  

り正当化されることを立証しなければならない。  

（2）刑法」との効果  

次に、差別行為のうち、  健康状態や障害を理由とする採用の拒否（refuser  

d’embaucher）、懲戒、解雇、および、健康状態や障害に依拠する条件を募集や  

研修・職業訓練の申込みに付することは、3年の拘禁刑（emprisonnement）お  

よび45，000ユーロの罰金の対象となる（刑法典225・1条・225－2条）。法人が処  

罰の対象となる場合には、個人に対する罰金の5倍の罰金、差別が行われた職  

業的・社会的活動の禁止、司法観察の実施、事業所の閉鎖、公取引からの排除  

等の罰則が課せられる（刑法典225－4条）。   

すべての差別的行為が、刑罰の対象となるわけではなく、刑法典に定めのな  

いものについては、民事訴訟での救済のみとなる（例えば、職階、異動、契約  

更新などにおける直接・間接差別）。   

刑事訴訟の場合には、他の刑法違反と同様に、有罪判決が確定するまでの無  

罪推定11や証拠の自由の原帥2等の証拠に関する法のルールが適用される。民事  

訴訟法における差別被害者のための立証責任の軽減は、刑事裁判では適用され  

ず、立証責任は、検事の側にある。立証に際しては、差別の事実の存在と差別  

の意思の存在とを同時に証明しなければならないが、差別の意思の証明は、裁  

判官を納得させる状況証拠の集まりを示せば良い。  

（3）行政機関等による救済手続  

裁判所への提訴の他に、権利救済機関であるHALDE（高等差別禁止二平等機  

被什卜釣上、こ！1初し′ノ）条件で復職する（解雇無粟匪明雄Ij）。）しかし、も）つとむな押由により  9角紺i圭無効の場て†、   

復職を望まない枝川針二は、解約保証金、十こ法な解姐こ上仁巨tし」二全損害に対する賠償金（少なくとし給  

与の前6かノ‡分（労働法堕lとⅠ．＿122－1・l－4条＝を弓十＝一女ろ権利が認め√，れる。L＿122－9条の定める解雇手ヂヨ  

葺）当然に支払十豆tろ  

川、l／二詭責什ノ）軒滅H、1997牛12F］15【け）E（7指令（9T／80／CE）州を理由とする差別）及び2000隼11  

月27［＝ハ1く（＝省令（2000／T8／（7E）（†Jご条∴i：教、障※、隼酢、什的指直＝二階H‾ろ差別）を国内法化した2001  

牛11上i16［川）法律（Loln（）200l－10（；6（ll＝10Vembre2OOlrelativeiIlaluttecoIltreles  

（1iscriIllillations、JOl102G7（ll117no、で1nbl・e2001、Ⅰ）．18311）に上り▼専人された。  

】1刑事訴訟法前丈Ⅰ】1  

12計押掛ハ「＝l（刑小れムか輿127‡T）：刑事掛甘けし′）il車こ‥、闘Ij仁L、言，）小1）るん法で、土．言【Lされうろ1   



関）への提訴も可能である。同機関は、2004年12月30日の法律（no2004－1486）  

13によって創設された独立行政機関であり、法律やフランスが加入する国際条約  

で禁止されたすべての直接・間接差別について、裁定を下す権限を有している。   

差別の被害者なら誰でも、HALDEへの提訴が可能である。また、差別被害  

者は、国会議員や欧州議会フランス代表を介してHALDEに提訴することもで  

きる。さらに、被害者が通知を受けた上で反対していない場合には、HALDE  

が職権で差別事件を扱うことも可能である。   

HALDEは、調査権限を有しており、事情聴取や資料の調査、また、一定の  

場合には、現場確認を行うことができる。そして、こうした調査をもとに、調  

停や和解の斡旋、和解金支払いの提案14を行い、勧告を作成する。   

この他、HALDEは、国民への情報提供、法的手続き関する助言、さらには、  

差別立証の支援を行い、良き慣行・実践を特定し、普及させることも使命とし  

ている。   

発足以来、HALDEへの提訴は、増え続けており、平均すると、1日に15件  

の申立がある。出自に関するものが28％、障害・健康状態に関するものが21％、  

年齢に関するものが6％である。また、分野別に見ると、雇用に関するものが  

50％と最も多く、公的サービスが21％、財・サービスへのアクセスが14％、住  

宅が6％と続く。差別は、とりわけ、採用、職業的参入、キャリア展開において  

みられる15。  

（4）その他   

その他、以下にあげる組織等も、差別が問題となった場合にそれぞれの形で  

介入できる。  

a．労働基準監督官   

まず、労働基準監督官は、労働法典L．122－45条や刑法典225－2条に違反する  

差別を証明しうる事実の確認に有用とされる資料や情報をすべて提示させるこ  

とができる（労働法典L．611－9条3項）。  

b．非営利組織   

次に、病者または障害者の擁護・支援を行うことを目指す、設立後5年以上  

の非営利組織は、刑法典225－2条違反について、被害者またはその法定代理人  

Ⅰ3同法は、2006年3f】31日の法律（機会の平等のための法律）による修正を受けている〔  

142006年3月31［lU）法律により、HALDEは、公訴が未だ行われていない場合に、和解金の支払いを  

案することも可能となった。  

15http：／／www．halde．h／saisir－16／pourquoi－Saisir－31／pourquoi－SaisirL34．html   



の合意があれば、私訴原告人16に認められた権利を行使することができる（刑事  

訴訟法典2－8L条：1990年法により挿入）。   

また、労働法典L．122－45条違反については、差別対策に従事する設立後5年  

を経た非営利組織が、L．122－45条およびL．122－45－4条違反については、障害分  

野で活動する設立後5年を経た非営利組織が、志願者または労働者の書面によ  

る合意を得て、彼らのために訴権を行使することができる。志願者および労働  

者は、何時でも非営利組織が行う訴訟に参加することができ、また、訴訟を取  

り下げることもできる（労働法典L．122－45－1条2項、労働法典L．122－45－5条：  

2005年法により挿入）。  

c．職業組合   

さらに、全国レベルあるいは企業レベルの代表的職業組合も、雇用・研修・  

職業訓練への志願者、企業内の被用者のために、L．122－45条に関する争いにつ  

いて訴権を行使することができる。当事者が、書面で通知を受けており、15日  

以内に反対の意を示さなければ、当事者の委任は必要ない。当事者は、常に、  

職業組織が起こした訴訟に参加することができる（労働法典L122－45－1条1項）。  

d．従業員代表   

最後に、従業員代表は、雇用・報酬・職業訓練・再就職・配属・職業資格・  

職階・昇進・・異動・契約更新・懲戒・解雇における差別が確認された場合、使  

用者にその事実を訴える（saisir）ことができる。この場合、使用者またはその  

代表は、ただちに、従業員代表とともに調査を行い、改善のために必要な措置  

をとらなければならない（労働法典L．422十1条）。  

1G犯三井㌦7）披ノii諸‾としていで汗鋸二j、；いて、加※常に対して、犯罪によ／」て牛じた損喜〃棺職せ≠せ沃．甘権が、  

4さ訴と川時にいj一（ノノ裁、巨Ij所において行使さわ亮場合に、そ〃）†甘木者一に与え「）れか呼称′、Ill＝俊夫編『フラ  

ンぺ有終典』束よ大′こ；ぎ二‖＝板iミ（2002年）▲i19軋   



資料：「適切な措置」が問題となった事例  

1．200ら年報告書（HALDE）  

（1）労働条件の調整と《適切な措置》  

（D封ibgrationnO2005－34du26septembre2005）   

Bernardは、フランス選手権のファイナリストであったほどのスポーツマンである。彼は、身体・スポ  

いツ科学の修士号を持ち、救急法の資格も有していた。それゆえ、彼は、身体・スポーツ教育の教員試験   

に登録することを望んだ。  

Bernardは、中度の聴覚障害があり、そのため、潜水ができなかった。COTOREP（CDA：障害者権別自  

立委員会の前身）は、彼に、カテゴリーBの障害労働者資格を承認した。それゆえ、彼は、障害者に認めら  

れた嘱託による採用にもアクセスすることができた。   

しかしながら、彼は、法令の適用により、障害を理由として、水難救助証明書を獲得することができな  

かった。それは、身体・スポーツ教育の試験を受けるにあたり予め必要とされるものである。   

担当省は、Bernardに、試験への登録はできないことを通知した。   

そこで、Bernardは、障害者に認められた嘱託による採用を選択しようとしたが、大学区本部は、同じ  

法の適用により、それを認めなった。Bernardは、再度、担当省に訴えたが、返答は明確であった：《行政  

は、身体・スポーツ教育の教員は、自らの責任の下に置かれた生徒を救助できることを確認しなければな  

らない。この資格は、免除の対象とはなりえない》。   

HALDEは、身体・スポーツ教育の教員は、一般的には水泳を教えないこと、仮に教える場合にも、同  

僚が代理するか、助手が伴えば十分であることを指摘した。ここで重要なのは、2005年2月11日の法律  

の観点から、過度の負担を生じさせない《適切な措置》を講じることである。   

Bernardに対する拒否は、2004年6月17日のデクレの規定に基づくものである。同デクレは、身体・  

スポーツ教育の試験への登録には、水難救助証明書が必要であることを定めている。IiA⊥DEは、国民教  

育省に対し、2005年2月11日の法律と両立しうるよう、当該デクレの修正を求める。HALDEは、2004  

年12月30F」の法律11条、15条4項の適用により、法令の修正を勧告する。  

（2）適応したポストの探求   

（DiIib6rationnO2005－76du14novembre2005）  

Jean－Pierreは、指揮・監督者助手の倉庫係として雇用された。2年後、労災により、彼は、足を怪我し  

た。労働医は、労働不適性を宣言することなく、倉庫係に義務付けられている安全靴の着用を禁じた。  

Jean－Pierreは、電気機器メンテナンスの長期職業訓練の後に、グループ内異動を受け入れる用意ができ  

ていた。しかし、職業訓練後に彼に提示された唯一のポストは、経験を必要とする情事臣技術のポストぐあ  

った。ポストは、Jean－Pierreの持っ資格を超えるもU）であったので、採用担当者は、彼との面接を有益と  

は考えなかった。彼の適性は、当該ポストにはまったく対応していなかったからである。Jean－Pierreは、  

解雇のための事前面談に呼ばれた。、   



渡された文書から、JeanTPierreの使用者は、再配置の請求を様々なグループ企業に行っただけで、空き   

ポストの正確な確認を要請していなかったことが判明した。  

HALDEは、使用者は被用者の能力に応じた雇用の提案を行っていない、当該被用者を再配置すること   

が明らかに不可能であったことを証明できていないと判断した。  

そこで、HALI）Eは、使用者に対し、解雇手続きを停止するよう要請した。使用者は、停止を約束した。  

（3）疾病休暇   

（d6Iib6rationnO2005－87du19dicembre2005）   

HALDEは、ユ2ケ月間で20日間の疾病休暇をとった被用者、あるいは、6［司以上疾病休暇をとった被   

用者を個別の賃上げから排除する規則を定めている就業規則について、申立を受けた。  

HALDEは、この規定は、健康状態を理由とする差別を禁止する労働法典L．122－45条に違反すると判断   

し、使用者に対し、この措置を終了させるよう要請した。  

進行性の疾病は、時に、重大で、休まざるを得ない治療を必要とする。疾病も、それに伴うも、多かれ   

少なかれ、休暇や通常より軽い勤務の原因となる。それゆえ、進行性の疾病を持つ者は、多くの場合、   

COTOREPにより障害労働者認定を与えられている。  

使用者の中には、格下げ、通常のコースからの隔離、責任の免除などを実践し、病者の疲れの増大を緩   

和させる意思を見せる者もいる。しかし、中には、ハラスメントに該当する場合もある。健康状態を考慮   

したポストの要請は、適切な手段であり、解雇の基礎ともなりうる。   

使用者は、被用者に不利益な決定を行うに際して、多かれ少なかれその疾病について知っていることを   

考慮に入れることがある。そして、多くの場合、将来起こりうる疾病の進行から想定されるリスクに応じ  

て決定を行っている。HALDEは、実際の健康状態に基づく各個人の状況の注意深い検討を要請する。進   

行のリスクを無視できないならば、進行は必ずしも起こるとは限らないという事実、将来治療法の改善が   

起こりうるかもしれないという事実も無視できない。いずれにせ上、使用者は、障害の場合と同様、被用   

者げ）雇用を維持できるよう、あるいは、必要ならば適切な職業訓練の後に他の雇用へと再配置できるよう、   

解決策を探さなければならない。雇用手続きにおいては、実質的合理的調整が必曹であることは、拒否を   

1f二〉⊥う化しない。  

2．2006年報告書（HALDE）  

（l）障害と両立しうるポストの不提案   

（D61ib6rationnO2006－101du22mai2006）  

Monsie11r S．は、2003年2J巨たで、図書館で働いていたこ）このL」、上り、彼は、いかなるポストも与え［）   

れていない」れIonsie111・S＿圧、1990年1ニおきた労災以降、13％の部分的「亘〃、的ぶ－倒不能を－認定されており、   

重し、物の取扱いやた瞳〝）軌き（ノ）繰返tノを避けろ′：引軌ポスト〃）調整を必【要さ二1ノていた、1  

HAI．DE ほ、3年にわたり、配鳩（／）ない職巨1に、その障宮守明らかに両、1二し得ない2／〕〃りミストしか提   

ノ套Lなか／つた公l杓セクター【し／）他州勘上、障′吉′芳働肴が、その琶格に対にし／二一麻川＝∴∴き、それを維持でき   



るよう適切な捨置を講ずることを使用者に課す公務員の権利と義務に関する法律の規定を遵守していない  

と判断した。こうした態度は、組合差別を理由とする個別措置の無効、申立人の出自と関係するモラル・  

ハラスメントの告発に続くものであり、報復的措置と考えられうる。そこで、MEは、使用者に対し、  

3ケ月以内に、この状況を終蔦させることを要求した。  

（2）疾病休暇明けの適切な措置  

（D6hb6rationn02006－214d1190CtObre2006）   

視覚障害を有する申立人は、2005年6月7日、COTOREPにより障害率90％の認定を受けた。   

申立人は、1997年10月1日以降、料理人として私立中学校で働いていたが、当該中学校の学食業は、  

民間企業に譲渡されることとなった。それゆえ、申立人の労働契約は、2004年1月1日以降、現企業に移  

転されることとなった。   

使用者の変更以降、申立人は1人で働くよう言われ、従前の支援は受けられなくなった。彼女は、職務  

の遂行ができない旨伝えたが、上司は、そのポストに対して調整を行うことは不可能であり、提案できる  

他のポストもないことを納得させた。   

2004年1月26日から5月28日の疾病休暇および夏休み（7・8月）を経て、申立人は、2004年10  

月4日、労働医を受診し、復職の再検討をしてもらうこととなった。しかし、申立人は復職できなかった。   

使用者は、HALDEによる予審を経て、あらゆる必要な行動をとり、再配置と労働ポストの適応の観点  

から被用者の期待を考慮することを約束した。そこで、HALDEは、当該使用者の取組みを確認するょう  

HA⊥DE所長に依頼すると同時に、使用者に対し、労働法典L．323－9－1条の定める適切な措置の実施につ  

いて再検討するよう要請した。  

（3）適切な措置の不在  

（D6lib6rationn02006・226du230CtObre2006）  

MonsieurD．は、1991年から1994年にかけて疾病休暇をとった後、1995年以降も、使用者による労働  

契約の停止が継続していることに関して、HALDEに訴えた。この状態は、11年に及んでいる。Monsieur  

D．は、1994年および1995年に、復職を要請する封書を送ったが、使用者はその受取りの事実を否定して  

いる。2005年、使用者は、障害係争裁判所（TCI）所長により、申立人の再度争う意思について通知を受  

けた。所長は、使用者に対し、パートタイム労働での再開を検討するよう提案し、さらに、労働医受診に  

ついても提案した（契約停止を終わらせるには、労働医の診断を受けなければならない）が、使用者は、  

率先した行動は何もとらなかった。  

2005年2月11日の法律により創設された労働法典L．323－9－1条は、使用者は、障害者がその雇用を維  

持できるよう適切な措置をとらなければならないことを定めている。適切な措置の拒否は、同条2項の適  

用に上り差別となる。使用者は、労働医受診の要請をしないことで、2005年2flll仰の法律の施行以降  

使用者に課せられた適切な措置を講じる義務をおろそかにした〔、ニうした使用者の不作為は、障害を理由  

とする差別を構成する。  

HALDEは、使用者に対し、労働医への診断を要請することで、MonsieurD．が復職できるよう適切な措  
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置を講じるよう勧告する。また、本決議の通知から3ケ月以内に、Monsieur D．が企業内のすべてのポス   

トに対し不適性である場合を除き、その資格に応じた雇用を維持できるよう適切な手段を講じることも勧   

告する。  

（4）改善（am6nagement）および再配置の不在  

（d占hb占rationn02006－229d1106／11／2006）  

申立人は、2001年9月に障害労働者認定を受けた後、使用者（P市）により、強制的に休職処分とされ   

た（，医療委員会は、現行法の存在にもかかわらず、提訴されなかった。  

申立人は、いかなる再配置（reclassement）の対象に車）され「）ご、そU）出自を理由として差別を受けたこ  

とを主張した。予審は、こうした差別の存在は、証明できなかった。しかし、市長は、申立人のポストを  

調整すること（am6na酢r）車）、適応したポストに再配置することをしなかった。これらは、2000年11月  

27日のEC指令（2000／78／CE）や1983年7月13日の法律（no83－634）6条の6の定める義務である。   

こうした調整や再配置の不在は、障害を理由とする差別を構成する。  

HALDEは、市長に対し、検討したポストへの申立人の現実の再配置が不可能であれば、申立人が、そ  

の能力と資格に応じた雇用を与えられるよう適切な措置を実施し、6ケ月以内に、その報告を行うよう要   

話する。  

（5）試験間の休憩時間   

（d6lib6rationn02006－287dulld6cembre2006）   

身体障害を有するEmnlanuelM．は、労務管坪音読験に不合格であったのは、障害を持たない受験者よ  

りも休憩時間が短かったせいであると考え、HALDEに提訴しノたし、試験時間が30分追加された結果として、  

彼の休憩時間は、他の受験者よりむ30分短くなってしまった。2005年法により修IEされた2004年1月   

11［＝′）法律27条は、障害を持つ受験者のために、《身体的状況と両立しノうる条什で答案を作成できるよ  

う、連続する試験の間に十分な休憩時問》を与えるよう定めている〔、HAl，DEは、EmmanuelM．が享受し   

た休憩時間は、他の受験者の2時間に対し1時間30分で、卜分なヰ，（7）であったと考える。   

ゆえに、HAl．DEは、鯉康な受験者に認められた休憩時間と焦ったく同じ休憩時問を障害を持つ受験者  

に保障しなかった事実は、2000年11月27日のEC指令おょび2004隼1月11「＝7）法律27条の意味にお  

ける差別には必ずしヰ，該、Llしないと結論付ける（）なお、ニ〃）休憩時刷は、当局により、・机列ごとに具体的   

に適応・評価されなけれげならない  

（6）裁判所へのアクセスに対する障害を持つ弁護上の困難に関する決議   

（離山b占ration］n02006－301dull／12／2006）  

HALD下：け、車椅十にし／レ）た障‘さテを－持／〕弁護卜（／川‡、上／ニキ′壱（仁∫二 一さ車内容H、裁、一三りl恒7）1′クセノンヒリ   

ナイ〝）朱鷺備を理山とLて、そL7川舐業しり逐子J二卜被／〕ていて，［十こ】難∴r呈圧ごであノ′）た1   

2000咋11ノj27＝L′）11（H片令3条＝、同E（∵隋令は、非裾－＝㌃（川址業甘動にL適川されろ∴上を定めて   

いろ〔  
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HALDEは、国は申立人の直接の使用者ではないが、申立人が司法に携わっていることから、結果とし  

て、申立人の職業活動の遂行は、車椅子の者の裁判所へのアクセッシビリティと関わりがあることになる。  

それゆえ、司法省は、仮のものでも合理的な改修（am6nagement）を行うか、あるいは、申立人の職業の  

場へのアクセスを可能にする適切な措置をとることを行わなければならない。  

3．Dynami＄erl，emploidespersonne8handicap6eB《Mesure8apprOpri6es》desouvertureseurOp6ennes  

（フランス障害者評議会：CFHE）  

（1）ポスト閉鎖に伴う再配置   

MonsieurAD．は、進行性の神経疾患に羅患しており、企業内での移動や頻繁な昇降に困難を有している。  

彼は、自動車メーカーのための塗料製造会社（従業員数670人）で生産ポストに就いていた。彼のポスト  

がなくなることとなり、企業は、地方のCapEmploiとAgefiphに対し、MonsieurA．D．の再配置問題につ  

いて要請を出した。全当事者の合意により、能力評価が企業の出資で行われ、再配置は《支払いサービス》  

における行政ポストに決まった。  

複数の軸において、同時に、様々の手段がとられた：  

一個人に対しては《社会的な支払い・届出》に関する職業訓練（1，650ユーロ）；  

一事務所近くの駐車スペースの改修、火災の際に避難するための手動車椅子の獲得；  

一事務所の調整（19型のパソコン、高さを調整できるデスク）、部屋や書類保管所の再改修、電動車椅子  

の購入（17，438ユーロ）。   

Agefiphが、以上の予算の55％（10，717ユーロ）を負担し、企業が45％（8，875ユーロ）を負担した。  

（2）採用プロセスにおける適切な措置   

MmeB．F．は、難聴者である。面接に先立ち、彼女は、彼女の状況について知らされた使用者から、面接  

の方法を明確にする封書を受け取った（場所、時間、目的）。聴覚の問題について知らされた使用者は、  

MmeB．F．は、読唇することで難聴を補い、実はそうではないのに理解しているような印象、あるいは、質  

問をまったく理解できていない印象を与える危険があることを知っていた。   

採用面接にあたり、使用者は、志願者を対面に座らせ、口の前に手を置くことなくきちんとした口調で  

明確に話し、質問が正確に理解されていることをきちんと確認した。このルールを守ることで、面接官は、  

他の志願者に適用される基準と同じ基準でMmeB．F．を評価することができた。   

（難聴の程度に応じて、手話通訳者が要請される可能性もある）。  

（3）職務の遂行のための措置・改修   

MmeJ．K．は、会計上レベルIIIの資格を持ち、個人で車も持っていた。この若い女性は、公道での斬如こ  

より車椅子に乗ることとなった。希望するポストを職人地城にあるLP小企業で見つけることができた。企  

業の建物はワン・フロアーで、オフィスヘの入り［j（r）扉の幅が80センチであった。   

使用者、Mme．J．K．、労働医の間で、この雇用の実現に必要とされる改修や措置について検討した後、申  

仁■   



椅子での移動を容易にするためにオフィス内の家具の配置を換えること、入り口の扉を幅90センチのもの  

に取り替えること、高さの低い整理棚を設置することが決定された。他方で、駐車スペースも確保され、  

労働時間のわずかな調整（午前・午後の途中での20分の休み）も、必要不可欠な衛生管理を満足に行うこ   

とができるよう認められた。   

金銭的な助成が、Age丘pllに申請され、獲得された。   

MmeよK．は、全員の満足のもと、4年以上そこで勤務している。  

（4）職務の遂行のための措置・調整  

MlleVは、感情障害を伴う軽度の知的障害を持っている。彼女は、十分な理解力と適応能力を持ってい  

るが、仕事のペー→スは、著しく遅い。彼女の職業計画は、クリーニングとアイロンであった。   

以下の措置が、雇用に際して実行され、うちいくつかは現在も続いている：   

一同僚への情報提供；   

＋MlleVへの職業訓練：労働のリズム、関係する危険、研修で取得した職業態度の深化。本人の取得能力  

の遅さを考慮して、いくつかの項目は繰り返された；  

－薬品の色分け（非常に複雑な包装に関する指示）；  

非常に複雑な仕事、順番のある仕事については《写真）を貼る；  

一労働時間、休憩時問、ミーティング時間の掲示；  

一休憩時間と食事時間の調整（キッチンの使い方、バランスの取れた食事）。   

MlleVは、無期契約で雇用されている。  

（5）新技術の利用  

MmeM．A．（3∈i歳）け、工場を依頼人とする技術アシスタントのポストについている。彼女は、そこで、  

高い能力とモチベーションを示していたし，数ヶ月前から、彼女は、精神的な問題を示すょうになり、電話   

でのやり取りやクライアントとの打ち合わせにおいて、不安による発作 レヾニック障害）が生じるように   

なった。MIlleM．A．は、職場へ来ることができなくなったり 彼女は、チームに上る治療を受け、《障害労働   

者）として認定されたり 企業ととヰ）に、この子ー■ムは、MmeM．A．が仕事に復帰できるよう働いた。  

解決策は、以Fの上うな手段を通じて見出されることとな／つた：   

Mme M．A．が、依頼人と7E詣で〃）コンタクトやL里責のコンタクトをとらなくて済むょうな労働編成の調   

ヤ：二 l下′   

情報処理ホストやインターーネットに上ろ連結げ）整備、パソコンを通Lて史書ごやり取りされるQ＆上ゝtj   

MnleM．A．は、ヰ，卜土やストレスを感じていないが、問題を扱う時間を白仁〕に圭一えていろ。  

（6）労働時間の調整  

N．C．は、電矢ケーーソ′しの州、▲りこて、運動穐能に障害を持っている′∴泌保障書を伴い、2＝引甘おきに約15   

分し／）排泄が必要ごあろ〔N．C．上値川音㍑、パー▲－トタイムでの比労（3分げ）2しr）労働時間）を選択し、N．C．   

が、l貢‖祭が川勤し／二一後に出勤し、［†】く退社できる上うにしたN＿C．け、週に4【】働き、駈車スペースi）彼  
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のために確保されている。N，C．は、朝は9時45分に出勤し、トイレヘ行き、10時10分に席について12  

時30分まで働く。午後は、13時30分に仕事を開始し、17時35分まで働く。途中、25分の休憩がある  

（他の人は10分）。  

（7）職場環境の整備   

MonsieurR．C．とその妻は、300個の蜂の巣から蜂蜜を採取することを生業としている。彼らは、市場で  

蜂蜜を販売している。Monsieur R．C．（52歳）は、背中を痛め、腰の手術をした。それにより、彼は、荷  

物を運ぶことができなくなった。ところで、彼の仕事には、蜂蜜の台（30キロ）や蜂の巣、200リットル  

の樽を－一一輪手押車で暴走地の中を数百メートル移動させることが含まれている。   

そこで、環境の整備として、4輪車（quad）、牧草地の中荷物を運ぶ幌付トレーラー、樽の昇降台、蜂  

蜜用ポンプが購入され、費用が17，645ユーロかかった。   

Age丘phが予算の70％（12，345ユーロ）を、農業社会共済（MSA）が30％（5，300ユーロ）を負担し  

た。MonsieurRC．本人には、これほどの費用を負担することはできなかった。  

（8）人的支援   

難聴者であるMonsieurA．Flは、大企業でエンジニアとして働いている。彼は、会議において、発言しな  

ければならないこととなった。口頭での表現に問題はないが、会議出席者からの質問や議論途中での他の  

参加者の発言は、難聴のために聞くことができない。そこで、彼は、《文字通訳》サービスを要請した。パ  

ソコンに打ち込むことで、リアル・タイムに文書を表示するサービスである。これにより、MonsieurA．F．  

は、パソコンの画面で報告終了後の質問を読むことが可能となった。こうして、MonsieurA．F．は、議論を  

活性化し、質問に答えることができた。  
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資料4－4  

ドイツにおける「合理的配慮」について  

障害者職業総合センター 指田忠司  

1．「合理的配慮」の概要  

（り 背景   

（a）障害差別禁止法の展開   

ドイツにおける憲法は、1949年に制定された基本法（Grundgesetz）であるが、同  

法第3条は平等原則を規定し、第1項において「すべての人は法の前に平等である」  

とし、第2項で男女の同権と国の義務を定めている。 また同条第3項は「何人も、そ  

の性別、門地、人種、言語、出身地及び血統、信仰又は宗教的若しくは政治的意見の  

ために、差別され、又は優遇されてはならない＿jことを定めていたが、1994年10月、  

これに「何人も、障害を理由として差別されてはならない」という1文が加えられた。  

この改正は、東西ドイツの統一後に起った憲法改正の動きの中で、障害者の権利を主  

張する団体からの圧力によって実現したもので、障害者関係団体は、この改正を歓迎  

していたが、政策への影響は小さいとされていた。というのは、憲法は国家と国民の  

間の関係を規律するのみで、私人間の関係については原則として適用されないからで  

ある（。私人間の法律関係では、契約自由が尊重されることから、たとえドイツ社会の  

コンセンサスとして、一定の差別が基本法第3条の趣旨からみて「望ましくない」と  

評価され、私人にも一定の制限が課せられるとしても、差別（社会的に望ましくない  

不平等待遇）一般については、民法典の一般条項（公序良俗違反の法律行為の無効、  

債務の履行における信義誠実の原則など）をよりどころとするしかないと考えられる  

からである。   

（b）個別法による障害差別禁止   

障害者の権利を擁護し、その平等を実現するための運動は、前述の憲法改正の後も  

引き続き行われ、社会法などの分野において個別法における差別禁止規定の制定とい  

う形で顕在化してきた。その例は以下のような法典に見ることができる。  

・社会法典第！〕編「障害者のリハビリテーション及び参画」（2001年）   

雇用主による重度障害者に対する差別の禁止、重度障害者の雇用状況を改善するた  

めの積極的措置（重度障害者代表の選挙、雇JFはによる重度障害者問題担当者の任命、  

保護措置等）を規定。  

・障害者対等化法（2002年）   

障害者に対する差別の撤廃と障害者の社会生活′＼の平等な参加の保障を目的とする。  

公権力の担い手による差別を禁止。公共交通及びホテル・飲食店におけるバリアフリ  

ーを規定。認、定を受けた障害者団体に対し団体訴権を付与｛〕  
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（c）一般均等待遇法の制定   

EU理事会は、これまでに次の4つの指令を発布し、加盟国に対して一定期限を定め  

てその国内法化を求めてきた。  

① 人種及び民族的出自を問わない均等待遇原則適用に関する指令（2000年6月   

29日）  

② 雇用と職業における均等待遇のための一般枠組み設定に関する指令（2000年  

11月27日）  

③ 雇用、職業訓練、昇進へのアクセスならびに労働条件に関する男女均等待遇原   

則の実現に関する指令（76／207／EEC）を改正する欧州議会及び欧州理事会の指令   

（2002年9月23日）  

④ 財及びサービスへのアクセスとその供給における男女均等待遇原則の実現に   

関する指令（2004年12月13日）   

このうち①～（訓こ関しては、一部の差別事由についてなお猶予期間が残されていた  

ものの、ドイツの場合、加盟国に求められる国内実施の期限（2003年12月）をすで  

に経過していた。ドイツが指令を国内法化する義務に違反していることに対しては、  

欧州委員会の提訴に基づき、①及び②について、それぞれ2005年4月28日と2006  

年2月23日に欧州司法裁判所が義務違反を確認する判決を下していた。   

2005年9月の総選挙後、現在の大連立政権が誕生し、その連立協定には、「EUの均  

等待遇指令をドイツ法化する」との一文が書き込まれた。これを受けてメルケル新首  

相は、2005年11月30日、連邦議会での施政方針演説で、EU指令についてはその規定  

どおりに、そのまま国内法化する方針を示した。そして2006年8月、上記の均等待遇  

に関するEUの4つの指令を実施するための法律（「2006年8月14日の均等待遇原則  

の実現のための欧州指令を実施するための法律」）が、夏休み入り直前の議会を通過し、  

2006年8月18［］から施行された。   

このように、EU指令の国内法化という外圧を契機に、人種、民族的出身、性別、宗  

教・世界観、障害、年齢、性的志向による差別の撤廃を目指す、ドイツで初めての包  

括的な差別禁止法が制定されたのである。   

この法律は、次の4つの章で構成される。第1章と第2章は、それぞれ新法である。  

第1章 一〈－・般均等待遇法   

第2章 兵士の均等待遇に関する法律（兵士均等待遇法）   

第：う章 その他の法律の改正   

第4章施行、廃止  

こC7）うち、最も重要なのは、第1章の一般均等待遇法（Allgemeinesgleich山  

t）ehandlし1ngSgeS（：さtZ）である「）  
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（d）割当雇用制度と差別禁止   

ドイツでは、1974年に制定された重度障害者法が障害者の雇用施策の基本的な法律  

とされ、長らくこの法律の下で割当雇用制度と負担調整賦課金（＝納付金）制度を中  

核とする雇用促進施策が運用されてきた。この法律は1986年に大幅な改正が行われた  

が、重度障害者の雇用主の義務に関しては、当初「できるだけ多数の」となっていた  

文言が「少なくとも規定数の」重度障害者が働けるように、職場環境を整備すること  

とされたのみで、他の部分については変更がなかった（第14条第3項）。   

また、1990年10月の東西ドイツの統一条約発効を踏まえ、1990年にも改正が行わ  

れたが、この段階でも上述の部分に変更は見られない。  

しかし、雇用主の義務については、2000年までの改正において規定の仕方が反対側、  

すなわち、障害労働者の側から規定する方式に変わっている。つまり、この規定につ  

いて、雇用主の義務から、重度障害者の権利として規定し直し、権利主体を明らかに  

したのである。また、この場合における権利主張の内容についても、障害者の能力と  

知識を活用し得る職務の開発、職業訓練、環境整備、技術的支援などを具体的に列挙  

しながら規定している。  

2001年6月、かねてより関係者が求めていたリハビリテーション給付に関する法律と、  

重度障害者法との一本化が進められ、社会法典第9編が成立した。   

同法典では、第1条において、障害者の自己決定と社会参加における同権を規定し、  

差別を防止し、これと闘うためにリハビリテーション給付を受けることができると規  

定する。そして雇用分野に関しては、第81条において、重度障害者法第14条第3項  

の規定を踏襲しただけでなく（同条第4項）、雇用主による差別禁止についても新たに  

1項を設けて（同条第2項）、雇用における差別禁止の原則を明確に打ち出した。   

しかし、2006年8月の一般均等待遇法の制定に伴い、障害を理由とする差別＝不利  

益取り扱いに関しては、新法が適用されることとなり、社会法典第9編第81条第2項  

は、「雇用主は重度障害者をその障害を理由として不利な取り扱いをしてはならない。  

ニれに関して個別には一般均等待遇法の規定が適用される。」と改正され、個別次案に  

関しては新法で取り扱うこととなった。  

（2）制度の概要   

（a）割当雇用制度   

ドイツでは、重度障害者の雇用について割当雇用制度が採用されており、現在の法  

定雇用率及び負担調整賦課金（納付金）の額は以下のとおりである。   

・法定雇用率：  

民間部門・公的部門： 5（冥）  

ただし、1999年10月：う1日現在、6％を達成している連邦官庁及び公共事業体  

については6％を維持。  

・負担調整貝武課金の額：  
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以下のように、   実雇用率の達成度によって金額が異なる。  

年平均雇用率が2％未満の場合：未達成分1人につき260ユーロ  

年平均雇用率が2％以上3％未満の場合： 未達成分1人につき180ユーロ  

年平均雇」弔率が3％以上5％または6％未満の場合： 未達成分1人につき  

105ユーロ   

（b）重度障害者   

重度障害者とは、労働能力喪失程度が50％以上の障害のある者である。労働能力  

喪失程度30％以上の障害のある者も、重度障害者と同等に扱われる。   

障害程度は、機能損傷と疾病のリストからなるガイドラインに従って判定される。   

障害の有無及び程度の判定は、障害者の申請に基づいて、 連邦援護法を実施する行  

政官庁（援護庁、州援護庁）の援護鑑定医が行う。ただし、年金決定通知、それに相  

当する行政庁の通知または裁判所の決定等がある場合には、特に障害者がこの方法に  

よることを希望して申請しないかぎり、この判定は行わない。   

注）判定基準は以下の（c）というわけではない。30～50の障害程度は、おそら   

く日本の障害等級で言えば、3級程度ではないかと思われる。ドイツにおける障害   

程度については、平成11年度から数年間にわたって厚生科学研究で実施された研   

究成果が公表されており、そこに障害・疾病と障害程度との関連表が資料として添   

付されている。  

また、疾病のリストには、発達障害や、わが国でいう「難病」に相当する疾病も   

含まれている。   

（c）重度障害者特別グループの雇用対策   

雇用義務履行の枠内で、以下の者を適切に雇用するものとする。  

・障害の種類または程度により労働生活においてとりわけ重度障害者に該当する者  

であって、特に次に掲げる者   

a）その障害のために仕事を行うのに一時的にではなく特別な補助者を必要とす  

る者、または   

b）その障害の結果として就業が、一時的にではなく雇用主にとって尋常でない出  

費をもたらす者   

c）その障害（7）結果として 一時的にではなく明らかに大幅に少ない労働成果しか   

（わげることができない者   

d）知的もしくは精神的な障害または頻発する発作だけを理由として障害の程度  

が50以上である者   

e）障害の種類または程度により職業教育法の趣旨iこよる職業教育を修了しなか  

った者   

・満50歳に達した重度障害者  
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（d）重度障害者代表   

ドイツでは、民間部門、公的部門を問わず、5人以上の重度障害者が常用で雇用さ  

れている場合には、重度障害者代表を選出し、重度障害者の職場における利益を擁護  

することとされている（任期4年の無償任務だが、昇進等における不利益がないよう  

に配慮されている）。   

［参考］社会法典第9編第95条  

第95条  重度障害者代表の任務  

（1）重度障害者代表は、事業所または官公署への重度障害者の編入を促進し、事業所   

または官公署における重度障害者の利益を代表し、重度障害者の側に立って助言、   

援助を行う。重度障害者代表はその任務を以下の方法で遂行する。  

1．重度障害者のための法律、命令、賃金協約、事業所協定もしくは公勤務協定お  

よび管理指令が実施されているかどうか、特に第71条、第72条および第81条  

から第84条に則り雇用主に課されている義務が果たされているかどうかを監視  

する。   

2．重度障害者に役立っ対策、特に予防的措置を、所轄機関に申請する。   

3。重度障害者の提案や苦情を受けつけ、それが正当だと思われる場合には、雇用  

主と交渉して解決に努める；代表は重度障害者に対して交渉の状況および結果を  

伝える。  

重度障害者代表は、第69条1項による管轄官庁に対して障害、その程度および   

重度障害の認定申請を行う際、ならびに職業安定所に同等扱いを申請する際に就業   

者を支援する。重度障害代表は、雇用主に知らせた後、通常100人以上の重度障害   

者を有する事業所または官公署においては最高得票数を以って選ばれた代理に、   

200人以上の重度障害者を有する事業所または官公署においてはさらに二番目に多   

い得票数を以って選ばれた代理に一定の任務を分担させることができる。一定の任   

務分担には、相互の調整が必要である。  

（2）雇用主は、個々の重度障害者またはグループとしての重度障害者に関わるすべて   

の案件において、重度障害者代表に対して遅滞なく包括的な情報を与え、決定の前   

にその意見を聴かなければならない「）第1文による重度障害者代表の関与なく下さ   

れた決定の実施または施行は、停止されるものとし、7日以内に重度障害者代表の   

関与を事後実施する；その後に最終決定を下すものとする。重度障害者代表は、第   

81条1項による手続に参加する権利を有し、第81条1項による連邦雇用機構によ   

る仲介の提案があった場合、または重度障害者の応募があった場合には、応募書類   

の決定に関わる部分を閲覧し、面接に加わる権利を有する。  

（こう）重度障害者は、雇用主による自身について記録された人事書類圭たは自身に関わ   

るデータを閲覧する際には、重度障害者代表を立ち合わせる権利を有する。重度障   

害者代表は、屯度障害者によってこの義務を免除されない限りは、そのデーータの内   

容について秘密を厳守－ミ1一る。  
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（4）重度障害者代表は、すべての経営協議会、公勤務者委員会、裁判官委員会、検察   

官委員会もしくは裁判官人事委員会の会議およびその委員会ならびに労働保護委   

員会の会議に、助言者の立場で出席する権利を有する；重度障害者代表は、個々の   

重度障害者またはグループとしての重度障害者に特に関わる案件を、次の会議の議   

事日程に組み込むよう提案することができる。重度障害者代表が、経営協議会、公   

勤務者委員会、裁判官委員会、検察官委員会もしくは裁判官人事委員会の決定を重   

度障害者の重大な利益の著しい侵害であるとみなした、または重度障害者代表が、   

第2項1文に反して阻与しなかった場合には、重度障害者代表の申請に基づき、決   

定は決議の時点から1週間停止される；事業所組織法および公勤務者代表法の決議   

停止に関する規定が準用される。停止により期限が延長されることはない。裁判所   

組織法の第21e条1項および3項の事例においては、緊急の場合を除き、該当する   

重度障害のある裁判官の申請に基づき、重度障害者代表は裁判所総務部のもとでそ   

の意見を聴かれる。  

（5）重度障害者代表は、事業所組織法第74条1項、連邦公勤務者代表法第66条1項   

ならびに雇用主と前項に挙げた代表の間のそれ以外の公勤務者代表法の相当規定   

に基づく話合いに参加を求められる。  

（6）重度障害者代表は、少なくとも暦年に1回は事業所または官公署において重度障   

害者の会合を実施する権利を有する。事業所労働者総会および公勤務者総会に適用   

される規定が準用される。  

（7）・一つの案件において裁判官の重度障害者代表だけでなくその他の官庁職員の重度   

障害者代表が参加している場合には、両者は共同でことにあたる。  

（8）重度障害者代表は、当該代表が重度障害者代表として担当している事業所または   

官公署における事業所労働者総会および公勤務者総会に参加することができ、その   

重度障害者代表がその事業所または官公署に所属していない場合でも、発言する権   

利を有する。  

（3）障害者雇用対策における位置付け   

一般均等待遇法は、人種、又は民族的出身、性別、宗教・世界観、障害、年齢若し  

くは性的志向による不利益待遇を防止し、又は排除することを目的としている。   

これらの理由による不利益待遇が許されない分野は、職業活動の機会を得るための  

条件（採用条件も含む）、賃金その他の労働条件、職業相談・職業教育の機会、職業団  

体等への参加、社会的保護（社会保障・保健サービスなど）、社会的恩典、教育、公衆  

の利用に供される物品・サービス（住居など）の人手・提供である。）ただし、解雇に  

ついては、解雇保護法の規定のみが適用される（なお、重度障害者の解雇については、  

社会法典第9編第85条において、社会統合事務所による事前の同意が必要とされる）。  

柱）障害の程度や種類をとりあげて、不利益取扱い又は差別との関連を規定している   

条項は見当たらない。  
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また、不利益待遇禁止規定の対象について、事業主の規模により限定する条項は  

見当たらない。，   

なお、職業上の要請に基づく異なる取り扱い（8条）、宗教・世界観を理由とする  

異なる取り扱い（9条、例二 特定の宗教団体が異なる宗教の人を雇用しない場合  

など）、年齢による異なる取り扱い（10条）については、一定の条件のもとで異  

なる取り扱いが認められている。   

また、「直接不利益待遇」「間接不利益待遇」「ハラスメント」「セクシュアル・ハラ  

スメント」「不利益待遇の指示」が禁止されているほか、現に存する不利益を防止し又  

は補償するための積極的是正措置（ポジティブ・アクション）が許容されることを規  

定する。  

「合理的配慮」義務の位置付け   

「合理的配慮」を「ポジティブ・アクション」の一形態とみるかどうかについては、  

あいまいである。．歴史的に見て、「合理的配慮」に対する権利は、障害を理由に「差別  

されない権利」との関連づけはなかった。合理的配慮の内容に含まれる職場環境の整  

備等に対する重度障害のある労働者の権利は、前述のように、社会法典第9編に先立  

つ1974年の重度障害者法にもすでに規定されていたとみることができるが、それはあ  

くまで割当雇用制度における義務雇用数を達成することを主眼としての環境整備等を  

意味していたものであり、請求権としての性質は弱いものとして・理解されている。  

2．「合理的配慮」の具体的内容   

（1）雇用主の提供義務   

雇用主が講ずべき「合理的配慮」については、社会法典第9編（SGBIX）第81条第  

4項において以下のように規定されている。   

重度障害者は、．障害および仕事に対する影響を考慮したうえで、雇用主に対して以  

Fのことを請求する権利を有する。   

庄）自らの能力と知識を最大限に活用し、－－一層発達させることのできる仕事   

② 職業的進歩を促すための職業教育が企業内措置として実施されるよう特別に  

配慮する。   

④ 職業教育の企業外措置に参加できるように妥当な範囲で便宜を図る。   

④ 企業施設、．機械、装置ならびに職場、労働環境、労働組織および労働時間の構  

成を含む事故の危険に配慮した 作業所の設置と整備  

（詩 必要な技術的作業補助を職場に装備  

（2）過度な負担と認められる場合  
h記の請求を履行することが、以ト▲に該当するときは、その請求権はないものとす  

●   
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①雇用主にとって過大である  

②極端な出費を強いることになる  

③国もしくは同業者組合の労働者保護規定もしくは公務員法の規定に抵触する  

（3）ドイツの特徴   

ドイツの場合、「合理的配慮」を提供すべき対象は、重度障害者及び重度障害者  

と同等に看徹される障害者に限定される。   

ただし、r一合理的配慮」を提供する主体は、公的部門・民間部門の別を問わな   

い。  

3．実効性確保（権利救済）措置・手続  

（1）私法上の効果の有無・内容   

合理的配慮を行わなかったことが、障害による差別を構成するかについてはまだ十  

分な議論が尽くされていない。ただし、合理的配慮の不提供が金銭賠償の原因となり  

うることはドイツにおいてもコンセンサスがあると言われている（民法典を根拠とす  

る損害賠償）。  

［参考］ 雇用主には、募集の際の差別禁止（第11条）、雇用者の保護のために必  

要な措置を取ることなどの義務が課せられるが、雇用主が不利益待遇の防止を目的と  

して雇用者に教育を行った場合には、この義務を果たしたものとみなされる（第12  

条）。   

雇用者の権利三ヒしては、苦情を申し立てる権利が認められる（第13条）ほか、雇用  

主がハラスメント又はセクシュアル・ハラスメントを止めさせない場合には、自分を  

守るために勤務を拒否する権利が与えられる（第14条）。また、不利益待遇の禁止に  

対する違反があった場合には、雇用主には損害賠償義務が課せられ、雇用者には、原  

則として2カ月以内に補償及び損害賠償を請求する権利が与えられる（第15条）。   

さらに、一般均等待遇法は、不利益待遇を受けた者に対し訴訟の際に認められる2  

つの優遇措置について定める。   

まず、不利益待遇を受けた者は不利益待遇を推定させる情況証拠を示せば、不利益  

待遇からの保護規定に対する違反がなかったことの立証責任は相手側に転換される  

（第22条）。   

次に、一定規模（会員75宰．又は加盟団体7）以上の反差別団体に対して、弁護士訴  

訟が法定されていない裁判戸続に、不利益待遇を受けた者の補佐人として参加するこ  

とを認める（第二Z3条）。〕  

（2二）企業内での苦情処理義務  

重度障害者代表の項を参照  
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及
ぼ
す
悪
影
響
に
対
処
す
る
こ
と
が
真
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
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国
際
連
合
憲
章
に
定
め
る
目
的
及
び
原
則
の
十
分
な
尊
重
並
び
に
人
権
に
関
す
る
適
用
可
能
な
文
書
の
遵
守
に
基
づ
く
 
 

平
和
で
安
全
な
状
況
が
、
特
に
武
力
紛
争
及
び
外
国
に
よ
る
占
領
の
期
間
中
に
お
け
る
障
害
者
の
十
分
な
保
護
に
不
可
欠
 
 
 

で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
 
 
 

障
害
者
が
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に
享
有
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
物
理
的
、
社
 
 

会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
環
境
、
健
康
及
び
教
育
並
び
に
情
報
及
び
通
信
に
つ
い
て
の
機
会
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
 
 

重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
 
 
 

個
人
が
、
他
人
に
対
し
及
び
そ
の
属
す
る
地
域
社
会
に
対
し
て
義
務
を
負
う
こ
と
並
び
に
人
権
に
関
す
る
国
際
的
な
文
 
 

吉
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
増
進
及
び
擁
護
の
た
め
に
努
力
す
る
責
任
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
し
、
 
 
 

家
族
が
、
社
会
の
自
然
か
つ
基
礎
的
な
単
位
で
あ
る
こ
と
並
び
に
社
会
及
び
国
家
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
 
 

る
こ
と
を
確
信
し
、
去
た
、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
構
成
員
が
、
障
害
者
の
権
利
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
に
向
け
て
 
 

家
族
が
貢
献
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
保
護
及
び
支
援
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
 
 
 

障
害
者
の
権
利
及
び
尊
厳
を
促
進
し
、
及
び
保
護
す
る
た
め
の
包
括
的
か
つ
総
合
的
な
国
際
条
約
が
、
開
発
途
上
国
及
 
 

び
先
進
国
に
お
い
て
、
障
害
者
の
社
会
的
に
著
し
く
不
利
な
立
場
を
是
正
す
る
こ
と
に
重
要
な
貢
献
を
行
う
こ
と
並
び
に
 
 
 



障
害
者
が
市
民
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
分
野
に
均
等
な
機
会
に
よ
り
参
加
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
 
 

こ
と
を
確
信
し
て
、
 
 

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。
 
 

第
一
条
 
目
的
 
 
 

こ
の
条
約
は
、
す
べ
て
の
障
害
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
完
全
か
つ
平
等
な
享
有
を
促
進
し
、
保
護
 
 

し
、
及
び
確
保
す
る
こ
と
並
び
に
障
害
者
の
固
有
の
尊
厳
の
尊
重
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 
 
 

障
害
者
に
は
、
長
期
的
な
身
体
的
、
精
神
的
、
知
的
又
は
感
覚
的
な
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
様
々
な
障
壁
と
の
相
互
 
 

作
用
に
よ
り
他
の
者
と
平
等
に
社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
 
 

第
二
条
 
定
義
 
 

こ
の
条
約
の
適
用
上
、
 
 
 

「
意
思
疎
通
」
と
は
、
言
語
、
文
字
表
記
、
点
字
、
触
覚
を
使
っ
た
音
怠
疎
通
、
拡
大
文
字
、
利
用
可
能
な
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
 
 

ア
並
び
に
筆
記
、
聴
覚
、
平
易
な
言
葉
及
び
朗
読
者
に
よ
る
意
思
疎
通
の
形
態
、
手
段
及
び
様
式
並
び
に
補
助
的
及
び
代
替
的
 
 

な
意
思
疎
通
の
形
態
、
手
段
及
び
様
式
 
（
利
用
可
能
な
情
報
通
信
技
術
を
含
む
。
）
 
を
い
う
。
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「
言
語
」
 
と
は
、
音
声
言
語
及
び
手
話
そ
の
他
の
形
態
の
非
音
声
言
語
を
い
う
。
 
 
 

「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
」
 
と
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
区
別
、
排
除
又
は
制
限
で
あ
っ
て
、
政
治
的
、
経
済
 
 

的
、
社
会
的
、
文
化
的
、
市
民
的
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
他
の
者
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
 
 

を
認
識
し
、
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
を
害
し
、
又
は
妨
げ
る
目
的
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
障
害
を
理
由
と
 
 

す
る
差
別
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
 
（
合
理
的
配
慮
の
否
定
を
含
む
。
）
 
を
含
む
。
 
 
 

「
合
理
的
配
慮
」
 
と
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
享
有
し
、
又
は
行
使
す
る
こ
と
 
 

を
確
保
す
る
た
め
の
必
要
か
つ
適
当
な
変
更
及
び
調
整
で
あ
っ
て
、
特
定
の
場
合
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
 
 

つ
、
均
衡
を
失
し
た
又
は
過
度
の
負
担
を
課
さ
な
い
も
の
を
い
う
。
 
 
 

「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
」
 
と
は
、
調
整
又
は
特
別
な
設
計
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
最
大
限
可
能
な
範
囲
で
す
べ
て
 
 

の
人
が
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
製
品
、
環
境
、
計
画
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
設
計
を
い
う
。
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
は
、
特
定
 
 

の
障
害
者
の
集
団
の
た
め
の
支
援
装
置
が
必
要
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 

第
三
条
一
般
原
則
 
 

こ
の
条
約
の
原
則
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 



1
 
締
約
国
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
、
す
べ
て
の
障
害
者
の
あ
ら
ゆ
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
 
 
 

完
全
に
実
現
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
促
進
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
 
 
 

る
。
 
 
 

）
 
 
 

a
 
 

（
 
 

）
一
 
 

b
 
 

（
 
 

）
・
 
 
 

C
 
 

（
 
 

）
 
 

d
 
 

′
し
 
 

）
 
 
 

e
 
 

（
 
 

）
 
 

ハ
．
丁
⊥
 
 

（
 
 

）
 
 
 

g
 
 

ノ
l
1
1
＼
 
 

）
 
 

h
 
 

（
 
 
 

固
有
の
尊
厳
、
個
人
の
自
律
（
自
ら
選
択
す
る
自
由
を
含
む
。
）
 
及
び
個
人
の
自
立
を
尊
重
す
る
こ
と
。
 
 
 

差
別
さ
れ
な
い
こ
と
。
 
 
 

社
会
に
完
全
か
つ
効
果
的
に
参
加
し
、
及
び
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
。
 
 
 

人
間
の
多
様
性
及
び
人
間
性
の
一
部
と
し
て
、
障
害
者
の
差
異
を
尊
重
し
、
及
び
障
害
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。
 
 
 

機
会
の
均
等
 
 
 

施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
可
能
に
す
る
こ
と
。
 
 

男
女
の
平
等
 
 
 

障
害
の
あ
る
児
童
の
発
達
し
っ
つ
あ
る
能
力
を
尊
重
し
、
及
び
障
害
の
あ
る
児
童
が
そ
の
同
一
性
を
保
持
す
る
権
利
を
 
 

尊
重
す
る
こ
と
。
 
 

第
四
条
一
般
的
義
務
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）
 
 

）
 
 

d
 
 

（
 
 
 

こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
の
実
現
の
た
め
、
す
べ
て
の
適
当
な
立
法
措
置
、
行
政
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
 
 

と
る
二
と
。
 
 

障
害
者
に
対
す
る
差
別
と
な
る
既
存
の
法
律
、
規
則
、
慣
習
及
び
慣
行
を
修
正
し
、
又
は
廃
止
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
 
 
 

適
当
な
措
置
 
（
立
法
を
含
む
。
）
 
を
と
る
こ
と
。
 
 

す
べ
て
の
政
策
及
び
計
画
に
お
い
て
障
害
者
の
人
権
の
保
護
及
び
促
進
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
条
約
と
両
立
し
な
い
い
か
な
る
行
為
又
は
慣
行
も
差
し
控
え
、
か
つ
、
公
の
当
局
及
び
機
関
が
こ
の
条
約
に
従
っ
 
 

て
行
動
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 
 

個
人
、
団
体
又
は
民
間
企
業
に
よ
る
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
撤
廃
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

障
害
者
に
よ
る
利
用
可
能
性
及
び
使
用
を
促
進
し
、
並
び
に
基
準
及
び
指
針
の
整
備
に
当
た
り
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
 
 

ン
を
促
進
す
る
た
め
、
第
二
条
に
定
め
る
す
べ
て
の
人
が
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
、
設
備
及
び
施
設
 
 

で
あ
っ
て
、
障
害
者
に
特
有
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
に
可
能
な
限
り
最
低
限
の
調
整
及
び
最
小
限
の
費
用
を
要
す
る
も
 
 
 

の
に
つ
い
て
の
研
究
及
び
開
発
を
約
束
し
、
又
は
促
進
す
る
こ
と
。
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害
者
と
共
に
行
動
す
る
専
門
家
及
び
職
員
に
対
す
る
研
修
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 

2
 
締
約
国
は
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
完
全
な
実
現
を
漸
進
的
に
達
成
す
る
 
 
 

た
め
、
自
国
に
お
け
る
利
用
可
能
な
手
段
を
最
大
限
に
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
必
要
な
場
合
に
は
国
際
協
力
の
枠
内
 
 
 

で
、
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
義
務
で
あ
っ
て
、
国
際
法
に
従
っ
て
直
ち
に
適
用
可
 
 
 

能
な
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
法
令
及
び
政
策
の
作
成
及
び
実
施
に
当
た
り
、
並
び
に
そ
の
他
の
障
害
者
に
 
 
 

関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
、
障
害
者
（
障
害
の
あ
る
児
童
を
含
む
。
）
 
を
代
表
す
る
団
体
を
通
 
 

）
 
 

・
l
 
 

（
 
 
 

障
害
者
に
適
し
た
新
た
な
技
術
（
情
報
通
信
技
術
、
移
動
補
助
具
、
装
置
及
び
支
援
技
術
を
含
む
。
）
 
で
あ
っ
て
、
妥
 
 

当
な
費
用
で
あ
る
こ
と
を
優
先
さ
せ
た
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
及
び
開
発
を
約
束
し
、
又
は
促
進
し
、
並
び
に
そ
の
新
た
 
 

な
技
術
の
利
用
可
能
性
及
び
使
用
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

移
動
補
助
具
、
装
置
及
び
支
援
技
術
（
新
た
な
技
術
を
含
む
。
）
並
び
に
他
の
形
態
の
援
助
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
 
 

設
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
条
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
支
援
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
良
く
提
供
す
る
た
め
、
障
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3  4   

じ
、
障
害
者
と
緊
密
に
協
議
し
、
及
び
障
害
者
を
積
極
的
に
関
与
さ
せ
る
。
 
 
 

こ
の
条
約
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
の
法
律
又
は
締
約
国
に
つ
い
て
効
力
を
有
す
る
国
際
法
に
含
ま
れ
る
規
定
で
 
 

あ
っ
て
障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
一
層
貢
献
す
る
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
条
約
の
い
ず
れ
か
の
締
約
 
 

国
に
お
い
て
法
律
、
条
約
、
規
則
又
は
慣
習
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
又
は
存
す
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
に
つ
い
て
は
、
こ
 
 

の
条
約
が
そ
れ
ら
の
権
利
若
し
く
は
自
由
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
又
は
そ
の
認
め
る
範
囲
が
よ
り
狭
い
こ
と
を
理
由
と
し
 
 

て
、
そ
れ
ら
の
権
利
及
び
自
由
を
制
限
し
、
又
は
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

こ
の
条
約
は
、
い
か
な
る
制
限
又
は
例
外
も
な
し
に
、
連
邦
国
家
の
す
べ
て
の
地
域
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
 
 

第
五
条
 
平
等
及
び
差
別
さ
れ
な
い
こ
と
 
 
 

締
約
国
は
、
す
べ
て
の
者
が
、
法
律
の
前
に
又
は
法
律
に
基
づ
い
て
平
等
で
あ
り
、
並
び
に
い
か
な
る
差
別
も
な
し
に
法
 
 

律
に
よ
る
平
等
の
保
護
及
び
利
益
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
を
理
由
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
差
別
に
対
し
て
も
平
 
 

等
の
か
つ
効
果
的
な
法
的
保
護
を
障
害
者
に
保
障
す
る
。
 
 
 

締
約
国
は
、
平
等
を
促
進
し
、
及
び
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
合
理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
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す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

4
 
障
害
者
の
事
実
上
の
平
等
を
促
進
し
、
又
は
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
特
別
の
措
置
は
、
こ
の
条
約
に
規
定
す
る
差
別
と
 
 
 

解
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

第
六
条
 
障
害
の
あ
る
女
子
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
女
子
が
複
合
的
な
差
別
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
及
び
こ
の
点
に
関
し
、
障
害
の
あ
る
 
 
 

女
子
が
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
か
つ
平
等
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。
 
 

2
 
締
約
国
は
、
女
子
に
対
し
て
こ
の
条
約
に
定
め
る
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
行
使
し
、
及
び
享
有
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
 
 
 

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
女
子
の
完
全
な
能
力
開
発
、
向
上
及
び
自
律
的
な
意
思
決
定
力
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
 
 
 

な
措
置
を
と
る
。
 
 

第
七
条
 
障
害
の
あ
る
児
童
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
他
の
児
童
と
平
等
に
す
べ
て
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
完
全
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
 
 
 

保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。
 
 

2
 
障
害
の
あ
る
児
童
に
関
す
る
す
べ
て
の
措
置
を
と
る
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
最
善
の
利
益
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
も
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2  ニう   

の
と
す
る
。
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
、
自
己
に
影
響
を
及
ぼ
す
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
自
由
に
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
 
 

権
利
並
び
に
こ
の
権
利
を
実
現
す
る
た
め
の
障
害
及
び
年
齢
に
適
し
た
支
援
を
提
供
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
 
 

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
障
害
の
あ
る
児
童
の
意
見
は
、
他
の
児
童
と
平
等
に
、
そ
の
児
童
の
年
齢
及
び
成
熟
度
に
従
っ
 
 
 

て
相
応
に
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
八
条
 
意
識
の
向
上
 
 
 

締
約
国
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
即
時
の
、
効
果
的
な
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
 
 

局
 
障
害
者
に
関
す
る
社
会
全
体
（
家
族
を
含
む
。
）
 
の
意
識
を
向
上
さ
せ
、
並
び
に
障
害
者
の
権
利
及
び
尊
厳
に
対
す
る
 
 
 

尊
重
を
育
成
す
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
あ
ら
ゆ
る
活
動
分
野
に
お
け
る
障
害
者
に
関
す
る
定
型
化
さ
れ
た
観
念
、
偏
見
及
び
有
害
な
慣
行
（
性
及
び
年
齢
を
理
 
 
 

由
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
 
と
戦
う
こ
と
。
 
 

い
 
障
害
者
の
能
力
及
び
貢
献
に
関
す
る
意
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
た
め
、
1
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
。
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第
九
条
 
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
自
立
し
て
生
活
し
、
及
び
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
 
 
 

を
目
的
と
し
て
、
障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
等
に
、
都
市
及
び
農
村
の
双
方
に
お
い
て
、
自
然
環
境
、
輸
送
機
関
、
情
報
通
 
 
 

信
（
情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
含
む
。
）
並
び
に
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
他
の
施
設
及
び
 
 
 

＼
－
′
′
 
 

）
 
 

d
 
 

（
 
 
 

（iii）（ii）  

次
の
こ
と
の
た
め
の
効
果
的
な
公
衆
の
意
識
の
啓
発
活
動
を
開
始
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。
 
 

い
 
障
害
者
の
権
利
に
対
す
る
理
解
を
育
て
る
こ
と
。
 
 
 

す
る
こ
と
。
 
 
 

教
育
制
度
の
す
べ
て
の
段
階
（
幼
年
期
か
ら
の
す
べ
て
の
児
童
に
対
す
る
教
育
制
度
を
含
む
。
）
 
に
お
い
て
、
障
害
者
 
 

の
権
利
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
。
 
 
 

す
べ
て
の
メ
デ
ィ
ア
機
関
が
、
こ
の
条
約
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
障
害
者
を
描
写
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
及
び
そ
の
権
利
に
関
す
る
啓
発
の
た
め
の
研
修
計
画
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 

障
害
者
に
対
す
る
肯
定
的
認
識
及
び
一
層
の
社
会
の
啓
発
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 

障
害
者
の
技
術
、
価
値
及
び
能
力
並
び
に
職
場
及
び
労
働
市
場
に
対
す
る
障
害
者
の
貢
献
に
つ
い
て
の
認
識
を
促
進
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2
 
締
約
国
は
、
ま
た
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 
 

局
 
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
に
関
す
る
最
低
基
準
及
び
指
針
の
実
施
を
 
 

発
展
さ
せ
、
公
表
し
、
及
び
監
視
す
る
こ
と
。
 
 
 

㈲
 
公
衆
に
開
放
さ
れ
、
又
は
提
供
さ
れ
る
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
民
間
の
団
体
が
、
障
害
者
に
と
っ
て
の
施
設
 
 
 

及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 
 

い
 
障
害
者
が
直
面
し
て
い
る
施
設
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
可
能
性
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
の
研
修
を
関
係
者
に
提
供
す
る
 
 

こ
と
。
 
 

）
 
 

′
 
 
 

）
 
 

b
 
 

（
 
 サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
は
、
施
設
及
び
サ
ー
ビ
 
 

ス
の
利
用
可
能
性
に
お
け
る
障
害
及
び
障
壁
を
特
定
し
、
及
び
撤
廃
す
る
こ
と
を
含
む
も
の
と
し
、
特
に
次
の
事
項
に
つ
い
 
 

て
適
用
す
る
。
 
 
 

公
衆
に
開
放
さ
れ
た
建
物
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
、
点
字
の
標
識
及
び
読
み
や
す
く
、
か
つ
、
理
解
し
や
す
い
形
式
 
 
 

建
物
、
道
路
、
輸
送
機
関
そ
の
他
の
屋
内
及
び
屋
外
の
施
設
 
（
学
校
、
住
居
、
医
療
施
設
及
び
職
場
を
含
む
。
）
 
 

情
報
、
通
信
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
 
（
電
子
サ
ー
ビ
ス
及
び
緊
急
事
態
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
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情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
の
設
計
、
開
発
、
生
産
及
び
分
配
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 

第
十
条
 
生
命
に
対
す
る
権
利
 
 
 

締
約
国
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
生
命
に
対
す
る
固
有
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
他
の
者
 
 

と
平
等
に
そ
の
権
利
を
効
果
的
に
享
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。
 
 

第
十
一
条
 
危
険
な
状
況
及
び
人
道
上
の
緊
急
事
態
 
 
 

（f）  （e）   

の
標
識
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 
 

公
衆
に
開
放
さ
れ
た
建
物
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
可
能
性
を
容
易
に
す
る
た
め
の
生
活
支
援
及
び
仲
介
す
る
者
（
案
内
 
 

者
、
朗
読
者
及
び
専
門
の
手
話
通
訳
を
含
む
。
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
に
よ
る
情
報
の
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
障
害
者
に
対
す
る
他
の
適
当
な
形
態
の
援
助
及
び
支
援
を
促
進
す
る
 
 

こ
と
。
 
 
 

障
害
者
に
よ
る
新
た
な
情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
 
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
。
）
 
の
利
用
を
促
進
す
 
 

る
こ
と
。
 
 
 

情
報
通
信
技
術
及
び
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
を
最
小
限
の
費
用
で
利
用
可
能
と
す
る
た
め
、
早
い
段
階
で
、
利
用
可
能
な
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締
約
国
は
、
国
際
法
（
国
際
人
道
法
及
び
国
際
人
権
法
を
含
む
。
）
 
に
基
づ
く
自
国
の
義
務
に
従
い
、
危
険
な
状
況
（
武
力
 
 

紛
争
、
人
道
上
の
緊
急
事
態
及
び
自
然
災
害
の
発
生
を
含
む
。
）
に
お
い
て
障
害
者
の
保
護
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
す
 
 

べ
て
の
必
要
な
措
置
を
と
る
。
 
 

第
十
二
条
 
法
律
の
前
に
ひ
と
し
く
認
め
ら
れ
る
権
利
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
す
べ
て
の
場
所
に
お
い
て
法
律
の
前
に
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
す
 
 
 

る
。
 
 

2
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
他
の
者
と
平
等
に
法
的
能
力
を
享
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
そ
の
法
的
能
力
の
行
使
に
当
た
っ
て
必
要
と
す
る
支
援
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
 
 
 

た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

4
 
締
約
国
は
、
法
的
能
力
の
行
使
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
措
置
に
お
い
て
、
濫
用
を
防
止
す
る
た
め
の
適
当
か
つ
効
果
的
な
 
 
 

保
護
を
国
際
人
権
法
に
従
っ
て
定
め
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
当
該
保
護
は
、
法
的
能
力
の
行
使
に
関
連
す
る
措
置
が
、
障
害
 
 
 

者
の
権
利
、
意
思
及
び
選
好
を
尊
重
す
る
こ
と
、
利
益
相
反
を
生
じ
さ
せ
ず
、
及
び
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
、
障
 
 
 

害
者
の
状
況
に
応
じ
、
か
つ
、
適
合
す
る
こ
と
、
可
能
な
限
り
短
い
期
間
に
適
用
す
る
こ
と
並
び
に
権
限
の
あ
る
、
独
立
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の
、
か
つ
、
公
平
な
当
局
又
は
司
法
機
関
に
よ
る
定
期
的
な
審
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
保
 
 
 

護
は
、
当
該
措
置
が
障
害
者
の
権
利
及
び
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
。
 
 

5
 
締
約
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
障
害
者
が
財
産
を
所
有
し
、
又
は
相
続
し
、
自
己
の
会
計
を
 
 
 

管
理
し
、
及
び
銀
行
貸
付
け
、
抵
当
そ
の
他
の
形
態
の
金
融
上
の
信
用
に
つ
い
て
均
等
な
機
会
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
 
 

し
 
 
 

平
等
の
権
利
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
か
つ
効
果
的
な
措
置
を
と
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
そ
の
財
産
を
窓
意
的
 
 
 

に
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 

第
十
三
条
 
司
法
手
続
の
利
用
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
す
べ
て
の
法
的
手
続
 
（
捜
査
段
階
そ
の
他
予
備
的
な
段
階
を
含
む
。
）
 
に
お
い
て
直
接
及
び
間
接
 
 
 

の
参
加
者
 
（
証
人
を
含
む
。
）
 
と
し
て
効
果
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
手
続
上
の
配
慮
及
び
年
齢
に
 
 
 

適
し
た
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
司
法
手
続
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
 
 
 

す
る
。
 
 

2
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
司
法
手
続
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
役
立
て
る
た
め
、
司
法
に
係
る
分
野
に
携
わ
る
者
 
（
警
 
 
 

察
官
及
び
刑
務
官
を
含
む
。
）
 
に
対
す
る
適
当
な
研
修
を
促
進
す
る
。
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2   1  

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
自
由
の
は
く
奪
が
障
害
の
存
在
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
。
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
い
ず
れ
の
手
続
を
通
じ
て
自
由
を
奪
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
 
 

等
に
国
際
人
権
法
に
よ
る
保
障
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
こ
の
条
約
の
目
的
及
び
原
則
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
 
 

る
こ
と
 
（
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
 
を
確
保
す
る
。
 
 

第
十
五
条
 
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
か
ら
の
自
由
 
 
 

い
か
な
る
者
も
、
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
を
受
け
な
い
。
 
 

特
に
、
い
か
な
る
者
も
、
そ
の
自
由
な
同
意
な
し
に
医
学
的
又
は
科
学
的
実
験
を
受
け
な
い
。
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
を
受
け
る
 
 

こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
他
の
者
と
の
平
等
を
基
礎
と
し
て
、
す
べ
て
の
効
果
的
な
立
法
上
、
行
政
上
、
司
法
上
そ
の
他
の
 
 

）
 
 

／
 
 

第
十
四
条
 
身
体
の
自
由
及
び
安
全
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
、
 
他
の
者
と
平
等
に
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 
 

身
体
の
自
由
及
び
安
全
に
つ
い
て
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
。
 
 

し
 
 
 

不
法
に
又
は
窓
意
的
に
自
由
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
、
い
か
な
る
自
由
の
は
く
奪
も
法
律
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
及
び
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措
置
を
と
る
。
 
 

第
十
六
条
 
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
か
ら
の
自
由
 
 

l
 
締
約
国
は
、
家
庭
の
内
外
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
（
性
別
を
理
由
と
す
る
も
の
を
含
む
。
）
 
 
 

か
ら
障
害
者
を
保
護
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
立
法
上
、
行
政
上
、
社
会
上
、
教
育
上
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
。
 
 

2
 
 ま
た
、
締
約
国
は
、
特
に
、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
介
護
者
に
対
す
る
適
当
な
形
態
の
性
別
及
び
年
齢
に
配
慮
し
 
 
 

た
援
助
及
び
支
援
（
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
の
事
案
を
防
止
し
、
認
識
し
、
及
び
報
告
す
る
方
法
に
関
す
る
情
報
及
び
教
育
 
 
 

を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
を
防
止
 
 
 

す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
締
約
国
は
、
保
護
事
業
が
年
齢
、
性
別
及
び
障
害
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
 
 
 

こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
障
害
者
に
役
立
つ
こ
と
を
意
図
し
た
 
 
 

す
べ
て
の
施
設
及
び
計
画
が
独
立
し
た
当
局
に
よ
り
効
果
的
に
監
視
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 

4
 
締
約
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
搾
取
、
暴
力
又
は
虐
待
の
被
害
者
と
な
る
障
害
者
の
身
体
的
、
認
知
的
及
び
心
理
的
な
回
 
 
 

復
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
並
び
に
社
会
復
帰
を
促
進
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
（
保
護
事
業
の
提
供
に
よ
る
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も
の
を
含
む
。
）
 
を
と
る
。
こ
の
よ
う
な
回
復
及
び
復
帰
は
、
障
害
者
の
健
康
、
福
祉
、
自
尊
心
、
尊
厳
及
び
自
律
を
育
成
 
 
 

す
る
環
境
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
性
別
及
び
年
齢
に
応
じ
た
ニ
ー
ズ
を
考
慮
に
入
れ
る
。
 
 

5
 
締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
す
る
搾
取
、
暴
力
及
び
虐
待
の
事
案
が
特
定
さ
れ
、
捜
査
さ
れ
、
及
び
適
当
な
場
合
に
は
訴
追
 
 
 

さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
効
果
的
な
法
令
及
び
政
策
 
（
女
子
及
び
児
童
に
重
点
を
置
い
た
法
令
及
び
政
策
を
含
む
。
）
 
 

を
実
施
す
る
。
 
 

第
十
七
条
 
個
人
が
健
全
で
あ
る
こ
と
の
保
護
 
 
 

す
べ
て
の
障
害
者
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
そ
の
心
身
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
尊
重
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。
 
 

第
十
八
条
 
移
動
の
自
由
及
び
国
籍
に
つ
い
て
の
権
利
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
移
動
の
自
由
、
居
 
 
 

住
の
自
由
及
び
国
籍
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
 
 

し
 
 
 

局
 
国
籍
を
取
得
し
、
及
び
変
更
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
並
び
に
そ
の
国
籍
を
悉
意
的
に
又
は
障
害
を
理
由
と
し
て
奪
わ
 
 

れ
な
い
こ
と
。
 
 
 

㈲
 
国
籍
に
係
る
文
書
若
し
く
は
身
元
に
係
る
他
の
文
書
を
入
手
し
、
所
有
し
、
及
び
利
用
す
る
こ
と
又
は
移
動
の
自
由
に
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2
 
障
害
の
あ
る
児
童
は
、
出
生
の
後
直
ち
に
登
録
さ
れ
る
。
障
害
の
あ
る
児
童
は
、
出
生
の
暗
か
ら
氏
名
を
有
す
る
権
利
及
 
 
 

び
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
で
き
る
限
り
そ
の
父
母
を
知
り
、
か
つ
、
そ
の
父
母
に
よ
っ
て
養
 
 
 

育
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。
 
 

第
十
九
条
 
自
立
し
た
生
活
及
び
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

こ
の
条
約
の
締
約
国
は
、
す
べ
て
の
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
の
選
択
の
機
会
を
も
っ
て
地
域
社
会
で
生
活
す
る
平
等
の
権
 
 

利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
、
こ
の
権
利
を
完
全
に
享
受
し
、
並
び
に
地
域
社
会
に
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
及
び
参
 
 

加
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
 
 

る
も
の
を
含
む
。
 
 

）
 
 

）
 
 

d
 
 

（
 
 

つ
い
て
の
権
利
の
行
使
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
関
連
手
続
（
例
え
ば
、
出
入
国
の
手
続
）
を
利
用
す
る
こ
 
 

と
を
、
障
害
を
理
由
と
し
て
奪
わ
れ
な
い
こ
と
。
 
 
 

い
ず
れ
の
国
 
（
自
国
を
含
む
。
）
 
か
ら
も
自
由
に
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
 
 

し
 
 
 

自
国
に
戻
る
権
利
を
悪
意
的
に
又
は
障
害
を
理
由
と
し
て
奪
わ
れ
な
い
こ
と
。
 
 

障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
等
に
、
居
住
地
を
選
択
し
、
及
び
ど
こ
で
誰
と
生
活
す
る
か
を
選
択
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
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と
並
び
に
特
定
の
居
住
施
設
で
生
活
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
。
 
 
 

㈲
 
地
域
社
会
に
お
け
る
生
活
及
び
地
域
社
会
へ
の
受
入
れ
を
支
援
し
、
並
び
に
地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
及
び
隔
離
を
防
止
 
 

す
る
た
め
に
必
要
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
居
住
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
地
域
社
会
支
援
サ
ー
ビ
ス
 
（
人
的
支
援
を
含
む
。
）
 
を
 
 

障
害
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
 
 
 

一
般
住
民
向
け
の
地
域
社
会
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
が
、
障
害
者
に
と
っ
て
他
の
者
と
平
等
に
利
用
可
能
で
あ
り
、
か
 
 

つ
、
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
条
 
個
人
的
な
移
動
を
容
易
に
す
る
こ
と
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
で
き
る
限
り
自
立
し
て
移
動
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
効
果
的
な
措
置
を
 
 
 

と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
 
 
 

局
 
障
害
者
が
、
自
ら
選
択
す
る
方
法
で
、
自
ら
選
択
す
る
時
に
、
か
つ
、
妥
当
な
費
用
で
個
人
的
に
移
動
す
る
こ
と
を
容
 
 

易
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

㈲
 
障
害
者
が
質
の
高
い
移
動
補
助
具
、
装
置
、
支
援
技
術
、
生
活
支
援
及
び
仲
介
す
る
者
を
利
用
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
 
 

る
こ
と
 
（
こ
れ
ら
を
妥
当
な
費
用
で
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。
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う
奨
励
す
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
一
条
 
表
現
及
び
意
見
の
自
由
並
び
に
情
報
の
利
用
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
第
二
条
に
定
め
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
音
怠
疎
通
で
あ
っ
て
自
ら
選
択
す
る
も
の
に
よ
り
、
表
現
及
 
 

び
意
見
の
自
由
（
他
の
者
と
平
等
に
情
報
及
び
考
え
を
求
め
、
受
け
、
及
び
伝
え
る
自
由
を
含
む
。
）
 
に
つ
い
て
の
権
利
を
行
 
 

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
こ
と
に
よ
る
も
の
 
 

を
含
む
。
 
 

（c）   

）
 
 

d
 
 

（
 
 

障
害
者
に
対
し
、
様
々
な
種
類
の
障
害
に
相
応
し
た
利
用
可
能
な
様
式
及
び
技
術
に
よ
り
、
適
時
に
、
か
つ
、
追
加
の
 
 

費
用
を
伴
わ
ず
、
一
般
公
衆
向
け
の
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 
 

公
的
な
活
動
に
お
い
て
、
手
話
、
点
字
、
補
助
的
及
び
代
替
的
な
意
思
疎
通
並
び
に
障
害
者
が
自
ら
選
択
す
る
他
の
す
 
 

べ
て
の
利
用
可
能
な
意
思
疎
通
の
手
段
、
形
態
及
び
様
式
を
用
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
、
及
び
容
易
に
す
る
こ
と
。
 
 

一
般
公
衆
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
 
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
民
間
の
団
体
が
情
報
及
び
 
 
 

障
害
者
及
び
障
害
者
と
共
に
行
動
す
る
専
門
職
員
に
対
し
、
移
動
技
術
に
関
す
る
研
修
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 

移
動
補
助
具
、
装
置
及
び
支
援
技
術
を
生
産
す
る
事
業
体
に
対
し
、
障
害
者
の
移
動
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
考
慮
す
る
よ
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サ
ー
ビ
ス
を
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
又
は
使
用
可
能
な
様
式
で
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。
 
 

仙
 
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
 
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
情
報
を
提
供
す
る
者
を
含
む
。
）
が
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
障
害
者
に
と
つ
 
 
 

て
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
。
 
 

い
 
手
話
の
使
用
を
認
め
、
及
び
促
進
す
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
二
条
 
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
 
 

い
か
な
る
障
害
者
も
、
居
住
地
又
は
居
住
施
設
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
家
族
、
住
居
又
は
通
信
そ
 
 

し
 
 

の
他
の
形
態
の
意
思
疎
通
に
対
し
て
窓
意
的
に
又
は
不
法
に
干
渉
さ
れ
ず
、
ま
た
、
名
誉
及
び
信
用
を
不
法
に
攻
撃
さ
れ
な
 
 
 

い
。
障
害
者
は
、
こ
の
よ
う
な
干
渉
又
は
攻
撃
に
対
す
る
法
律
の
保
護
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
 
 
 

締
約
国
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
障
害
者
の
個
人
、
健
康
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
情
報
に
係
る
プ
ラ
イ
バ
 
 
 

シ
ー
を
保
護
す
る
。
 
 

第
二
十
三
条
 
家
庭
及
び
家
族
の
尊
重
 
 
 

締
約
国
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
婚
姻
、
家
族
及
び
親
子
関
係
に
係
る
す
べ
て
の
事
項
に
関
し
、
障
害
者
に
対
 
す
る
差
別
 
 

を
撤
廃
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
措
置
は
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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2
 
締
約
国
は
、
子
の
後
見
、
養
子
縁
組
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
制
度
が
国
内
法
令
に
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
制
度
 
 
 

に
係
る
障
害
者
の
権
利
及
び
責
任
を
確
保
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
、
子
の
最
善
の
利
益
は
至
上
で
あ
る
。
締
約
国
 
 
 

は
、
障
害
者
が
子
の
養
育
に
つ
い
て
の
責
任
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
当
該
障
害
者
に
対
し
て
適
当
な
援
助
を
与
え
る
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
障
害
の
あ
る
児
童
が
家
庭
生
活
に
つ
い
て
平
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
権
 
 
 

利
を
実
現
し
、
並
び
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
隠
匿
、
遺
棄
、
放
置
及
び
隔
離
を
防
止
す
る
た
め
、
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
そ
 
 
 

の
家
族
に
対
し
、
包
括
的
な
情
報
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
支
援
を
早
期
に
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
 
 

4
 
締
約
国
は
、
児
童
が
そ
の
父
母
の
意
思
に
反
し
て
そ
の
父
母
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
た
だ
し
、
権
限
の
 
 

（a）  

婚
姻
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
年
齢
の
す
べ
て
の
障
害
者
が
、
両
当
事
者
の
自
由
か
つ
完
全
な
合
意
に
基
づ
い
て
婚
姻
を
 
 

し
、
か
つ
、
家
族
を
形
成
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
子
の
数
及
び
出
産
の
間
隔
を
自
由
に
か
つ
責
任
を
も
っ
て
決
定
す
る
権
利
並
び
に
障
害
者
が
年
齢
に
適
し
た
 
 

情
報
、
生
殖
及
び
家
族
計
画
に
係
る
教
育
を
享
受
す
る
権
利
を
認
め
、
並
び
に
障
害
者
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
 
 

と
を
可
能
と
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
 
（
児
童
を
含
む
。
）
 
が
、
他
の
者
と
平
等
に
生
殖
能
力
を
保
持
す
る
こ
と
。
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あ
る
当
局
が
司
法
の
審
査
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
適
用
の
あ
る
法
律
及
び
手
続
に
従
い
そ
の
分
離
が
児
童
の
最
善
の
利
 
 
 

益
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
決
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
い
か
な
る
場
合
に
も
、
児
童
は
、
自
己
が
障
害
を
有
 
 
 

す
る
こ
と
又
は
父
母
の
一
方
若
し
く
は
双
方
が
障
害
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
父
母
か
ら
分
離
さ
れ
な
い
。
 
 

5
 
締
約
国
は
、
近
親
の
家
族
が
障
害
の
あ
る
児
童
を
監
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
層
広
い
範
囲
の
家
族
の
中
 
 
 

で
代
替
的
な
監
護
を
提
供
し
、
及
び
こ
れ
が
不
可
能
な
と
き
は
、
地
域
社
会
の
中
で
家
庭
的
な
環
境
に
よ
り
代
替
的
な
監
護
 
 
 

を
提
供
す
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
。
 
 

第
二
十
四
条
 
教
育
 
 

1
 
締
約
国
は
、
教
育
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
権
利
を
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
機
会
の
均
 
 
 

等
を
基
礎
と
し
て
実
現
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
障
害
者
を
包
容
す
る
教
育
制
度
及
 
 
 

び
生
涯
学
習
を
確
保
す
る
。
 
 
 

付
 
人
問
の
潜
在
能
力
並
び
に
尊
厳
及
び
自
己
の
価
値
に
つ
い
て
の
意
識
を
十
分
に
発
達
さ
せ
、
並
び
に
人
権
、
基
本
的
自
 
 
 

由
及
び
人
間
の
多
様
性
の
尊
重
を
強
化
す
る
こ
と
。
 
 
 

㈲
 
障
害
者
が
、
そ
の
人
格
、
才
能
及
び
創
造
力
並
び
に
精
神
的
及
び
身
体
的
な
能
力
を
そ
の
可
能
な
最
大
限
度
ま
で
発
達
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化
さ
れ
た
支
援
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
地
域
社
会
の
構
成
員
と
し
て
教
育
に
完
全
か
つ
平
等
に
参
加
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
障
 
 
 

害
者
が
生
活
す
る
上
で
の
技
能
及
び
社
会
的
な
発
達
の
た
め
の
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
 
 
 

2
 
締
約
国
は
、
1
の
権
利
の
実
現
に
当
た
り
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 

）
 
 

）
 
 
 

C
 
 

（
 
 

）
 
 

d
 
 

（
 
 

）
 
 

′
 
 
 

さ
せ
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
自
由
な
社
会
に
効
果
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。
 
 

障
害
者
が
障
害
を
理
由
と
し
て
教
育
制
度
一
般
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
及
び
障
害
の
あ
る
児
童
が
障
害
を
理
由
と
し
 
 

て
無
償
の
か
つ
義
務
的
な
初
等
教
育
か
ら
又
は
中
等
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
、
他
の
者
と
平
等
に
、
自
己
の
生
活
す
る
地
域
社
会
に
お
い
て
、
包
容
さ
れ
、
質
が
高
く
、
か
つ
、
無
償
の
 
 

初
等
教
育
の
機
会
及
び
中
等
教
育
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
。
 
 
 

個
人
に
必
要
と
さ
れ
る
合
理
的
配
慮
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
、
そ
の
効
果
的
な
教
育
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
教
育
制
度
一
般
の
下
で
受
け
る
こ
と
。
 
 
 

学
問
的
及
び
社
会
的
な
発
達
を
最
大
に
す
る
環
境
に
お
い
て
、
完
全
な
包
容
と
い
う
目
標
に
合
敦
す
る
効
果
的
で
個
別
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5  

最
も
適
当
な
言
語
並
び
に
音
苗
心
疎
通
の
形
態
及
び
手
段
で
、
か
つ
、
学
問
的
及
び
社
会
的
な
発
達
を
最
大
に
す
る
環
境
に
 
 

お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 
 

締
約
国
は
、
1
の
権
利
の
実
現
の
確
保
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
手
話
又
は
点
字
に
つ
い
て
能
力
を
有
す
る
教
 
 

員
 
（
障
害
の
あ
る
教
員
を
含
む
。
）
 
を
雇
用
し
、
並
び
に
教
育
の
す
べ
て
の
段
階
に
従
事
す
る
専
門
家
及
び
職
員
に
対
す
る
 
 

研
修
を
行
う
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
研
修
に
は
、
障
害
に
つ
い
て
の
意
識
の
向
上
を
組
み
入
れ
、
ま
た
、
適
当
 
 

な
意
思
疎
通
の
補
助
的
及
び
代
替
的
な
形
態
、
手
段
及
び
様
式
の
使
用
並
び
に
障
害
者
を
支
援
す
る
た
め
の
教
育
技
法
及
び
 
 

教
材
の
使
用
を
組
み
入
れ
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
他
の
者
と
平
等
に
高
等
教
育
一
般
、
職
業
訓
練
、
成
人
教
育
及
び
生
涯
 
 

）
 
 

国
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

付
 
点
字
、
代
替
的
な
文
字
、
音
苗
心
疎
通
の
補
助
的
及
び
代
替
的
な
形
態
、
手
段
及
び
様
式
並
び
に
適
応
及
び
移
動
の
た
め
 
 
 

の
技
能
の
習
得
並
び
に
障
害
者
相
互
に
よ
る
支
援
及
び
助
言
を
容
易
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

手
話
の
習
得
及
び
聴
覚
障
害
者
の
社
会
の
言
語
的
な
同
一
性
の
促
進
を
容
易
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

視
覚
障
害
若
し
く
は
聴
覚
障
害
又
は
こ
れ
ら
の
重
複
障
害
の
あ
る
者
 
（
特
に
児
童
）
 
の
教
育
が
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
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学
習
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
合
理
的
配
慮
が
障
害
者
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
 
 
 

確
保
す
る
。
 
 

第
二
十
五
条
 
健
康
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
な
し
に
到
達
可
能
な
最
高
水
準
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
 
 

を
認
め
る
。
締
約
国
は
、
障
害
者
が
性
別
に
配
慮
し
た
保
健
サ
ー
ビ
ス
（
保
健
に
関
連
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
。
）
 
 

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
締
約
国
は
、
特
に
、
次
の
こ
と
を
行
 
 

ス
ノ
0
 
 （c）   

障
害
者
に
対
し
て
他
の
者
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
同
一
の
範
囲
、
質
及
び
水
準
の
無
償
の
又
は
妥
当
な
保
健
及
び
保
健
 
 

計
画
（
性
及
び
生
殖
に
係
る
健
康
並
び
に
住
民
の
た
め
の
公
衆
衛
生
計
画
の
分
野
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
特
に
そ
の
障
害
の
た
め
に
必
要
と
す
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
 
（
適
当
な
場
合
に
は
、
早
期
発
見
及
び
早
期
関
与
を
 
 

含
む
。
）
並
び
に
特
に
児
童
及
び
高
齢
者
の
間
で
障
害
の
悪
化
を
最
小
限
に
し
、
及
び
防
止
す
る
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
 
 

供
す
る
こ
と
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
、
障
害
者
自
身
が
属
す
る
地
域
社
会
（
農
村
を
含
む
。
）
 
の
可
能
な
限
り
近
く
に
お
い
て
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行
い
、
及
び
障
害
者
に
対
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
。
 
 

的
 
保
健
若
し
く
は
保
健
サ
ー
ビ
 ス
又
は
食
糧
及
び
飲
料
の
提
供
に
関
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
的
な
拒
否
を
防
止
す
 
 
 

る
こ
と
。
 
 

第
二
十
六
条
 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
最
大
限
の
自
立
並
び
に
十
分
な
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
及
び
職
業
的
な
能
力
を
達
成
し
、
 
 

及
び
維
持
し
、
並
び
に
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
及
び
参
加
す
る
こ
と
を
達
成
し
、
及
び
維
持
す
 
 

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
効
果
的
か
つ
適
当
な
措
置
 
（
障
害
者
相
互
に
よ
る
支
援
を
通
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
 
を
と
 
 

る
。
 
こ
の
た
め
、
締
約
国
は
、
特
に
、
保
健
、
雇
用
、
教
育
及
び
社
会
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
い
て
、
包
括
的
な
リ
 
 

提
供
す
る
こ
と
。
 
 

保
健
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
特
に
、
研
修
を
通
じ
て
及
び
公
私
の
保
健
に
関
す
る
倫
理
基
準
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
障
害
者
の
人
権
、
尊
厳
、
自
立
及
び
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
者
と
同
一
の
質
の
医
療
 
 
 

（
例
え
ば
、
情
報
に
基
づ
く
自
由
な
同
意
を
基
礎
と
し
た
医
療
）
 
を
障
害
者
に
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。
 
 
 

健
康
保
険
及
び
国
内
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
生
命
保
険
の
提
供
に
当
た
り
、
公
正
か
つ
妥
当
な
方
法
で
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1  

修
の
充
実
を
促
進
す
る
。
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
支
援
装
置
及
び
支
援
技
術
で
あ
っ
て
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
連
す
る
 
 

も
の
の
利
用
可
能
性
、
知
識
及
び
使
用
を
促
進
す
る
。
 
 

第
二
十
七
条
 
労
働
及
び
雇
用
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
労
働
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
障
害
者
 
 

に
対
し
て
開
放
さ
れ
、
障
害
者
を
受
け
入
れ
、
及
び
障
害
者
に
と
つ
て
利
用
可
能
な
労
働
市
場
及
び
労
働
環
境
に
お
い
て
、
 
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
企
画
し
、
強
化
し
、
及
び
拡
張
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
 
 

ら
の
サ
ー
ビ
ス
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
と
す
る
。
 
 
 

可
能
な
限
り
初
期
の
段
階
に
お
い
て
開
始
し
、
並
び
に
個
人
の
ニ
ー
ズ
及
び
長
所
に
関
す
る
総
合
的
な
評
価
を
基
礎
と
 
 

す
る
こ
と
。
 
 
 

地
域
社
会
及
び
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
へ
の
参
加
及
び
受
入
れ
を
支
援
し
、
自
発
的
な
も
の
と
し
、
並
び
に
障
害
者
自
 
 

身
が
属
す
る
地
域
社
会
（
農
村
を
含
む
。
）
 
の
可
能
な
限
り
近
く
に
お
い
て
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

締
約
国
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
専
門
家
及
び
職
員
に
対
す
る
初
期
研
修
及
び
継
続
的
な
研
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ー
 
 
′
 
 

d
 
 

（
 
 
 障

害
者
が
自
由
に
選
択
し
、
又
は
承
諾
す
る
労
働
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
る
機
会
を
有
す
る
権
利
を
含
む
。
締
約
国
は
、
特
 
 

に
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
 
（
立
法
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
 
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
に
つ
い
て
の
障
害
者
 
 

（
雇
用
の
過
程
で
障
害
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
者
を
含
む
。
）
 
の
権
利
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す
 
 
 

る
。
 
 

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
雇
用
に
係
る
す
べ
て
の
事
項
 
（
募
集
、
採
用
及
び
雇
用
の
条
件
、
雇
用
の
継
続
、
昇
進
並
び
に
安
全
 
 

か
つ
健
康
的
な
作
業
条
件
を
含
む
。
）
 
に
関
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
。
 
 
 

他
の
者
と
平
等
に
、
公
正
か
つ
良
好
な
労
働
条
件
 
（
例
え
ば
、
均
等
な
機
会
及
び
同
一
価
値
の
労
働
に
つ
い
て
の
同
一
 
 

報
酬
）
、
安
全
か
つ
健
康
的
な
作
業
条
件
 
（
例
え
ば
、
嫌
が
ら
せ
か
ら
の
保
護
）
 
及
び
苦
情
に
対
す
る
救
済
に
つ
い
て
の
 
 

障
害
者
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
労
働
組
合
に
つ
い
て
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
が
技
術
及
び
職
業
の
指
導
に
関
す
る
一
般
的
な
計
画
、
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
職
業
訓
練
及
び
継
続
的
な
 
 

訓
練
を
効
果
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

労
働
市
場
に
お
い
て
障
害
者
の
雇
用
機
会
の
増
大
を
図
り
、
及
び
そ
の
昇
進
を
促
進
す
る
こ
と
並
び
に
職
業
を
求
め
、
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2
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
奴
隷
の
状
態
又
は
隷
属
状
態
に
置
か
れ
な
い
こ
と
及
び
他
の
者
と
平
等
に
強
制
労
働
か
ら
保
護
 
 
 

さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 

第
二
十
八
条
 
相
当
な
生
活
水
準
及
び
社
会
的
な
保
障
 
 

1
 
締
約
国
は
、
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
相
当
な
生
活
水
準
（
相
当
な
食
糧
、
衣
類
及
び
住
居
を
含
む
。
）
 
に
つ
い
て
の
障
 
 
 

害
者
の
権
利
並
び
に
生
活
条
件
の
不
断
の
改
善
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
 
 
 

）
 
 

・
l
 
 
 

（
－
 
 

）
 
 

．
1
J
 
 

（
 
 

）
 
 

k
 
 

／
し
 
 

－
 
 
／
 
 
 

g
 
 

（
 
 

－
 
 
 
・
 
 

h
 
 

（
 
 

こ
れ
に
就
き
、
こ
れ
を
継
続
し
、
及
び
そ
の
職
業
に
復
帰
す
る
際
の
支
援
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

自
営
活
動
の
機
会
、
起
業
能
力
、
協
同
組
合
の
発
展
及
び
自
己
の
事
業
の
開
始
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

公
的
部
門
に
お
い
て
障
害
者
を
雇
用
す
る
こ
と
。
 
 
 

適
当
な
政
策
及
び
措
置
（
積
極
的
差
別
是
正
措
置
、
奨
励
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
 
を
通
じ
 
 

て
、
民
間
部
門
に
お
け
る
障
害
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

職
場
に
お
い
て
合
理
的
配
慮
が
障
害
者
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 
 

開
か
れ
た
労
働
市
場
に
お
い
て
障
害
者
が
実
務
経
験
を
取
得
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
。
 
 
 

障
害
者
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
職
業
の
保
持
及
び
職
場
復
帰
計
画
を
促
進
す
る
こ
と
。
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別
な
し
に
こ
の
権
利
を
実
現
す
る
こ
と
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

2
 
締
約
国
は
、
社
会
的
な
保
障
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
及
び
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
な
し
に
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
 
 
 

こ
と
に
つ
い
て
の
障
害
者
の
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
こ
の
権
利
の
実
現
を
保
障
し
、
及
び
促
進
す
る
た
め
の
適
当
な
措
 
 
 

置
を
と
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
次
の
措
置
を
含
む
。
 
 

）
 
 d

 
 

（
 
 

障
害
者
が
清
浄
な
水
の
サ
ー
ビ
ス
を
平
等
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
障
害
者
が
障
害
に
関
連
す
る
ニ
ー
ズ
に
 
 

係
る
適
当
か
つ
利
用
可
能
な
サ
ー
ビ
ス
、
装
置
そ
の
他
の
援
助
を
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 
 
 

障
害
者
（
特
に
、
障
害
の
あ
る
女
子
及
び
高
齢
者
）
 
が
社
会
的
な
保
障
及
び
貧
困
削
減
に
関
す
る
計
画
を
利
用
す
る
こ
 
 

と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 
 
 

貧
困
の
状
況
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
が
障
害
に
関
連
す
る
費
用
を
伴
っ
た
国
の
履
助
（
適
当
 
 

な
研
修
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
財
政
的
援
助
及
び
休
息
介
護
を
含
む
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 
 
 

障
害
者
が
公
営
住
宅
計
画
を
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 
 
 

障
害
者
が
退
職
に
伴
う
給
付
及
び
計
画
を
平
等
に
利
用
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
 
 

第
二
十
九
条
 
政
治
的
及
び
公
的
活
動
へ
の
参
加
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締
約
国
は
、
障
害
者
に
対
し
て
政
治
的
権
利
を
保
障
し
、
及
び
他
の
者
と
平
等
に
こ
の
権
利
を
享
受
す
る
機
会
を
保
障
す
る
 
 

も
の
と
し
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。
 
 
 

（b）   

）
 
 

・
l
 
 

・
l
 
 

・
l
 
 

（
 
 

特
に
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
直
接
に
、
又
は
自
由
に
選
ん
だ
代
表
者
を
通
じ
て
、
他
の
者
と
平
 
 

等
に
政
治
的
及
び
公
的
活
動
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
 
（
障
害
者
が
投
票
し
、
及
び
選
挙
さ
 
 

れ
る
権
利
及
び
機
会
を
含
む
。
）
 
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 

）
 
 

・
l
 
 

・
l
 
 

（
 
 

投
票
の
手
続
、
設
備
及
び
資
料
が
適
当
で
あ
り
、
利
用
可
能
で
あ
り
、
並
び
に
そ
の
理
解
及
び
使
用
が
容
易
で
あ
る
 
 

こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 
 

適
当
な
場
合
に
は
技
術
支
援
及
び
新
た
な
技
術
の
使
用
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
が
、
選
挙
及
び
国
民
 
 

投
票
に
お
い
て
脅
迫
を
受
け
る
こ
と
な
く
秘
密
投
票
に
よ
っ
て
投
票
す
る
権
利
並
び
に
選
挙
に
立
候
補
す
る
権
利
並
び
 
 

に
政
府
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
効
果
的
に
在
職
し
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
公
務
を
遂
行
す
る
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
。
 
 
 

選
挙
人
と
し
て
の
障
害
者
の
意
思
の
自
由
な
表
明
を
保
障
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
必
要
な
場
合
に
は
、
障
害
者
の
 
 

要
請
に
応
じ
て
当
該
障
害
者
が
選
択
す
る
者
が
投
票
の
際
に
援
助
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。
 
 

障
害
者
が
、
差
別
な
し
に
、
か
つ
、
他
の
者
と
平
等
に
政
治
に
効
果
的
か
つ
完
全
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
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）
 
 

′
 
 
 

）
 
 

L
U
 
 

l
、
 
 

運
営
に
参
加
す
る
こ
と
。
 
 

l
・
 
 ‥

H
 
国
際
、
国
内
、
地
域
及
び
地
方
の
各
段
階
に
お
い
て
障
害
者
を
代
表
す
る
た
め
の
組
織
を
結
成
し
、
並
び
に
こ
れ
に
 
 

・
し
 
 

参
加
す
る
こ
と
。
 
 

第
三
十
条
 
文
化
的
な
生
活
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
参
加
 
 
 

締
約
国
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
文
化
的
な
生
活
に
参
加
す
る
権
利
を
認
め
る
も
の
と
し
、
障
害
者
が
次
の
こ
と
 
 

を
行
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

利
用
可
能
な
様
式
を
通
じ
て
、
文
化
的
な
作
品
を
享
受
す
る
こ
と
。
 
 
 

利
用
吋
能
な
様
式
を
通
じ
て
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
番
組
、
映
画
、
演
劇
そ
の
他
の
文
化
的
な
活
動
を
享
受
す
る
こ
と
。
 
 
 

文
化
的
な
公
演
又
は
サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
る
場
所
 
（
例
え
ば
、
劇
場
、
博
物
館
、
映
画
館
、
図
書
館
、
観
光
サ
ー
ビ
 
 

ス
）
 
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
享
受
し
、
並
び
に
で
き
る
限
り
自
国
の
文
化
的
に
重
要
な
記
念
物
及
び
遺
跡
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
享
 
 
 

受
す
る
こ
と
。
 
 
 

積
極
的
に
促
進
し
、
及
び
政
治
へ
の
障
害
者
の
参
加
を
奨
励
す
る
こ
と
。
政
治
へ
の
参
加
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
。
 
 

国
の
公
的
及
び
政
治
的
活
動
に
関
係
の
あ
る
非
政
府
機
関
及
び
非
政
府
団
体
に
参
加
し
、
並
び
に
政
党
の
活
動
及
び
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2
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
、
自
己
の
利
益
の
た
め
の
み
で
な
く
、
社
会
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
も
、
創
造
的
、
芸
術
的
及
び
 
 
 

知
的
な
潜
在
能
力
を
開
発
し
、
及
び
活
用
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
国
際
法
に
従
い
、
知
的
財
産
権
を
保
護
す
る
法
律
が
、
障
害
者
が
文
化
的
な
作
品
を
享
受
す
る
機
会
を
妨
げ
 
 
 

る
不
当
な
又
は
差
別
的
な
障
壁
と
な
ら
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

4
 
障
害
者
は
、
他
の
者
と
平
等
に
、
そ
の
独
自
の
文
化
的
及
び
言
語
的
な
同
一
性
（
手
話
及
び
聴
覚
障
害
者
の
文
化
を
含
む
。
）
 
 
 

の
承
認
及
び
支
持
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
 
 

5
 
締
約
国
は
、
障
害
者
が
他
の
者
と
平
等
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
可
能
 
 
 

と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
次
の
こ
と
の
た
め
の
適
当
な
措
置
を
と
る
。
 
 

障
害
者
が
あ
ら
ゆ
る
水
準
の
一
般
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
に
可
能
な
限
り
参
加
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
及
び
促
進
す
る
こ
 
 

と
。
 
 
 

障
害
者
が
障
害
に
応
じ
た
ス
ポ
ー
ツ
活
動
及
び
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
組
織
し
、
及
び
発
展
さ
せ
、
並
び
に
こ
れ
 
 

ら
に
参
加
す
る
機
会
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
適
当
な
指
導
、
研
修
及
び
資
源
が
他
の
者
と
平
等
 
 

に
提
供
さ
れ
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
。
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と
。
 
 

刷
 
障
害
の
あ
る
児
童
が
遊
び
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
（
学
校
制
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
活
動
 
 
 

を
含
む
。
）
 
へ
の
参
加
に
つ
い
て
均
等
な
機
会
を
享
受
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 

い
 
障
害
者
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
観
光
、
余
暇
及
び
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
企
画
に
関
与
す
る
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
 
 
 

す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
 
 

第
三
十
一
条
 
統
計
及
び
資
料
の
収
集
 
 
 

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
を
実
 現
す
る
た
め
の
政
策
を
立
案
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
適
当
な
情
報
 
 

（
統
計
資
料
及
び
研
究
資
料
を
含
む
。
）
 
を
収
集
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の
情
報
を
収
集
し
、
及
び
保
存
す
る
過
程
 
 

は
、
次
の
こ
と
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

障
害
者
の
秘
密
の
保
持
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
尊
重
を
確
保
す
る
た
め
、
法
令
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
保
護
（
資
料
の
 
 
 

保
護
に
関
す
る
法
令
を
含
む
。
）
 
を
遵
守
す
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
人
権
及
び
基
本
的
自
由
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
規
範
並
び
に
統
計
の
収
集
及
び
利
用
に
関
す
 
 

障
害
者
が
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
及
び
観
光
の
場
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
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る
倫
理
上
の
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
。
 
 

2
 
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
適
宜
分
類
さ
れ
る
も
の
と
し
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
締
約
国
の
義
務
の
 
 
 

履
行
の
評
価
に
役
立
て
る
た
め
、
並
び
に
障
害
者
が
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
際
に
直
面
す
る
障
壁
を
特
定
し
、
及
び
当
該
障
 
 
 

壁
に
対
処
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。
 
 

3
 
締
約
国
は
、
こ
れ
ら
の
統
計
の
普
及
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
も
の
と
し
、
障
害
者
及
び
他
の
者
が
当
該
統
計
を
利
用
可
能
 
 
 

と
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
 
 

第
三
十
二
条
 
国
際
協
力
 
 

l
 
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
目
的
及
び
趣
旨
を
実
現
す
る
た
め
の
自
国
の
努
力
を
支
援
す
る
た
め
に
国
際
協
力
及
び
そ
の
促
 
 
 

進
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
こ
の
点
に
関
し
、
国
家
間
に
お
い
て
並
び
に
適
当
な
場
合
に
は
関
連
の
あ
る
国
際
的
及
 
 
 

び
地
域
的
機
関
並
び
に
市
民
社
会
（
特
に
障
害
者
の
組
織
）
と
連
携
し
て
、
適
当
か
つ
効
果
的
な
措
置
を
と
る
。
こ
れ
ら
の
 
 
 

措
置
に
は
、
特
に
次
の
こ
と
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

（a）   

国
際
協
力
 
（
国
際
的
な
開
発
計
画
を
含
む
。
）
 
が
、
障
害
者
を
受
け
入
れ
、
か
つ
、
障
害
者
に
と
っ
て
利
用
可
能
な
も
 
 

の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。
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る
援
助
並
び
に
技
術
移
転
を
通
じ
た
援
助
を
含
む
。
）
 
を
提
供
す
る
こ
と
。
 
 
 

こ
の
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
各
締
約
国
の
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
 
 

第
三
十
三
条
 
国
内
に
お
け
る
実
施
及
び
監
視
 
 
 

締
約
国
は
、
自
国
の
制
度
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
事
項
を
取
り
扱
う
一
又
は
二
以
上
の
中
央
連
絡
先
を
 
 

政
府
内
に
指
定
す
る
。
ま
た
、
締
約
国
は
、
異
な
る
部
門
及
び
段
階
に
お
け
る
関
連
の
あ
る
活
動
を
容
易
に
す
る
た
め
、
政
 
 

府
内
に
お
け
る
調
整
の
た
め
の
仕
組
み
の
設
置
又
は
指
定
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
。
 
 
 

締
約
国
は
、
自
国
の
法
律
上
及
び
行
政
上
の
制
度
に
従
い
、
こ
の
条
約
の
実
施
を
促
進
し
、
保
護
し
、
及
び
監
視
す
る
た
 
 

め
の
枠
組
み
 
（
適
当
な
場
合
に
は
、
一
文
は
二
以
上
の
独
立
し
た
仕
組
み
を
含
む
。
）
 
を
自
国
内
に
お
い
て
維
持
し
、
強
化
 
 

し
、
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
。
締
約
国
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
指
定
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
に
は
、
人
権
の
保
護
 
 

）
 
 

）
 
 

d
 
 

（
 
 
 

能
力
の
開
発
 
（
情
報
、
経
験
、
研
修
計
画
及
び
最
良
の
実
例
の
交
換
及
び
共
有
を
通
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
 
を
容
易
に
 
 

し
、
及
び
支
援
す
る
こ
と
。
 
 

研
究
に
お
け
る
協
力
並
び
に
科
学
及
び
技
術
に
関
す
る
知
識
の
利
用
を
容
易
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

適
当
な
場
合
に
は
、
技
術
援
助
及
び
経
済
援
助
 
（
利
用
可
能
な
支
援
技
術
の
利
用
及
び
共
有
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
よ
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及
び
促
進
の
た
め
の
国
内
機
構
の
地
位
及
び
役
割
に
関
す
る
原
則
を
考
慮
に
入
れ
る
。
 
 

3
 
市
民
社
会
（
特
に
、
障
害
者
及
び
障
害
者
を
代
表
す
る
団
体
）
は
、
監
視
の
過
程
に
十
分
に
関
与
し
、
か
つ
、
参
加
す
 
 
 

る
。
 
 第

三
十
四
条
 
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
 
 

l
 
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
委
員
会
は
、
以
下
に
定
め
る
任
務
を
 
 
 

遂
行
す
る
。
 
 

2
 
委
員
会
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
時
は
十
二
人
の
専
門
家
で
構
成
す
る
。
更
に
六
十
の
国
が
こ
の
条
約
を
批
准
し
、
 
 
 

又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
後
は
、
委
員
会
の
委
員
の
数
を
六
人
ま
で
増
加
さ
せ
、
最
大
で
十
八
人
と
す
る
。
 
 

3
 
委
員
会
の
委
員
は
、
個
人
の
資
格
で
職
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
、
徳
望
が
高
く
、
か
つ
、
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
分
 
 
 

野
に
お
い
て
能
力
及
び
経
験
を
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。
締
約
国
は
、
委
員
の
候
補
者
を
指
名
す
る
に
当
た
り
、
第
四
条
3
 
 
 

主
要
な
法
体
系
が
代
表
さ
れ
る
こ
と
、
男
女
が
衡
平
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
障
害
の
あ
る
専
門
家
が
参
加
す
る
こ
と
を
 
 

の
規
定
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
よ
う
要
請
さ
れ
る
。
 
 

4
 
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
が
、
委
員
の
配
分
が
地
理
的
に
衡
平
に
行
わ
れ
る
こ
と
、
異
な
る
文
明
形
態
及
び
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考
慮
に
入
れ
て
選
出
す
る
。
 
 

5
 
委
員
会
の
委
員
は
、
締
約
国
会
議
の
会
合
に
お
い
て
、
締
約
国
に
よ
り
当
該
締
約
国
の
国
民
の
中
か
ら
指
名
さ
れ
た
者
の
 
 
 

名
簿
の
中
か
ら
秘
密
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
。
締
約
国
会
議
の
会
合
は
、
締
約
国
の
三
分
の
二
を
も
っ
て
定
足
数
と
す
 
 
 

る
。
こ
れ
ら
の
会
合
に
お
い
て
は
、
出
席
し
、
か
つ
、
投
票
す
る
締
約
国
の
代
表
に
よ
っ
て
投
じ
ら
れ
た
票
の
最
多
数
で
、
 
 
 

か
つ
、
過
半
数
の
票
を
得
た
者
を
も
っ
て
委
員
会
に
選
出
さ
れ
た
委
員
と
す
る
。
 
 

6
 
委
員
会
の
委
員
の
最
初
の
選
挙
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
目
の
後
六
箇
月
以
内
に
行
う
。
国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
 
 
 

委
員
会
の
委
員
の
選
挙
の
目
の
遅
く
と
も
四
箇
月
前
ま
で
に
、
締
約
国
に
対
し
、
自
国
が
指
名
す
る
者
の
氏
名
を
二
箇
月
以
 
 

内
に
提
出
す
る
よ
う
書
簡
で
要
請
す
る
。
そ
の
後
、
同
事
務
総
長
は
、
指
名
さ
れ
た
者
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
る
 
 
 

名
簿
 
（
こ
れ
ら
の
者
を
指
名
し
た
締
約
国
名
を
表
示
し
た
名
簿
と
す
る
。
）
 
を
作
成
し
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
に
送
 
 

付
す
る
。
 
 
 

7
 
委
員
会
の
委
員
は
、
四
年
の
任
期
で
選
出
さ
れ
る
。
委
員
は
、
一
回
の
み
再
選
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
最
初
 
 
 

の
選
挙
に
お
い
て
選
出
さ
れ
た
委
員
の
う
ち
六
人
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
で
終
了
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
六
人
の
委
 
 
 

員
は
、
最
初
の
選
挙
の
後
直
ち
に
、
5
に
規
定
す
る
会
合
の
議
長
に
よ
り
く
じ
引
で
選
ば
れ
る
。
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1   9  8  13  12  1110  

委
員
会
の
六
人
の
追
加
的
な
委
員
の
選
挙
は
、
こ
の
条
の
関
連
す
る
規
定
に
従
っ
て
定
期
選
挙
の
際
に
行
わ
れ
る
。
 
 
 

委
員
会
の
委
員
が
死
亡
し
、
辞
任
し
、
又
は
他
の
理
由
の
た
め
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
宣
 
 

言
し
た
場
合
に
は
、
当
該
委
員
を
指
名
し
た
締
約
国
は
、
残
余
の
期
間
職
務
を
遂
行
す
る
他
の
専
門
家
で
あ
っ
て
、
資
格
を
 
 

有
し
、
か
つ
、
こ
の
条
の
関
連
規
定
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
も
の
を
任
命
す
る
。
 
 
 

委
員
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
定
め
る
。
 
 
 

国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
委
員
会
が
こ
の
条
約
に
定
め
る
任
務
を
効
果
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
職
員
及
び
便
益
を
 
 

提
供
す
る
も
の
と
し
、
委
員
会
の
最
初
の
会
合
を
招
集
す
る
。
 
 
 

こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
の
委
員
は
、
国
際
連
合
総
会
が
委
員
会
の
任
務
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
決
定
 
 

す
る
条
件
に
従
い
、
同
総
会
の
承
認
を
得
て
、
国
際
連
合
の
財
源
か
ら
報
酬
を
受
け
る
。
 
 
 

委
員
会
の
委
員
は
、
国
際
連
合
の
特
権
及
び
免
除
に
関
す
る
条
約
の
関
連
規
定
に
規
定
す
る
国
際
連
合
の
た
め
の
職
務
を
 
 

遂
行
す
る
専
門
家
の
便
益
、
特
権
及
び
免
除
を
享
受
す
る
。
 
 

第
三
十
五
条
 
締
約
国
に
よ
る
報
告
 
 
 

各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
と
っ
た
措
置
及
び
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
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4  3  

進
歩
に
関
す
る
包
括
的
な
報
告
を
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
二
年
以
内
に
国
際
連
合
事
務
総
長
を
通
 
 

じ
て
委
員
会
に
提
出
す
る
。
 
 
 

そ
の
後
、
締
約
国
は
、
少
な
く
と
も
四
年
ご
と
に
、
更
に
委
員
会
が
要
請
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
そ
の
後
の
報
告
を
提
 
 
 

出
す
る
。
 
 

委
員
会
は
、
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
指
針
を
決
定
す
る
。
 
 
 

委
員
会
に
対
し
て
包
括
的
な
最
初
の
報
告
を
提
出
し
た
締
約
国
は
、
そ
の
後
の
報
告
に
お
い
て
は
、
既
に
提
供
し
た
情
報
 
 

を
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
。
締
約
国
は
、
委
員
会
に
対
す
る
報
告
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
公
開
さ
れ
、
か
つ
、
透
明
性
の
 
 

あ
る
過
程
に
お
い
て
作
成
す
る
こ
と
を
検
討
し
、
及
び
第
四
条
3
の
規
定
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
よ
う
要
請
さ
れ
る
。
 
 
 

報
告
に
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
の
程
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
及
び
障
害
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
三
十
六
条
 
報
告
の
検
討
 
 
 

委
員
会
は
、
各
報
告
を
検
討
す
る
。
委
員
会
は
、
当
該
報
告
に
つ
い
て
、
適
当
と
認
め
る
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
 
 

す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
を
関
係
締
約
国
に
送
付
 
 

す
る
。
当
該
関
係
締
約
国
は
、
委
員
会
に
対
し
、
自
国
が
選
択
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
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る
。
委
員
会
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
連
す
る
追
加
の
情
報
を
当
該
関
係
締
約
国
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2
 
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
よ
る
報
告
の
提
出
が
著
し
く
遅
延
し
て
い
る
場
合
に
は
、
委
員
会
は
、
委
員
会
に
と
っ
て
利
用
可
 
 
 

能
な
信
頼
し
得
る
情
報
を
基
礎
と
し
て
当
該
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
実
施
状
況
を
審
査
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
 
 
 

と
を
当
該
締
約
国
に
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
審
査
は
、
関
連
す
る
報
告
が
そ
の
通
報
の
後
三
箇
月
以
内
 
 
 

に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
。
委
員
会
は
、
当
該
締
約
国
が
そ
の
審
査
に
参
加
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
当
該
締
 
 
 

約
国
が
関
連
す
る
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
回
答
す
る
場
合
に
は
、
1
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 
 

3
 
国
際
連
合
事
務
総
長
は
、
1
の
報
告
を
す
べ
て
の
締
約
国
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 
 

4
 
締
約
国
は
、
1
の
報
告
を
自
国
に
お
い
て
公
衆
が
広
く
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
ら
の
報
告
に
関
連
す
 
 
 

る
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
の
利
用
を
容
易
に
す
る
。
 
 

5
 
委
員
会
は
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
締
約
国
か
ら
の
報
告
に
記
載
さ
れ
て
い
る
技
術
的
な
助
言
若
し
く
は
援
助
の
要
 
 
 

請
又
は
こ
れ
ら
の
必
要
性
の
記
載
に
対
処
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
要
請
又
は
必
要
性
の
記
載
に
関
す
る
委
員
会
の
見
解
及
び
 
 
 

勧
告
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
見
解
及
び
勧
告
と
と
も
に
、
国
際
連
合
の
専
門
機
関
、
基
金
及
び
計
画
そ
の
他
の
権
限
の
あ
る
 
 
 

機
関
に
当
該
報
告
を
送
付
す
る
。
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第
三
十
七
条
 
締
約
国
と
委
員
会
と
の
間
の
協
力
 
 
 

各
締
約
国
は
、
委
員
会
と
協
力
す
る
も
の
と
し
、
委
員
の
任
務
の
遂
行
を
支
援
す
る
。
 
 
 

委
員
会
は
、
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
、
こ
の
条
約
の
実
施
の
た
め
の
当
該
締
約
国
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
方
法
及
び
 
 

手
段
 
（
国
際
協
力
を
通
じ
た
も
の
を
含
む
。
）
 
に
十
分
な
考
慮
を
払
う
。
 
 

第
三
十
八
条
 
委
員
会
と
他
の
機
関
と
の
関
係
 
 

こ
の
条
約
の
効
果
的
な
実
施
を
促
進
し
、
及
び
こ
の
条
約
が
対
象
と
す
る
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
を
奨
励
す
る
た
め
、
 
 
 

専
門
機
関
そ
の
他
の
国
際
連
合
の
機
関
は
、
そ
の
任
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
関
す
る
こ
の
条
約
の
規
定
の
実
施
に
 
 

つ
い
て
の
検
討
に
際
し
、
代
表
を
出
す
権
利
を
有
す
る
。
委
員
会
は
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
専
門
機
関
そ
の
他
の
 
 

権
限
の
あ
る
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
任
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
関
す
る
こ
の
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
専
門
 
 

家
の
助
言
を
提
供
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
は
、
専
門
機
関
そ
の
他
の
国
際
連
合
の
機
関
に
対
し
、
 
 

こ
れ
ら
の
機
関
の
任
務
の
範
囲
内
に
あ
る
事
項
に
関
す
る
こ
の
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
報
告
を
提
出
す
る
よ
う
要
請
す
る
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

委
員
会
は
、
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
に
係
る
指
針
、
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
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る
勧
告
の
整
合
性
を
確
保
し
、
並
び
に
そ
の
任
務
の
遂
行
に
お
け
る
重
複
を
避
け
る
た
め
、
適
当
な
場
合
に
は
、
人
権
に
 
 
 

関
す
る
国
際
条
約
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
他
の
関
連
す
る
組
織
と
協
議
す
る
。
 
 

第
三
十
九
条
 
委
員
会
の
報
告
 
 
 

委
員
会
は
、
そ
の
活
動
に
つ
き
二
年
ご
と
に
国
際
連
合
総
会
及
び
経
済
社
会
理
事
会
に
報
告
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
締
約
 
 

国
か
ら
得
た
報
告
及
び
情
報
の
検
討
に
基
づ
く
提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
 
 

提
案
及
び
一
般
的
な
性
格
を
有
す
る
勧
告
は
、
締
約
国
か
ら
意
見
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
意
見
と
と
も
に
、
委
員
会
の
報
告
に
 
 

記
載
す
る
。
 
 

第
四
十
条
 
締
約
国
会
議
 
 

l
 
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
検
討
す
る
た
め
、
定
期
的
に
締
約
国
会
議
を
開
催
す
る
。
 
 

2
 
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
後
六
箇
月
以
内
に
国
際
連
合
事
務
総
長
が
招
集
す
る
。
そ
の
後
の
締
約
国
 
 
 

会
議
は
、
二
年
ご
と
に
又
は
締
約
国
会
議
の
決
定
に
基
づ
き
同
事
務
総
長
が
招
集
す
る
。
 
 

第
四
十
一
条
 
寄
託
 
 
 

こ
の
条
約
の
寄
託
者
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
と
す
る
。
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第
四
十
二
条
 
署
名
 
 

こ
の
条
約
は
、
二
千
七
年
三
月
三
十
日
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
国
際
連
合
本
部
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
及
び
地
域
 
 
 

的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
る
署
名
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。
 
 

第
四
十
三
条
 
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
 
 

こ
の
条
約
は
、
署
名
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
署
名
し
た
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
よ
っ
 
 
 

て
正
式
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
約
は
、
こ
れ
に
署
名
し
て
い
な
い
国
及
び
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
 
 
 

よ
る
加
入
の
た
め
に
開
放
し
て
お
く
。
 
 

第
四
十
四
条
 
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
 
 

1
 
 
「
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
」
 
と
は
、
特
定
の
地
域
の
主
権
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
機
関
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
 
 

約
が
規
律
す
る
事
項
に
関
し
て
そ
の
構
成
国
か
ら
権
限
の
委
譲
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
 
 

は
、
こ
の
条
約
の
規
律
す
る
事
項
に
関
す
る
そ
の
権
限
の
範
囲
を
こ
の
条
約
の
正
式
確
認
書
又
は
加
入
書
に
お
い
て
宣
言
す
 
 

る
。
そ
の
後
、
当
該
機
関
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
の
実
質
的
な
変
更
を
寄
託
者
に
通
報
す
る
。
 
 

2
 
こ
の
条
約
に
お
い
て
 
「
締
約
国
」
 
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
の
権
限
の
範
囲
内
で
当
該
機
関
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に
つ
い
て
適
用
す
る
。
 
 

3
 
次
条
l
並
び
に
第
四
十
七
条
2
及
び
3
の
規
定
の
適
用
上
、
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
が
寄
託
す
る
文
書
は
、
こ
れ
 
 
 

を
数
に
加
え
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

4
 
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
の
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
そ
の
構
成
国
 
 
 

の
数
と
同
数
の
票
を
締
約
国
会
議
に
お
い
て
投
ず
る
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
機
関
は
、
そ
の
構
成
国
が
自
 
 
 

国
の
投
票
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
投
票
権
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
逆
の
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
 
 

第
四
十
五
条
 
効
力
発
生
 
 

l
 
 こ
の
条
約
は
、
二
十
番
目
の
批
准
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
 
 

2
 
こ
の
条
約
は
、
二
十
番
目
の
批
准
書
、
正
式
確
認
書
又
は
加
入
書
が
寄
託
さ
れ
た
後
に
こ
れ
を
批
准
し
、
若
し
く
は
正
式
 
 
 

確
認
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
国
又
は
地
域
的
な
統
合
の
た
め
の
機
関
に
つ
い
て
は
、
そ
の
批
准
書
、
正
式
確
認
書
又
は
 
 
 

加
入
書
の
寄
託
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
 
 

第
四
十
六
条
 
留
保
 
 

1
 
こ
の
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。
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2   

留
保
は
、
い
つ
で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
四
十
七
条
 
改
正
 
 
 

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
こ
の
条
約
の
改
正
を
提
案
し
、
及
び
改
正
案
を
国
際
連
合
事
務
総
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
同
事
務
総
長
は
、
締
約
国
に
対
し
、
改
正
案
を
送
付
す
る
も
の
と
し
、
締
約
国
に
よ
る
改
正
案
の
審
議
及
び
決
定
の
た
 
 

め
の
締
約
国
の
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
の
賛
否
を
通
報
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
そ
の
送
付
の
日
か
ら
四
箇
月
以
内
に
締
約
国
 
 

の
二
分
の
一
以
上
が
会
議
の
開
催
に
賛
成
す
る
場
合
に
は
、
同
事
務
総
長
は
、
国
際
連
合
の
主
催
の
下
に
会
議
を
招
集
す
 
 

る
。
会
議
に
お
い
て
出
席
し
、
か
つ
、
投
票
す
る
締
約
国
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
改
正
案
は
、
同
 
 

事
務
総
長
に
よ
り
、
承
認
の
た
め
に
国
際
連
合
総
会
に
送
付
さ
れ
、
そ
の
後
受
諾
の
た
め
に
す
べ
て
の
締
約
国
に
送
付
さ
れ
 
 

る
。
 
 
 

1
の
規
定
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
か
つ
、
承
認
さ
れ
た
改
正
は
、
当
該
改
正
の
採
択
の
目
に
お
け
る
締
約
国
の
三
分
の
二
以
 
 

上
が
受
諾
吾
を
寄
託
し
た
後
三
十
日
目
の
目
に
効
力
を
生
ず
る
。
そ
の
後
は
、
当
該
改
正
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
に
つ
い
て
 
 

そ
の
受
諾
書
の
寄
託
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
改
正
は
、
そ
れ
を
受
諾
し
た
締
約
国
の
み
を
拘
束
す
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3
 
締
約
国
会
議
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
決
定
す
る
場
合
に
は
、
1
の
規
定
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
か
つ
、
承
認
さ
れ
 
 
 

た
改
正
で
あ
っ
て
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
に
の
み
関
連
す
る
も
の
は
、
当
該
改
正
の
採
択
の
 
 
 

日
に
お
け
る
締
約
国
の
三
分
の
二
以
上
が
受
諾
書
を
寄
託
し
た
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
 
 

第
四
十
八
条
 
廃
棄
 
 
 

締
約
国
は
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
約
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
廃
棄
は
、
同
事
務
総
長
が
そ
の
通
告
を
受
領
し
た
日
の
後
一
年
で
効
力
を
生
ず
る
。
 
 

第
四
十
九
条
 
利
用
可
能
な
様
式
 
 

こ
の
条
約
は
、
利
用
可
能
な
様
式
で
提
供
さ
れ
る
。
 
 

第
五
十
条
 
正
文
 
 
 

こ
の
条
約
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
中
国
語
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
及
び
ス
ペ
イ
ン
語
を
ひ
と
し
く
正
文
と
す
る
。
 
 

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
の
全
権
委
員
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
。
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